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○ 大学の概要 

（１）現況 

  ①大学名 国立大学法人島根大学 

 

  ②所在地 本部（松江キャンパス）島根県松江市 

       （出雲キャンパス）島根県出雲市 

 

  ③役員の状況 

    学 長 本田 雄一（平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日） 

  理事数 ６名 

  監事数 ２名 

 

  ④学部等の構成 

 【学部】 

法文学部，教育学部，医学部，総合理工学部，生物資源科学部 

【研究科】 

人文社会科学研究科，教育学研究科，医学系研究科，総合理工学研究科， 

生物資源科学研究科，法務研究科 

 【学内共同教育研究施設等】 

  附属図書館，保健管理センター，教育開発センター，入試センター，キャリ

アセンター，国際交流センター，生涯学習教育研究センター，総合情報処理

センター，汽水域研究センター，産学連携センター，総合科学研究支援セン

ター，外国語教育センター，島根大学・寧夏大学国際共同研究所，ミュージ

アム，プロジェクト研究推進機構，工作センター 

 

  ⑤学生数及び教職員数（平成１８年５月１日現在） 

        学部・研究科等の学生数 

学部生数   ５，５０７名（うち留学生数 ２５名） 

大学院生数    ７１８名（うち留学生数 ７３名） 

      教員数（本務者）       ７３５名 

      職員数（本務者）       ８５０名 

 

 

 

 

（２）大学の基本的な目標等 

  島根大学の理念・目的 

大学の使命は，人類共有の財産である知的文化を継承し，さらに創造的に発

展させるとともに，大学が有する知的資産と知的創造力を活用した人材育成，

学術研究活動を行い，これらを通じて地域社会・国際社会の発展と人類の福祉

に貢献することである。 

新生大学は，このような大学の使命を果たすために，「教育重視の大学」，

「知的活力ある大学」及び「開かれた大学」として，競争的環境の中で豊かな

個性をもった大学を目指す。 

 

①学生が育ち，学生とともに育つ大学（教育環境） 

学生の多様な個性と夢を重視した教育を行い，変動する現代社会の要請に

応え得る豊かな教養と高い倫理観を備え，かつ，科学的探求心に富む人材を

養成する。 

 

②知的活力ある大学（研究活動） 

アクティブな知的集団として，常に自らを点検・評価しつつ，地域に密着

した個性的な研究及び国際水準の独創的な研究を推進する。 

 

③地域とともに歩む大学（地域との連携） 

  山陰・環日本海という地域の歴史的・地理的特性を活かし，大学が有する知

的財産を活用することにより，教育・研究・文化の拠点として地域社会の発展

に貢献する。 

 

④世界に開かれた大学（国際貢献） 

  最先端の学術や文化に関する情報を発信・受信し，加えて，研究者，技術者，

学生等の人的交流を活発に行うことにより，地域における国際学術交流の拠点

として機能する。 

   

⑤大学構成員の声が反映される大学（管理運営） 

  学長のリーダーシップと補佐体制の充実によって，企画・立案機能を向上さ

せるとともに，教職員や学生の声が反映される透明性のある管理運営を行う。 

 

 【島根大学憲章の制定】 

  島根大学では，本学の使命，管理運営上の基本方針及び養成する人材像等の

目標を示すため，平成１８年４月に「島根大学憲章」を制定・発効した。 
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 【島根大学憲章】 

 

島根大学は，学術の中心として深く真理を探究し，専門の学芸を教授研究す

るとともに，教育・研究・医療及び社会貢献を通じて，自然と共生する豊かな

社会の発展に努める。とりわけ，世界的視野を持って，平和な国際社会の発展

と社会進歩のために奉仕する人材を養成することを使命とする。 

  この使命を実現するために，島根大学は，知と文化の拠点として培った伝統

と精神を重んじ，「地域に根ざし，地域社会から世界に発信する個性輝く大学」

を目指すとともに，学生・教職員の協同のもと，学生が育ち，学生とともに育

つ大学づくりを推進する。 

 

１．豊かな人間性と高度な専門性を身につけた，自ら主体的に学ぶ人材の養成 

島根大学は，深い教養に裏づけられた高い公共性・倫理性の涵養を教育の

基礎に置き，現代社会を担う高度な専門性を身につけた人材の養成を行う。 

島根大学は，学生が，山陰の豊かな自然，歴史と文化の中で，学修や関連

する諸活動を通して積極的に社会に関わりながら，自ら主体的に学び，自律

的人格として自己研鑽に努めるための環境を提供する。 

 

２．特色ある地域課題に立脚した国際的水準の研究推進 

島根大学は，社会の多面的要請に応えうる多様な分野の研究を推進すると

ともに，分野間の融合による特色ある研究を強化し，国際的に通用する創造

性豊かな研究拠点を構築する。 

島根大学は，社会の要請に応え，地域課題に立脚した特色ある研究を推進

する。 

 

３．地域問題の解決に向けた社会貢献活動の推進 

島根大学は，教育・学修，研究，医療を通して学術研究の成果を広く社会

に還元する。 

島根大学は，市民と連携・協力して，地域社会に生起する諸課題の解決に

努め，豊かな社会の発展に寄与する。 

 

４．アジアをはじめとする諸外国との交流の推進 

島根大学は，地域における国際的な拠点大学として，アジアをはじめとす

る国際社会に広く目を向け，価値ある情報発信と学術・文化・人材の交流を

推進することによって，国際社会の平和と発展に貢献する。 

 

５．学問の自由と人権の尊重，社会の信頼に応える大学運営 

島根大学は，真理探究の精神を尊び，学問の自由と人権を尊重するととも

に，環境との調和を図り，学問の府にふさわしい基盤を整える。 

島根大学は，学内外の意見を十分に反映させつつ透明性の高い，機動的な

運営を行う。 
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平成１８年４月に「島根大学憲章」を制定し，本学の使命を「地域に根ざし，

地域社会から世界に発信する個性輝く大学」に明確化した。そして，これを端的

に表す言葉として，「人とともに 地域とともに 島根大学」のキャッチフレー

ズを制定した。 

大学運営にあたっては，学生を含む大学構成員の声を運営に反映させるための

学長によるキャンパスミーティングの実施，また，経営協議会の構成員である外

部有識者に「島根大学が目指す人材像について」の提言を得るなど，学内外の意

見を採り入れるとともに，学長のリーダーシップのもと平成１８年４月から役員

体制及び事務組織を再編し，引き続き機動的・効率的な運営に向けての改善を図

った。 

 また，安定した教育研究基盤確立に向けての「国立大学法人島根大学支援基金」

の創設，学長の下に競争的資金獲得のための「外部資金獲得支援チーム」の設置，

公募型外部資金獲得に向けての島根県との間の専門委員会（ＷＧ）設置など，財

政基盤の強化に向けて取り組んだ。 

 さらに，社会への説明責任を果たすため，内部監査機能の充実を図るとともに，

月１回の定例記者会見を開始し情報発信を強化した。また，ラジオ放送を利用し

た広報活動の実施，島根大学憲章の精神のキャッチフレーズ化など，本学の魅力

を積極的にアピールする取り組みを行った。 

 

以下，本実績報告書の項目順にしたがって，本学の全体的な状況を記述する。 

 

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況 

１．業務運営の改善及び効率化に関する目標 

○ 機動的な組織体制の強化 

・副学長懇談会を常任理事懇談会に改め，運営の重要事項について実質的な責任

ある協議が可能となる体制を構築した。 

・学長室の戦略的企画の策定・実施を中心的に支える総合企画室の専任教員の採

用，知財関係の専門職員として民間の知財部門所属の課長を採用・配置するこ

とを決定した。 

・部局長で構成する部局連絡協議会の運営に関し，事務関係部長・各学部事務長

を構成員に加え，教員・事務方が大学運営を支える両輪として実質的に機能で

きる体制を構築した。 

・２つの所掌課（室）が担当していた企画業務と評価業務の事務体制について，

より効率的に遂行するため，平成１９年４月から総務部総務課に所掌課を統合

することとした。 

○ 業務改善及び効率化の推進 

・学長が，教職員，学生の意見を広く，率直に聞く機会を設け，大学運営に反映

させるために，各学部教員，事務職員，学生など１６区分に分けてのキャンパ

スミーティングを実施した。その際に出された意見については，担当部署で改

善案を検討し，ホームページに掲載した。 

・外部有識者が構成員である経営協議会を積極的に活用することとし，法定審議

事項の審議以外にテーマを設定し，外部有識者として意見を聴取する機会を設

け，本学の運営に反映させることとした。 

・事務局長を議長とする事務連絡会議の下，総務系，会計系，学務系，学際系，

学部の５つの検討作業グループを設置し，平成１７年度に引き続いて２２項目

の業務改善を実施した。 

○ 監査機能の充実・強化 

・「監事会（平成１７年６月設置）」を定例的に開催（平成１８年度は５回開催）

し，両監事及び監査室との意思の疎通・情報の共有化を図るとともに，監査計

画，監査調書及び報告等の作成などについての協議の充実を図った。 

 

２．財務内容の改善に関する目標 

○ 外部資金獲得の強化 

・「科学研究費補助金獲得向上のための取扱いに関する基本方針」を策定し，こ

れに基づくインセンティブ及びペナルティの実践により，研究に対するモチベ

ーションの維持向上を図ることとした。 

・公募型外部資金の獲得に向けて島根県との間に専門委員会（ＷＧ）を設置し，

科学技術振興調整費による地域再生人材創出拠点の形成プロジェクトを計画

し，ＪＳＴに応募した。 

・学長の下に「外部資金獲得支援チーム」を設置した。 

・教育研究基盤の確立に向けて「国立大学法人島根大学支援基金」を創設し，募

金を開始した。 

○ 管理的経費の削減及び自己収入の増加 

・平成１９年度の予算配分において、共通経費については総額を対前年度比△

２％減（△約２千万円）とした。 

・公開講座・公開授業などを収益事業として展開することで，講習料として前年

度比で１．２０倍の収益を達成した。 

 

３．自己点検・評価及び情報提供に関する目標 

全 体 的 な 状 況 
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○ 評価基準の策定 

・組織評価，個人評価及び第三者評価機関等による評価に関する全学的な基本方

針を策定した。これにより教員の個人評価については，全学の基準を基に当該

部局等の特性に応じた評価基準を策定，試行評価を実施した。 

・大学評価・学位授与機構の評価基準に照らした現状調査を行い，その結果をホ

ームページに公開し，必要に応じて改善策を作成し，各部局等の自己点検の指

針とした。 

○ 情報公開の推進 

・マスメディアを活用した情報発信の強化のため，平成１８年７月から月１回の

定例記者会見を開始したほか，広報プロジェクトの１つとして，学生がパーソ

ナリティーとして参加するラジオ放送を利用した広報活動を実施した。 

・平成１８年４月に制定した島根大学憲章の精神を一言で表すキャッチフレーズ

「人とともに 地域とともに 島根大学」を平成１９年３月に制定し，本学の

魅力を社会に積極的にアピールすることとした。  

 

４．その他の業務運営に関する目標 

○ 環境マネジメントシステムの推進 

・松江キャンパスでは，ＩＳＯ１４００１規格による外部審査を受審し，定期審

査に合格した。また，併せて大輪地区及び本庄地区における範囲拡大審査につ

いても認証取得した。 

○ 情報セキュリティの強化 

・平成１７年度に情報セキュリティポリシー策定専門委員会が作成した「情報セ

キュリティ対策基準（原案）」をもとに，現況を反映させるように見直しを実

施し，全学を対象とした「情報セキュリティ対策基準」を制定した。 

・情報セキュリティに対する理解・浸透を図るため，学内の情報セキュリティセ

ミナーの実施のほか，一般市民も対象にしたセミナーを開催した。 

 

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況 

１．教育に関する目標 

○ 「地域」に根ざした教育の推進 

・島根の人と自然，歴史と文化に学び地域・社会を理解するフィールド学習に関

する教育改革事業を推進するため，教育開発センターの下にプロジェクトチー

ムを設置し，３年計画の取組を開始した。 

・医学部医学科では，より高い臨床実践能力を備えた地域医療を担う人材を育成

するため，３週間の地域医療病院実習を組み込んだカリキュラムを構築し，実

施した。 

・医学部では，平成１８年度に採択された文部科学省現代的教育ニーズ取組支援

プログラム「地域医療教育遠隔支援ｅ－ラーニングの開発」（地域医療病院・

保健福祉施設実習における医学・看護学統合型ｅ－ラーニングシステムの構

築）に着手した。 

○ 学生支援体制の強化・充実 

・学務情報システムに学生の履修情報や就職情報を一元的に参照できる機能を追

加して学生の「電子カルテ」システムを整備し，指導教員，学生相談担当者，

保健管理センター医師等が連携を強化して対応できる学習環境整備・支援体制

充実を図った。 

・学業成績優秀者に対する授業料免除制度を導入した。（６６名） 

 

２．研究に関する目標 

○ プロジェクト研究推進機構に設置した重点研究プロジェクトの推進 

  重点研究プロジェクトについては，分野横断的な研究を中心に着実な成果を

上げ，平成１９年２月には研究成果報告会を開催し，学内外の専門家によるプ

ロジェクト評価を行った。 

  また，プロジェクト研究による研究成果の国際誌への投稿数も平成１８年度

は１９３編（平成１７年度：１３９編）に伸びた。 

【健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクトの成果】 

 ・自家骨を用いた骨スクリューによる新しい骨折治療法により，臨床手術を２

度行い成功した。（医・工連携） 

 ・ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）とＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）による神

経幹細胞のニューロンへの神経新生効果を明らかにし，「神経再生促進剤」

の開発，国際特許公開に至った。（医・農連携） 

 ・島根県の新産業創出プロジェクト推進事業（健康食品産業創出プロジェクト）

との共同研究により，島根県特産の西条柿を使った「柿の実エキス」（お酒

の悪酔い防止や高血圧防止に効果）を開発した。 

【Ｓ-ナノテクプロジェクトの成果】 

 ・酸化亜鉛発光デバイス及び鉛フリー強誘電体材料の研究が進み，前者につい

ては科学技術振興機構（ＪＳＴ）の実用化に向けた試験研究「育成研究」と

して採択された。（２種類のチタン酸バリウム系新規強誘電・圧電材料の特

許申請） 

○ 地域社会の課題に対応した研究の推進 

・宍道湖・中海の保全・再生と賢明な利用に向けて，島根・鳥取両県の一層の連

携強化を深めるため，「汽水域の再生とその持続可能性」をテーマとする汽水

域国際シンポジウムを開催した。 
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・地域において新産業・新事業を創出し，実用化に向けた高度な研究開発を実施

する「平成１８年度地域新生コンソーシアム研究開発事業」に２件採択された。 

 

３．社会連携・国際交流に関する目標 

○ 国際交流の推進及び支援体制の強化 

・中国の寧夏大学との間に発足させた国際共同研究所に，島根大学側所長と研究

員を派遣・駐在させ，国際共同研究の研究体制を整備・強化した。また寧夏大

学及び寧夏医学院から寧夏特別研究員として合計１３名の研究者を受入れ，研

究交流を実施した。 

・政策的配分経費に「社会・国際連携推進費」を新設した。 

・国際交流プロジェクトとして「帰国外国人留学生に対するフォローアッププロ

グラム」を創設し，２件の研修事業を実施した。（研修先：韓国及び中国） 

・国際交流センターと外国語教育センターが連携し，「派遣留学生のための語学

力向上プログラム」を開発した。 

○ 地域社会との組織的連携の推進 

・地域社会の発展や人材育成に寄与することを目的とした包括的連携に関する協

定を鳥取県日野郡日南町と締結し，県境を越えての交流・連携を推進した。（な

お，この包括的連携協定は，島根県，松江市，雲南市及び国土交通省中国整備

局に次いで５番目となる。） 

・地域の産学連携を推進し，地域中小企業及び地域社会の発展に貢献することを

目的とした「産学連携の協力推進に関する覚書」を国民生活金融公庫松江支店，

商工中金松江支店及び中小企業金融公庫松江支店との間で締結した。 

 

４．附属病院に関する目標 

・効率的かつ質の高い医療チームを組織するため，専門分野別診療体制の整備を

図り，外来診療科のうち内科系５診療科を８診療科に，外科系２診療科を６診

療科に再編した。 

・「女性医師・全ての医療従事者が安心して働くことのできる病院」との観点か

ら，第三者評価機関による医療従事者の労働環境等について評価を受け，３月

に全国の大学病院では初めて「働きやすい病院」の機能評価の認証を受けた。 

・女性医師・看護師等医療従事者の就業環境の改善と便宜を図るため，平成１８

年４月病院敷地内に院内保育所（うさぎ保育所）を設置，運営開始した。 

・個人情報保護の取扱いを適切に行う体制を整備し，全国の大学病院では２番目

となる「プライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）」を取得した。 

・診療情報の効率化・共有化及びペーパーレス化を図った電子カルテ化システム

の完成により，入院・外来を含む病院全体での稼働を開始するとともに，電子

カルテの情報を活用した診断書・証明書発行システムを導入，稼働開始した。 

・後発医薬品及び検査用試薬の採用品を検討し，今年度約２９，９００千円の医

薬品購入費を削減，また医療材料等の購入に当り，市場価格調査・分析を外部

専門業者に依頼し，そのデータを活用することにより今年度約４０，０００千

円の医療材料費の削減を図った。 

・平成１７年度に設置した栄養サポートチームは，経口で栄養を摂取できない患

者らの栄養状況を把握するため，非常に早期かつ正確に栄養療法の効果判断が

可能な指数を導く計算式を新たに考案し，２月に日本静脈経腸栄養学会賞を受

賞した。 

・（財）日本栄養療法推進協議会から，本院が提供する栄養療法の質が保証され，

さらに適正な栄養療法の普及・推進が図られていることが認められ，「栄養サ

ポートチーム稼働施設」として認可された。 

 

５．附属学校に関する目標 

・附属学校改革ＷＧを設置し「幼･小・中一貫教育校」の本格的導入を平成２０

年度と定め，それに伴い「幼小」「小中」の接続期における「人間関係力」育

成のための教育プログラム（学級指導，生徒指導，教科指導）を開発した。 

・学部と附属学校のより円滑な交流を図るため，附属学校に学部・附属連携担当

を新設し，附属学校改革構想立案に従事させた。 
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中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１４３】 

学長は，法人の運営体制の点検を

平成１８年度末までに行い，必要な

改善を行う。 

【１４３】 
法人化後の大学運営体制（①役員

会，副学長懇談会，ブレーン会議の

役割・運営体制，②全学委員会の見

直しとセンター方式の検証，③事務

機構の見直し，④役員会，教育研究

評議会と学部等の関係，⑤松江キャ

ンパスと出雲キャンパスの連絡調

整，⑥役員会の下に置かれている各

種会議について等）について，自己

点検評価を行う。 

また，年度計画執行の全学管理方

法（執行管理方法，主担当・主管課

の見直し）について検証し，必要な

改善を行う。 

 
Ⅳ 

 
 法人化後の大学運営体制である役員会，常任理事懇談会（平成１８年

３月に，副学長懇談会を改組），ブレーン会議，全学委員会，新設セン

ター等について，当該組織ごとにその役割・体制や設置目的に沿った運

営の状況，優れた点，問題点・課題及び将来の改善策等について自己点

検評価を実施し，その結果を踏まえて，定型的事項の審議簡素化・効率

化，重要事項の十分な審議時間の確保，会議構成員の見直し等の改善を

行った。 
 また，総合企画室においても，各組織で行った自己点検評価結果を分

析し，全学的な観点からみた組織ごとの改善事項を策定した。 
常任理事懇談会において，中期目標・中期計画の策定，執行管理，法

人評価，認証評価，個人評価の事務体制について検証し，より効率的に

遂行するため，従来２課（室）で所掌していた体制から，総務部総務課

において平成１９年４月から一元的に行うこととした。 
 事務機構の見直しについては，自己点検評価に基づいて，平成１８年

４月に実施した組織再編に引き続き，「事務機構改革３ヵ年計画」を立

て，人件費削減，業務改善及び外部委託等を推進した。 
 

 
 

【１４４】 
 統合後間もない状況をふまえつ

つ，医学部と他学部の関連組織の調

整，再編をさらに進め，全学一体と

【１４４】 
部局連絡会議の役割等を検証し，

より実質的な連携体制を整備する。

 
Ⅳ 

 
部局連絡会議は，平成１８年３月から部局連絡協議会とし，従来の連

絡調整機能に加え，部局間の重要事項を審議・決定するなど，実質的な

協議を行う体制とした。 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化 

① 運営体制の改善に関する目標 

中
期
目
標

① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的な支持と創意工夫を結集して，総合大学としての自立的かつ機動的な大学運営を行う。 
② 教員と事務職員等が一体となり，共同して業務運営が行える体制を整備，強化する。 
③ 法人の持つ学内資源（資産，財源，人員等）を，全学的な視点に立って戦略的に運用し，法人全体の個性ある魅力的な大学を創造する。 
④ 学部等の運営について機動性と戦略的な視点から効率化を図る。 

項 目 別 の 状 況 
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なって，合理的かつ機動的運営を可

能にする環境を整備する。 
役員会において，部局連絡協議会の所掌業務，大学全体における連絡

調整機能，教育研究評議会との連携など運営に係る現状分析，優れた点，

問題点・課題，将来の改善策等の自己点検評価を実施し，事務関係部長，

各学部事務長を構成員に加え，教員と事務方が大学運営を支える両輪と

して実質的に機能できる体制とする改善を行った。 
 

【１４５】 
 企画戦略部門を担当する副学長

のもとで，中期計画執行の総括的管

理体制を確立し，情報収集・伝達体

制を整備するとともに，計画遂行に

向けて，教員・職員の資質の向上及

び学内諸組織の活性化を図る｡ 
 

【１４５】 
中期目標期間の中間地点である

ことを踏まえ，進行状況の中間まと

め（検証）を行い，必要な改善策を

講じる。 

 
Ⅲ 

 
国立大学法人評価委員会による１７年度実績評価結果を受け，指摘事

項については常任理事懇談会が関係部署等への調査及び分析を行い，役

員会，教育研究評議会及び経営協議会へ報告するとともに，指摘事項の

改善に着手した。 
１８年度計画の９月末現在における進行状況について，各担当課等か

ら報告（中間報告書）を求め，常任理事懇談会で遅延状況や問題点を検

証した。遅れが見られるものについては，担当課を中心に支援チームを

設けて対応するなど，計画達成に向けた取組みを強化した。 
 

 

【１４６】 
 業務の適切な執行を点検するた

めに，監査室を設置し，自主的な内

部監査機能を充実させる。 

【１４６】 
監査マニュアル（手順書，手引き）

を作成するとともに，監査結果のフ

ォローアップ体制の充実を図る。 

 
Ⅳ 

 
 監査マニュアルを作成し，冊子を内部部局に配付するとともに学内向

けホームページに掲載し構成員に周知した。 
 なお，本マニュアルには，監査結果に基づくフォローアップの方法等

についても記載し，改善等の問題について早期完了に向けた具体的な方

策の検討及び提言を行うなどのフォローアップを行うこととした。 
 

 

【１４７】 
 平成１６年度末までに企画室を

設置し，戦略的・全学的企画機能を

充実させる。 

【１４７】 
 「島根大学憲章」，「中期目標･中

期計画」等を踏まえ，島根大学の個

性を明確にした将来構想，中長期的

経営戦略の検討に着手する。 

 
Ⅳ 

 
総合企画室において，平成１８年４月に制定した島根大学憲章をベー

スに，次期中期目標・中期計画も考慮し，本学の個性を明確にした将来

構想，中長期的な戦略的な経営企画としてのアクションプランの検討に

着手し，素案を策定し常任理事懇談会において意見を求めるなど，平成

１９年末までの策定に向けて作業を進めている。 
このアクションプランの策定に当たっては，学生の意見等も参考にす

るため，学生への意識調査を実施し，データの分析を行った。 
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【１４８】 
 執行体制の明確化と効率的・機能

的運営能力の向上のために，従来の

委員会方式から，全学的視野に立っ

て計画・実施に責任を負うセンター

方式に計画的に移行させ，理事の業

務分掌による執行責任体制を確立

する｡ 

【１４８】 
 新設センターについて検証・改善

を行いながら企画立案機能を高め，

全学的な施策についての自立的・機

動的な大学運営に資するための専

門的業務を遂行する。 

 
Ⅲ 

 
法人化後に設置した新設センター・室（総合企画室，評価室，教育開

発センター，入試センター，キャリアセンター，国際交流センター）に

ついて，当該組織ごとにその役割・体制や設置目的に沿った運営の状況，

優れた点，問題点・課題及び将来の改善策等について自己点検評価を実

施し，自立的・機動的な専門的業務の遂行がなされていることを確認す

るとともに，新たな改善点を抽出した。 

また，総合企画室において，年度計画【１４３】と一体となった取組

みとして，各センターが実施した自己点検評価の結果を分析し，各セン

ターごとに設置目的に沿った改善事項を策定した。 

 

 

【１４９】 
 大学構成員のすべての力量を法

人の運営に活かすために，必要に応

じて，教員と事務職員等が一体とな

って委員会を構成する等，計画立

案・執行に参画する場を広げる。 

【１４９】 
平成１７年度の事務組織改革に

より整備された体制を基に，法人が

必要とする専門性を有する職員の

養成及び専門性を生かせる職員配

置計画を検討する。 

 
Ⅳ 

 
教員と事務職員等が一体となって計画立案・執行に参画する体制につ

いては，常任理事懇談会での実質の議論の場に各事務部長を加えたこと

や，男女共同参画推進委員会の下の企画推進・啓発部，調査・評価部，

利益相反マネジメント委員会等に事務職員を正式メンバーとして参加

させた。 
知財関係の専門職員として，三菱農機（本社：島根県八束郡東出雲町）

の知財部門所属の課長を採用し配置することを決定し，知財に関する経

験を他の職員と共有できる体制とした。 
文部科学省関係機関職員行政実務研修の修了者については，復帰後の

配置先は研修で養った能力，経験を活かすことができるよう計画的配置

を行うこととした。 
 

 

【１５０】 
 学内環境整備，図書館業務，福利

厚生施設の運営等に，学生が参画で

きる制度を整備する。 

【１５０】 
○ 学内環境整備，図書館業務，福

利厚生施設の運営等への学生ア

ルバイト活用を促進する。 
○ 学生のニーズを取り入れ，計画

的に福利厚生施設の整備を図る。

○ ＥＭＳ活動を行う学生を支援

する。 
○ 学生の意見を取り入れた学生

向けの広報誌をつくる。 
○ 学生センター周辺の環境整備

 
Ⅳ 

 
図書館の夜間開館業務，福利厚生施設（学生食堂，生協売店，生協の

新学期特設会場（下宿斡旋等））の運営等に学生アルバイトを活用して

いる。 
福利厚生施設の整備については，年度計画【５３】の『計画の進捗状

況』参照 
ＥＭＳ実施委員会に学生ＥＭＳ委員会（委員は学長が委嘱）を設置し，

その代表がＥＭＳ実施委員会委員として参加することとした。また，内

部監査，各作業部会活動にも参加することができ，学生ＥＭＳ委員会自

体も独自のＥＭＳ活動が実施できる体制とした。 
ＥＭＳ活動に特に貢献し卒業・修了する学生に対し学生表彰を行っ
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を学生と共に行う。 
○ 学生とともに，野球場，陸上競

技場，学生寮等の除草作業を行な

う。 

た。 
ＥＭＳ活動に関する学内資格として，島根大学における学生に付与す

る学内資格認定取扱要項第５項の規定に基づき，「島根大学環境マネジ

メントシステムリーダー」を学長に申請した。 
５学部の学生編集委員による，学生向け新感覚情報誌「ｂｅ」vol.１

２００６ spring－summer を作成し配布した。（発行 広報・公聴委員

会） 
「園芸」サークルの学生と共に，学生センター横の憩いの広場に鉢植

えの花を置き環境整備を行っている。 
学内環境整備の実施日にあわせサークル学生と共に課外活動施設（野

球場，陸上競技場，課外活動共用施設，プール棟周辺）等の除草作業を

実施した。 
 

【１５１】 
 法人の中長期的な経営戦略や中

期目標・計画の遂行のために，学長

のリーダーシップのもとで，評価を

ふまえた学内資源の有効活用を行

う。 

【１５１】 
 大学評価評議会における評価基

準・評価項目・評価方法等の検討を

踏まえつつ，学内資源（資金，人材，

施設，設備）の有効活用を行う。 

 
Ⅲ 

 
【資金】 

平成１９年度予算編成方針及び同基準に評価結果を予算配分に反

映させることを明らかにしたうえで，具体の評価方法を予算会議にお

いて検討し，配分方法を決定した。評価に係る経費は，教員の個人評

価データを部局毎に集計したポイントとして算定し，限られた予算を

より有効に活用できるよう改善を図った。 
【人材】 

中教審答申が示す教員諸制度改革にいちはやく対応するため，全学

の教職課程を一元的に管理・運営する「教師教育研究センター」を平

成１９年度に設置することとし，学長のリーダーシップのもと，セン

ターに必要な４名の教員人件費のうち，２名分については全学で負担

することとした。 
【施設・設備】 

平成１６・１７年度に行った点検・評価の結果を踏まえ，文部科学

省策定の第２次国立大学等施設緊急整備５ヵ年計画の方針に沿った，

教育学部校舎及び法文学部校舎改修を含む「島根大学５ヵ年整備計

画」を作成した。平成１８年度は，教育学部校舎Ⅰ期分の改修を行い

共通スペースを確保し，そのスペースを外国語教育センターとして有

効活用した。 
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【１５２】 
 予算配分については，全体の基盤

となる教育・研究を対象とした「基

盤的配分」に加えて，評価システム

に基づく「評価（競争的）配分」及

び教育・研究・社会貢献等の計画的

な育成のための「政策的配分」を行

う。 

【１５２】 
評価システムに基づいて「評価

（競争的）経費」の配分を行う。 

 
Ⅲ 

 
評価システムによる評価結果データを用いて，評価（競争的）配分経

費の配分を行った。 
配分にあたり，部局の教育研究活動の事項毎に評価係数を設定した。 
評価項目は，「①全学的な視点から各部局に共通して評価が可能なも

の」と，「②分野によって教育研究活動の手法が異なるもの」に区分し，

①に係る評価結果を重視した。 
評価（競争的）配分経費をより効果的なものとするため，評価にあた

ってどの項目を重視したかについて教育研究評議会を通じて学内へ周

知した。 
 

 

【１５３】 
 全学的人件費枠を使って，教育・

研究の活性化のために人的資源の

流動化を進める。 

【１５３】 
大学全体の人件費から確保した

戦略的に運用できる人件費を使っ

て，より有効な人的資源の流動化に

努める。 

 
Ⅳ 

 
大学運営に関する全学的業務を行うため，大学全体の人件費枠を使っ

て，新センター等を平成１７年度から整備している。この新センター等

へ配置する教員は，人的資源の流動化を図るため，任期制を導入してお

り，本年度全ての新センター等への導入が完了した。 
〔新センター等への任期制導入状況〕 
平成１７年度  プロジェクト研究推進機構 
平成１８年度  評価室，総合企画室，入試センター，教育開発センター，

キャリアセンター，国際交流センター 
 

 

【１５４】 
 平成１７年度末までに，学部の意

思決定の迅速化を図るための組織

（代議制［教員会議］（仮称）・企画

委員会・副学部長の設置等）及び実

施方法について検討を行い，可能な

ところから実行する。 
 

【１５４】 
各学部等の迅速な意思決定の仕

組み・運営体制について，各部局の

現状を踏まえ，必要に応じて見直

す。 

 
Ⅳ 

 
各学部，法務研究科において，学部等における意思決定の体制・仕組

み等の現状分析，優れた点，問題点・課題，将来の改善策等について自

己点検評価を実施し，副学部長と評議員の役割分担の明確化，各種委員

会委員の選出方法の見直し，教授会・研究科委員会の審議事項を見直し

て各種委員会へ付託することによる意思決定の迅速化などの改善策を

実施した。 
 

 

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標 

① 組織の改組転換を含め，教育機能，研究機能を再検討し，教育研究の進展や社会的要請に柔軟に対応する。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１５５】 
（法務研究科） 
 法務研究科は，設置３年目の完成

年度の自己点検・評価を行い，教育

課程の拡充実施を図る。 

 
 
Ⅳ 

 
（法務研究科） 

法務研究科では，これまでに実施した外部評価委員会，日弁連法務研

究財団による外部評価において指摘された事項や，大学設置・学校法人

審議会による履行状況調査において指摘された留意事項等を受けて，カ

リキュラムの見直し，成績評価の厳格化など様々な改善を図ってきた

が，完成年度を迎え，これまでの活動状況等について自己点検・評価を

実施し，指摘事項や留意事項の全てについて改善を図るとともに，大幅

な教育課程の見直しを行い平成１９年度から実施することとした。 

 
 

【１５５】 
 平成１６年度に設置された山陰地

域に根ざす法律家を養成するための

法科大学院を定着させ，平成１９年

度にその再点検を行い充実を図る。

また，平成１６年度に改組した法文

学部及び大学院人文社会科学研究科

をそれぞれ平成２０年度及び平成１

８年度に再点検し，これらの一層の

充実を図る。 （法文学部） 
○ 人文社会科学研究科における

第１期生の課程修了を踏まえ，２

年間の運営・教育・学生支援等に

ついて，総括を行う。 
○ 法文学部では，認証評価の第１

回試行を受けて，学部改組の成果

と課題を具体的に検証する。 

 
Ⅲ 

（法文学部） 
法文学部では，平成１６年度に実施した「大学評価基準に対する現状

調査(学内試行)」及び学部改組の成果と問題点を検証するため，卒業生

を対象とした学部教育・学生指導に関するアンケートを実施し，エッセ

ンシャル・ミニマムの策定，シラバスの改善(成績評価の方法，オフィ

スアワーの記載等)を図った。また，教育方法の改善のためのＦＤ，フ

ィールド学習の実施などに取り組むとともに，課題であった教員免許

(高校福祉)の課程認定を受けた。 

人文社会科学研究科では，大学院生へのアンケートの実施・分析や入

試状況，在籍状況等から改組後の総括を行い，「人文社会科学研究科の

状況と問題点―平成１６年度の改組後の総括として―」として取りまと

めるとともに，研究科の目的の明示，研究指導計画書の提出，授業計画

書，成績評価基準などの改善を図った。 
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【１５６】 
 教育学部は，山陰地域における唯

一の教員養成専門学部として，「１０

００時間教育体験学修」等を柱とす

る斬新な教育課程を編成して，２１

世紀の教育改革を担う高度専門職業

人としての義務教育教員の養成を行

う。 

【１５６】 
（教育学部） 

国が制度化を図る予定の「教職大

学院（仮称）」について，山陰地域

唯一の教員養成専門学部として，地

域ニーズに対応した大学院の設置

計画を策定する。 
 

 
 
Ⅳ 

 
（教育学部） 

 平成１７年度に設置した「教職系専門職大学院（教職大学院）設置検

討委員会」及びその下に設置したＷＧにおいて，専門職大学院設置基準

等の改正等も踏まえ，引き続き検討を重ね，設置計画を策定した。 

 また，専門職大学院の設置検討の中で，「今後の教員養成・免許制度

の在り方について」（平成１８年７月１１日中央教育審議会答申）を受

け，本学の教員養成の充実のための体制のあり方を検討し，全学の教職

課程を一元的に管理・運営するための組織として教育学部に附属教師教

育研究センターを平成１９年４月に設置することとした。 
 

 

【１５７】 
 医学部は，医療人養成教育システ

ムの改革を図り，最先端医療・地域

医療・難病医療等に貢献する国際的

な研究拠点の構築を図るための教

育・研究組織の改組を推進する。 

【１５７】 
（医学部） 
 ｢医学部における教育・研究組織

の改組」の方向性とその具体的な要

項についての全階層の教員からの

意見の集約作業と全学部レベルで

の意見交換を進める。 

 
 

Ⅲ 

 
（医学部） 
 「医学部の今後のあり方」に関して，医学部の全教授にアンケートを

実施した結果，３０名から回答（意見）が寄せられた。 
 さらに，平成１８年度は医学科に寄せられた２５名分の意見（平均２

０００字）を集約するためＫＪ法（情報整理，創造的問題解決法）ＷＧ

で解析作業を実施し，意見カードとして抽出されたものをグループ分け

し，グループ同士の関係を表示した概略図を作成した。 
 

 

【１５８】 
 総合理工学部及び生物資源科学部

は，学科・講座の設置理念・目標を

点検し，教育組織・研究組織のあり

方を検討する。 

【１５８】 
（総合理工学部） 
○ 総合理工学部では，ＪＡＢＥＥ

コースの認定取得を目指して，学

科・講座の教育理念・目標を点検

し，カリキュラムや対応体制の整

備等をさらに進める。 
○ 物質科学科は平成１９年度Ｊ

ＡＢＥＥ受審に向けた準備，授業

の点検・評価・改善体制の強化を

図る。 
○ 数理・情報学科，情報分野では，

教育プログラムの改善・実施を図

り中間審査を受ける。 
○ 電子制御システム工学科は，１

 
Ⅲ 

 
（総合理工学部） 

総合理工学部では，中期計画達成に向け初年度において，学科・講座

の設置理念・目標の再点検を開始し，「全学科ＪＡＢＥＥ認定資格取得」

を目指すこととした。次年度では，各学科がＪＡＢＥＥ資格取得に向け

具体的なカリキュラム等について点検・整備を行い問題点を明確にした

うえで，平成１８年度においては各学科が下記の取組みを行った。 

物質科学科（物理分野） 

  教員相互による授業参観を実施し，相互評価を実施した。また，

卒業生就職先へのアンケートを実施し，カリキュラムの点検・整備

を行い平成１９年度受審に向け具体的な準備に取り組んだ。 

物質科学科（化学分野） 

外部評価を実施した。また，ＪＡＢＥＥ審査員による事前相談を

行い指摘を受けた事項（学修・教育目標）の改定等を行い平成１９

年度受審に向け具体的な準備に取り組んだ。 
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７年度受審結果に基づく改善事

項を含めた継続的改善の実施を

行う。 
○ 材料プロセス工学科は受審に

向けて，学年進行対応，情報収集，

学生支援，FD 活動の公開を行う。

 

 地球資源環境学科 

ＪＡＢＥＥ中間審査を受け，３年間の延長が決定した。１２月に

外部評価を受け改善に取り組んだ。 

数理・情報システム学科（情報分野） 

ＪＡＢＥＥ自主研修会に参加し，最近の動向について情報収集を

行った。また，自己点検書の作成を行い改善を行ったうえで中間審

査を受けた。 

電子制御システム工学科 

ＪＡＢＥＥ審査を受け２年間の認定を受けた。指摘事項に関し，

学修・教育目標の改定，意見交換会，各種ＦＤ活動を行った。自己

点検書案を作成し外部アドバイザーの意見を聴取した。 

材料プロセス工学科 

プログラム改善のためのＰＤＣＡ体制及び学生支援体制の整備

を行い平成２０年度受審に向け具体的な準備を始めた。 

 

  

（生物資源科学部） 
引き続き，改組・再編検討委員会

において，カリキュラムを含め教育

研究組織の在りかたを検討する。 

 
Ⅲ 

（生物資源科学部） 
カリキュラム改革委員会が１７年度末までに取りまとめた案を１８

年度に再検証した上で，エッセンシャルミニマムの達成に適うカリキュ

ラムを１９年度入学生に提供できるようにした。 
中央教育審議会答申「新しい時代の大学院教育」を踏まえた，カリキ

ュラムの一部改訂，授業内容及び教育方法の改善をした。 
改組・再編検討委員会において，新しい大学院教育の実質化を盛り込

んだ，平成２０年度発足予定の改組・再編（案）を策定し，文部科学省

と調整中である。 

 

【１５９】 
 各種センターについては，法人へ

の移行期から「外国語教育センター」

をスタートさせるのをはじめとし

て，「大学教育開発センター」，「国際

交流センター」，「企画室」，「評価室」，

「入試センター」，「就職支援センタ

ー」，「産学連携・支援センター」等

を順次設置する。各センターの主な

機能は以下のとおり。 

【１５９】 
 

 
Ⅲ 

 
 平成１８年４月に国際交流センターを設置し，計画していたセンター

の設置は完了した。 
 なお，設置したセンターの状況については以下のとおりである。 

 



島根大学 

16 

・「外国語教育センター」；学生の外

国語運用能力向上のための教育プロ

グラムの開発実施，外国語教育に関

する学部間の調整，外国語教育を通

した地域貢献・国際貢献等 
 

（外国語教育センター） 
 外国語教育に責任をもつセンタ

ーとして，大学の中期目標・中期計

画期間中におけるセンター独自の

中期目標・中期計画・行動計画を策

定済みである。各年度ごとの活動総

括を踏まえつつ，センター活動の更

なる発展充実を図る。 

 
 

○外国語教育センター（平成１６年４月設置）  
・外国語教育センターの施設が教育学部棟に移転したことに伴い，外国

語教育ワークステーションと共に，特別嘱託講師及び嘱託講師の控え

室となる外国語教育センタースタッフワークショップを整備し，セン

ターの基盤設備充実を図った。 
・４月からの事務組織改編を受けて，外国語教育センター担当職員の職

場環境の改善を図りつつ，学生サービスを向上させるため，１０月か

ら派遣職員１名を雇用した。 
・学生指導については，外国語教育センターワークステーションに教員

が常駐する，ラーニングアドバイザー制度を継続し，日常的な学習指

導を充実させた。また，法文学部と連携し，山東大学からの留学生サ

ポートプログラムの実施や，政策的配分経費を利用した派遣留学生の

ための特別語学プログラムの実施など，学生交流のための新しい取り

組みを実施した。 
・高大連携の新しい形として実施している 私立出雲北陵高校との教育

連携についても継続した。 
・松江市国際交流協会の要請を受け，地域貢献に資すると考えられるＴ

ＯＥＩＣ公開試験の主催を平成１９年１月から実施した。 
・その他センターの活動について，年度計画【１】，【６】，【３１】及び

【３７】の『計画の進捗状況』参照 
 

 

・「大学教育開発センター」；ファカ

ルティ・ディベロップメント（ＦＤ）

の計画・実施，教育の成果・効果の

検証及び全学の共通教育の企画・調

整等 

（教育開発センター） 
 センターの専任教員体制を確立

し，センターを中心にして大学教育

に関する課題意識を全学的に共有

し，大学教育の企画・実施・評価，

ファカルティ・ディベロップメント

（FD）の計画・実施，教育の成果・

効果の検証・評価等の活動を推進す

る体制を整備する。 

 
 

○教育開発センター（平成１６年１２月設置）  
・年度内に専任教員３名を採用し，１２月にセンター体制を整えた。 
・教育改革事業「島根の人と自然に学ぶフィールド学習教育プログラム

の構築」を推進するため，フィールド学習プログラム開発プロジェク

トチームを設置し，３年計画の全学的取り組みを開始，推進した。 
・専任教員を中心にカリキュラム改革プロジェクトチームを設置し，中

期目標・中期計画・年度計画の遂行体制を整備した。 
・専任教員体制の確立に伴って，ＦＤ活動及び各種の企画・開発機能が

強化され，部局等との連携協力のもとで教育改善に取り組んだ。 
・その他，教育に関する年度計画の達成において，全学の中核的役割を

担う機能を強化した。 
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・「国際交流センター」；国際学術交

流に関する事業の企画・推進と留学

生受入・支援・派遣体制の整備等 
 

（国際交流センター） 
① 平成１８年度に新設する国際

交流センターにおいて，学生交流

部門及び学術交流部門による組

織体制を整備する。 
② さらに国際交流センター内に

おいて，諸活動の実施体制，並び

にセンター全体の管理運営体制

を確立する。 

 
 

○国際交流センター（平成１８年４月設置） 
４月に設置した「国際交流センター」は，学生交流部門と学術交流部

門の２部門構成とし，各学部等から選出されたセンター教員６名を配置

し，本学の国際化推進の基盤体制を確立した。国際交流センターとして

島根大学憲章に明記したアジアを始めとした「国際社会の平和と発展」

のための国際貢献の規範の制定に着手した他，以下の事業を実施した。 
・日英両言語による国際交流センターのホームページ開設による本学の

国際化情報の発信を開始 
・国費による奨学金や冠奨学金等の推薦の公正・公明性の確保 
・外国語教育センター並びに各学部と連携した各種語学教育・文化体験

プログラムの開設 
・協定校からの招聘講師による留学・研修プログラム紹介などによる海

外留学支援 
・国際交流・国際貢献を積極的に展開する教員への資金的支援制度確立 
・学外情報周知の迅速化 

 

・「企画室」；中期目標・計画，年次

計画の全学調整，法人運営に関する

重要事項の調査・研究・企画，大学

改革の推進等 
 

（総合企画室） 
年度計画の評価を踏まえ，改善へ

つなげる機能を強化する。 
また，「島根大学憲章」，「中期目

標･中期計画」を踏まえ，島根大学

の個性を明確にした将来構想，中長

期的経営戦略の検討に着手する。 

 
 

○総合企画室（平成１６年１０月設置） 
本学の経営に係る戦略的な取組みを強力に推進するため，大学経営に

係る調査・企画・立案など専門的な業務遂行するための専任教員として，

私立大学において理事長のブレーンとして大学経営に関する企画・立案

を担当していた者を選考し，平成１９年４月１日付けで配置することと

した。 
 

 

・「評価室」；大学評価にかかる情報

収集，評価システムの開発，分析評

価，評価の活用に対するサポート等 
 

（評価室） 
大学評価情報データベースの教

員情報入力システムにより，教員の

データ入力を開始するとともに，評

価システムの開発，分析評価，評価

の活用方法を策定する。 

 
 

○評価室（平成１６年１０月設置） 
年度計画【１６１】の『計画の実施状況等』参照 

 

・「入試センター」；入学試験の企画，

広報，実施，評価，改善等 
（入試センター） 

専任教員の採用に伴い，入試セン

ターに企画広報部門と研究開発部

門を設ける。専任教員を中心とした

入試の企画・広報・実施・評価活動

を強化する。 

 
 

○入試センター（平成１６年１２月設置） 
 センター化から２年半が経過し，優秀な学生を確保するための広報活

動の強化，入学者選抜方法の改善，入試情報の開示等について，全学的

視点から取り組んだ。 
 センター活動の具体については，年度計画【１２】，【１３】，【１４】

及び【１５】の『計画の進捗状況』参照 
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・「就職支援センター」；就職の開拓，

就職相談，就職教育の企画･実施，就

職情報の整理･活用等 
 

（キャリアセンター） 
○ 専任教員及び兼任教員を中心

にキャリアセンターの整備を行

い，各学部，各学科の就職支援活

動との連携を深め，就職率を向上

させるための方策を検討する。 
○ 平成１９年度に向けキャリア

教育のカリキュラム化について，

教育開発センターとの連携のも

とに検討する。 
○ ３年生対象の就職ガイダンス

について検討し，参加者の増加を

図る。 

 
 

○キャリアセンター（平成１７年１０月設置） 
専任教員，兼任教員は２ヶ月に１回キャリア部門，就職指導部門の合

同会議を開催し，主にキャリア教育の体系化と新授業科目「人と職業」

のカリキュラム策定及び平成１９年度からの開講について検討すると

ともに，就職支援についての課題の共有を図った。 
平成１８年度卒業生の就職率は，学部９６．１％（平成１７年度９２．

９％），大学院９８．８％（平成１７年度９４．７％）であり，前年度

と比較して大幅な向上となった。 
就職ガイダンスへの参加者の増加を図るため，アンケートに基づき学

生からの要望を取り入れた企画及びミニガイダンスを実施した結果，参

加者数が３，５４１名となり，１７年度の３，１８９名から３５２名増

加した。 
企業との懇談会に，１８年度は各学部就職委員長が出席し，就職への

取組状況を説明した。 
医学部で医学系研究科修士課程の院生を対象とした就職相談を月１

回，専任教員を派遣して定期的に実施した。 
医学部で初めてのガイダンスを，養護教諭への就職を希望する看護学

科生を対象に看護学科と共同で開催した。 

 

・「産学連携・支援センター」；産学

連携活動支援，リエゾン機能強化，

知的財産創出・管理・活用等 
 

（産学連携センター） 
平成１８年４月１日に産学連携

センター連携企画推進部門に教員

を配置し，リエゾン機能の強化を図

り，知的財産創出のための活動を推

進する。 
活動：①産学官連携活動の企画，

②推進及び調整，研究プロジェクト

の企画，推進及び実施，③産学官連

携活動の実践的研究と活用 
 

 
 

○産学連携センター 
平成１８年４月１日付けで産学連携センター連携企画部門に専任教

員を新たに配置し，各種競争的資金への取りまとめ・申請業務，情報収

集提供業務，コーディネート活動ならびにシーズ集作成業務，大学の具

体的な研究・開発の事例に対するＭＯＴ解析をはじめとした活動を行う

ことにより，リエゾン活動の強化を図った。また，新たに産学連携セン

ターの専任教員全てを発明審査委員会委員として加え，知的財産創出活

動の多様化，迅速化を図った。 
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【１６０】 
 センター方式に移行するまでの間

は，当該業務担当の副学長の責任を

明確にした上で，関係する既存の委

員会で上記機能を担うこととし，学

内合意と創意工夫により条件が整っ

たところから速やかにセンターへ移

行する。 

【１６０】 
 新設センター（国際交流センタ

ー）へ移行がスムーズに行われてい

るか検証する。 

 
Ⅳ 

 
従来の国際交流委員会から，本学の国際交流に関する企画・立案・実

施を業務とする全学的組織として当初の計画どおり移行が行えたかを

観点として自己点検評価を実施し，設置目的に沿った運営がされている

ことを確認するとともに，新たな課題を抽出した。 

本学の国際交流に関する事業企画の充実，国際学術研究交流や留学生

受入れ事業の策定・実施を強力に推進するための専任教員として，民間

会社において海外プロジェクトや外国大学等との産学連携業務を担当

していた者を選考し，平成１９年４月から配置することとした。 

 

 

 ウェイト小計  
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中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１６１】 
 「評価室」は，教員の教育，研究，

社会貢献，国際貢献，管理運営等に

おける諸活動を考慮し，多面的に評

価するための評価基準を策定する。 
 

【１６１】 
大学評価情報データベースの教

員情報入力システムにより，教員の

データ入力を開始するとともに，大

学評価評議会において教員の教育，

研究，社会貢献，国際貢献，管理運

営等に関する全学的な評価方針を

策定する。また，各部局等において

は，全学的な方針を基本に当該部局

等に応じた評価基準を作成する。 

 
Ⅲ 

 
教員の諸活動のデータ入力を全学一斉に開始した。また，組織評価，

個人評価及び第三者評価等本学の評価に関する基本方針を制定した。 
教員の個人評価については，「教育」，「学術研究」，「医療」，「社会貢

献」，「組織運営」の５領域について全学の評価基準を定め，これを基に

各部局において部局の特性に応じた評価基準を策定した。 
平成１８年度は，教員個人の自己評価報告書と活動データを基に全学

及び部局の評価基準に沿って試行評価を実施した。また，試行評価の結

果を踏まえ全学の教員個人評価基準及び評価手続きについて検証を行

った。 
 

 
 

【１６２】 
 教育・研究活動の活性化を図るた

め，全学的に運用できる人件費枠を

確保し，流動化を促進させる。 

【１６２】 
全学的な人件費を活用し，教育研

究を一層活性化できるよう，任期制

の導入を促進する。 

 
Ⅳ 

 
新センター構想に基づき設置した評価室，教育開発センター，入試セ

ンター，キャリアセンター，国際交流センター，総合企画室並びにプロ

ジェクト研究推進のために設置した寄付研究部門及びプロジェクト研

究推進機構（重点研究プロジェクト）に任期制を導入し，平成１８年度

末までにすべての新センター等に任期制を導入した。 
 

 

【１６３】 
 教員採用は公募によることを原則

とする。公募は可能な限り外国へも

行う基準を確立する。 

【１６３】 
教員の採用は原則公募を徹底し，

研究人材データベース等への掲載

を推進する。 

 
Ⅳ 

 
教員人事については「教員人事に係る公募並びに採用及び昇任の取り

扱いについて（学長決裁）」において公募を原則とすることを規定して

いるが，部局連絡協議会において，公募は外国も含むことを確認し，上

記取り扱いの一部改正を行った。また，採用に当たっては人事委員会に

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

③ 人事の適正化に関する目標 

中
期
目
標 

① 教員の活動に対する一元的に管理された多面的評価システムを構築する。 
② 教育研究を一層活性化させるために，教員の流動性を向上させるとともに，有能で多様な人材の登用を推進する。 
③ 事務職員の専門性等の向上のため，必要な研修機会を確保するとともに，他大学等との人事交流に配慮する。 
④ 教職員の処遇に本人の業績を適切に反映させる。 
⑤ 教職員の人権意識，職場倫理及び社会的信頼をより一層向上させる。 
⑥ 教職員が働く環境を改善する。 
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おいて公募先等も審査しており，ＪＲＥＣ－ＩＮへの掲載率は９２％に

至っており，公募が徹底されてきている。 

【１６４】 
 特定の専門的職能が求められる分

野においては，公募に限定すること

なく，最良の人材が得られる方策を

講じる。 

【１６４】 
人事委員会において，採用方針，

採用方法の妥当性について厳格な

審査を行う。 

 
Ⅳ 

 
人事委員会において，具体の人事について事前に採用方針等の妥当性

をその都度審議し，採用の方法についても最良の人材が得られる方策に

ついて併せて審議している。また，部局連絡協議会において，「教員人

事に係る公募並びに採用及び昇任の取り扱いについて（学長決裁）」の

一部改正を審議し，特別の資格・能力が求められる特殊性のある人事案

件については人事委員会で認めた場合，公募によらず選考できることと

規定した。 
〔公募によらずに選考した例〕 
 法務研究科の教員及び実務家教員（弁護士）の採用に当たっては，関

係当局へ候補者の推薦を依頼し，適任者を公募によらず選考することを

決定した。 
 

 

【１６５】 
 選考基準・選考結果の公開を進め

る。 

【１６５】 
選考結果の公開方法について，検

討する。 

 
Ⅳ 

 
本学の教員選考基準は本学ホームページに公開している。選考結果に

ついては，学会機関誌に公募要項を掲載した場合は，選考結果を当該機

関誌に掲載している。また，応募者から問い合わせがあった場合は応募

者個人の情報に限り回答することとした。 
また，全学的な取扱いの統一については，平成１９年３月の部局連絡

協議会で，選考結果を本学ホームページへ公開する方法を提示し，部局

等での検討を踏まえ，平成１９年４月の部局連絡協議会での審議に結び

つけた。 
（４月１６日部局連絡協議会で公開方法を決定） 
 

 

【１６６】 
 教育研究を活性化させるために，

大学全体として，任期付き任用制度

の導入を検討する。 
 

【１６６】 
大学の方針に沿った教員の任期

付き任用制度の導入を推進する。 

 
Ⅲ 

 
新センター等以外の既存の部局等では，新たにミュージアムに任期制

を導入した他計１３組織に任期制を導入している。 
新センター等以外の部局等の任期制適用率は医学部医学科が６５％， 

医学部附属病院が８２％，保健管理センター出雲が１００％，産学連携

センターが１００％，総合科学研究支援センター（実験動物分野及び生

体情報・ＲＩ実験分野）が６７％である。 
新センターについては，年度計画【１６２】の『計画の実施状況等』 

参照 
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【１６７】 
適正な能力評価をふまえて，教員

総数に占める女性や外国人教員の比

率を法人化以前よりも高める。 

【１６７】 
女性教員や外国人教員の雇用割

合を高める方策を全学組織におい

て検討する。 

 
Ⅳ 

 
平成１８年７月に男女共同参画推進委員会並びにその下に企画推

進・啓発部及び調査・評価部の２部門からなる WG を立ち上げ，女性教

員の割合を高める方策等を具体的重要課題として位置づけるとともに，

男女共同参画における「基本理念」，「基本方針」及び「当面の重要課題」

を定めた。 
基本方針では「実質的な男女の機会均等を達成するため，積極的に取

り組む。」ことを定め，女性研究者（教員）を増やす取り組みを当面の

重要課題の１つとした。 
また，外国人教員の雇用割合を高める方策として，部局連絡協議会に

おいて，公募については外国も含めて公募することを確認した。（年度

計画【１６３】の『計画の実施状況等』参照。） 
○女性教員の割合 
        法人化前（H16.3.1 現在）  10.7％ 
        法人化後（H19.3.1 現在）  11.9％ 
○外国人教員の割合 
        法人化前（H16.3.1 現在）   0.9％ 
        法人化後（H19.3.1 現在）   1.2％ 

 

【１６８】 
 職員のコスト意識の涵養と企画・

財務・労務管理・経営能力養成のた

め，定期的に財務会計業務，人事労

務管理業務等に関する専門的な研修

を実施する。 

【１６８】 
事務職員の専門性を高めるため

の研修（職務別研修）について，再

度，職務別毎に必要とする能力・研

修を担当部局に照会し，研修の実施

体系・方法について検討する。 

 
Ⅲ 

 
各セクションで必要とされる専門的能力及び研修について調査検討

した結果，固有の専門知識や能力を高める研修については，各部局主体

で実施することとし，研修会等への派遣を行った。職階別研修及び基礎

的スキルアップ研修は，統一的に行うこととし，（１）新採用職員研修

（２）放送大学による研修（３）情報セキュリティー研修（４）情報シ

ステム統一研修（５）ＳＣＳ活用セミナー（６）人事院主催公務員研修

（７）中四国ブロック研修について全学的に実施，派遣を行った。併せ

て職員のコスト意識涵養を図るため，５月に「大学法人職員に求められ

るもの」と題した研修会を実施した。 
 

 

【１６９】 
 学内異動人事との調整を図りつ

つ，他大学等との交流人事を定期的

に行う。 

【１６９】 
山陰地区，島根地区における定期

的・計画的人事交流をこれまでどお

り推進するとともに，交流の範囲を

中国地区内及びその他の地域まで

広げた人事交流の可能性について

 
Ⅳ 

 
山陰・島根地区における定期的・計画的人事交流については次のとお

り，継続して推進している。 
 松江工業高等専門学校（出向者５名，復帰者１名，出向受入１名） 
 三瓶青少年交流の家（出向者１名，復帰者１名） 

なお，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織改革に伴い，松江工
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引き続き検討する。 業高等専門学校との間で，新たに補佐級の人事交流を行うことを検討

し，平成１９年度から実施することを決定した。 
新たな人事交流協定の締結は，米子工業高等専門学校及び政策研究大

学院大学間において行い，交流者の受け入れと派遣を行った。 
 

【１７０】 
教職員の能力・業績評価を当該教

職員の処遇に適切に反映させるシス

テムを検討する。 

【１７０】 
 平成１７年度新たに設置された

大学評価評議会の検討結果を踏ま

え，国家公務員の新評価制度を参考

にしながら教職員の能力・業績評価

の結果を教職員の処遇に適切に反

映させるためのシステムや新給与

体系について人事・給与制度ＷＧを

中心に引き続き検討を行う。 

 
Ⅲ 

 
教員及び職員の個人評価の試行を平成１８年度に実施した。 
教員の個人評価については，６月に評価項目，評価基準を策定し，評

価を実施し，平成１９年２月には評価結果を踏まえた検証を行った。 
職員の個人評価については，一般職員，医療系職員，附属学校教員に

区分し，１２月から職務行動評価並びに役割達成度評価による試行を実

施した。 
評価結果の処遇への反映については，２月８日開催の常任理事懇談会

において，管理業務経験のある学部教員を含め，試行結果を踏まえ検証

することとした。 
 

 

【１７１】 
 国際的に競争力のある多様な教員

構成を実現するために，年俸制等の

導入等，多様な給与体系を検討する。 

【１７１】 
 年俸制を導入する職種，条件，課

題等について教員を交えた WG（又

は PT）を設置し検討する。 

 
Ⅲ 

 
年俸制を導入する職種については，プロジェクト研究推進機構，汽水

域研究センターの研究員への導入について，担当教員を含めセンター長

等と意見交換を行った。また，医学部においては，短期間のうちに人事

異動が想定される助教等への年俸制の導入について検討することとし

た。 
一方，職種，条件，課題等の検討結果を整理し，教員に適用する年俸

制の素案を作成した。 
 

 

【１７２】 
事務職員等については，専門的な

資格・能力の申告（申出）制による

人材開発を実施し，適切な処遇・配

置を行う。 

【１７２】 
 専門的な資格・能力の内容や対象

職種について引き続き検討し，併せ

て該当する資格・能力を生かせる配

置先も検討する。国家公務員の新評

価制度には，自己評価法が導入され

る予定であり，この評価結果を処遇

に反映させる方法を検討する。 

 
Ⅲ 

 
一般職の技術系職員について，従来の昇任基準を見直し，資格・能力

の取得，研修の修了等の要件が適切に反映される「国立大学法人島根大

学における技術専門官及び技術専門職員に関する基準（案）」を作成し

た。 
また，一般職員の個人評価の試行を実施したが，技術系職員や教務職

員については，専門性が評価できる項目を設定しており，これを処遇へ

反映できるようにした。 
なお，事務職員等の専門的な資格・能力の取得，研修の修了について

は，人事労務課に申出させることとしており，人事異動に活用している。 
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【１７３】 
平成１６年度末までに倫理委員会

を設置し，教職員のモラルの向上を

図る。 

【１７３】 
教職員のモラルの向上を図るた

めの研修会等を引き続き実施する。

 
Ⅲ 

 
学内コンプライアンスの確保に資するため，内部通報に関する規則を

９月に制定し内部通報対応委員会を設置した。これにより，セクシャ

ル・ハラスメント防止委員会，ハラスメント対策委員会，倫理監督者の

設置等モラル向上を図る組織体制は完成を見た。なお，本年度実施した

研修等は次のとおりである。 
 ４月 新採用職員研修において「職員倫理とハラスメント防止」につ

いて講義。 
 ４月 新規採用教員説明会において「職員倫理とハラスメント防止」

について講義。 
 ９月及び１０月 文書により全教職員に飲酒運転禁止について特別

に注意喚起。 
 １１月 ２１世紀職業財団主催セクシュアル・ハラスメント担当者セ

ミナーに派遣。 
 ３月 セクシュアル・ハラスメント相談員研修実施。 
 

 

【１７４】 
平成１６年度末までに，あらゆる

ハラスメントの防止を含め，教職員

が守らなければならないガイドライ

ンを定める。 

【１７４】 
（１６年度に実施済みのため，１８

年度は年度計画なし） 

   

【１７５】 
平成１６年度末までに，あらゆる

ハラスメントに対する苦情に関し

て，迅速かつ公正中立に対応するた

めの学外者を含めた体制を構築す

る。 

【１７５】 
（１６年度に実施済みのため，１８

年度は年度計画なし） 

   

【１７６】 
平成１８年度末までに，子供を持

つ教職員のために学内保育環境を整

える。 

【１７６】 
○ 出雲キャンパスに保育施設を

開設し，乳幼児の保育を開始す

る。 
○ 松江地区の教職員，学生の保育

環境を整えるための具体的な方

策について調査検討を行う。 

 
Ⅲ 

 
出雲キャンパスにおいては，認可外保育所として保育事業受託事業者

に委託する方式で平成１８年４月１日に「うさぎ保育所」を開所し，運

営を開始した。 
松江キャンパスにおいては，１２月及び１月に職員及び学生に対し学

内保育環境に関するアンケートを実施し，その結果を踏まえ，男女共同

参画推進ワーキンググループで育児環境の整備・充実に向けた検討を行

い，建物改修工事に併せて休養室（搾乳室）を設置することを決定した。 
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【１７７】 
 常勤カウンセラーを配置し，機能

を充実させることにより，教職員の

メンタルヘルスケア体制を整備す

る。 

【１７７】 
１８年度計画なし 

   

 ウェイト小計  
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中
期
目
標 

① 各種事務の集中化･電算化等により，事務処理の簡素化･迅速化を図るとともに，事務組織･職員配置の再編，合理化を進める。 
 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１７８】 
 平成１８年度末までに，教職員，

学生の諸手続，申請等の受理を行う

ための学内 LAN の活用状況を点検

し，処理の迅速化と効率化の一層の

充実を図る。 

【１７８】 
○ 学内 LAN を利用した事務処理

について，業務改善の検討結果も

踏まえて，可能なものから実施す

る。 
○ さらに，引き続き学内 LAN を

利用した事務処理が可能な業務

について，処理方法の見直しを含

めて検討を行っていく。 
 

 
Ⅳ 

 
業務改善及び経費節減に係る検討を踏まえて，学内ＬＡＮを利用した

職員録データベースを導入した。教職員は，本学ホームページの学内向

けサイトからログインすることにより，閲覧・検索ができる。また，掲

載内容を随時更新できるシステムとしたことにより，常に最新情報が提

供できるものとした。 

事務用グループウエアにワークフロー機能を追加し，学内ＬＡＮを利

用して簡易な申請等をできるようにし，処理の迅速化と効率化の充実を

図った。 

 
 

【１７９】 
平成１６年度末までに，全学の事

務について，業務量と処理方法の調

査・点検を実施し，業務処理の効率

化，簡素化，一元化の観点に立った

機能的な組織の構築と人員の再配置

を行う。 
【１８０】 
 全ての事務組織を役員が分担する

業務に対応する専門職能集団として

再編する。 

【１７９，１８０】 
機能的な組織の構築と人員の再

配置を実施し，さらに法人理念・目

的に照らした組織の抜本改革のた

めの検討を開始する。 
 

 

 
Ⅳ 

 
業務改善及び外部委託等の検討作業グループを設置し役員会の確認

を経て，２２項目の業務改善・外部委託を行った。また，平成１８年度

４月から，学長が，教職員，学生の意見を広く，率直に聞く機会を設け，

大学運営に反映させるため，各学部教員，事務職員，学生など１６区分

に分けて，学長とのキャンパスミーティングを実施した。大学運営に対

する６１項目の要望については，担当部署で改善案を検討し，ホームペ

ージに掲載した。 
事務機構改革については，年度計画【１４３】の『計画の実施状況等』

参照 
 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
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【１８１】 
 物品調達の効率化を図るため，他

大学法人との共同購入等を検討す

る。 

【１８１】 
○ 平成１８年度から導入した教

員発注について，フォローアップ

（検証・改善）を行う。 
○ 物品調達の効率化を図るため，

複数年契約の更なる拡大を図る。

 
Ⅳ 

 
教員発注については，物品調達の効率化（納品までの時間の短縮，契

約担当部署の発注業務の軽減等）が図られた。また，導入したことによ

る問題点を整理した。 
さらに課の職員配置，合理化を検討し，平成１９年度の定員削減に対

応することとしている。 
複数年契約については，２２件（清掃契約，保守契約等）を複数年契

約とした。なお，平成１９年度は６件の複数年契約を予定している。 
また，平成１９年度から航空券をオンラインシステムでの手配が可能

となるシステムを導入し，実施できる体制を整備した。 
 

 

【１８２】 
 可能なものから外部委託を拡大実

施する｡（例：給与計算，儀式・行事，

郵便物収受・発送，自動車運転，守

衛業務，健康管理，研修，旅費計算

業務，ボイラー業務，大学構内環境

保持業務（ゴミ集積場の管理や運搬，

草刈，芝，樹木等の管理）等） 
 

【１８２】 
職員の職務負担状況を考慮し，外

部委託の実施について引き続き検

討を行い，可能なものから実施す

る。 

 
Ⅳ 

 
年度計画【１７９】及び【１８０】の『計画の実施状況等』参照 

 

ウェイト小計   

ウェイト総計  

 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等  

【法人共通に係る取組状況】 

１. 業務運営の改善及び効率化の観点  

（１）戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 

 ①戦略的な大学運営 

・平成１８年４月から役員体制及び事務組織を再編し新たな体制をスタート

させた。役員については，附属病院長を医療担当理事に登用し，地域医療

と先進医療が調和する大学病院を目指している。また，事務局長を総務担

当理事に登用し，大学運営に参画させたことにより財務基盤の強化や事務

組織改革を推進している。 

・学長室を設置し戦略的企画の策定・実施，広報活動の強化，また，秘書機

能の充実を図り学長のリーダーシップが発揮できる体制を整備した。 

・平成１８年４月に実施した組織再編に引き続き平成２０年度末までを見通

した「事務機構改革３ヵ年計画」を立て，人件費削減，業務改善及び外部

委託等を推進した。 

 

②機動的，効率的な大学運営 

・学長が，教職員，学生の意見を広く聴く機会を設け，大学運営に反映させ

るため，各学部教員，事務職員，学生など１６区分に分けて学長とのキャ

ンパスミーティングを実施した。大学運営に対する６１項目の要望につい

ては，担当部署で改善案を検討し，ホームページに掲載した。 

・副学長懇談会を常任理事懇談会に改め，毎週定例日に各理事が担当する業

務の進捗状況等学長が提案する事項について意見交換をしている。また，

同懇談会に幹部職員（部課長）を同席させ重要事項について課題を共有さ

せることにより機動的，効率的な協議ができる体制とした。 

・執行部と部局間の効率的な大学運営を図るため，役員，学部長等で構成す

る部局連絡協議会に幹部職員(部課長，各学部事務長)を同席させ課題を共

有させることにより機動的，効率的な協議ができる体制とした。 

  

③学長による部局長の評価を実施 

 ・各部局の組織的な課題の達成に向けて，学長を中心とする役員会と部局長

の連携を図るとともに部局長の管理職としての評価を試行的に実施した。

平成１９年度からは教員の個人評価に併せて本格実施することとした。 

 

④教育研究組織の中間評価を実施 

 

 

・法人化後に設置した新設センター等について運営状況，課題，改善を要す 

る点及び優れた取組みについて設置目的に沿って自己点検評価を行った。 

この中間評価の結果を踏まえ運営方法，責任体制等必要な改善策を講じる 

こととした。 

・平成１６年度に設置した法務研究科では，平成１７年度に実施した日弁連 

法務研究財団のトライアル評価の結果及び年次計画履行状況等調査委員会 

の意見を受け，教育課程の編成を見直すとともに，毎月１回全員参加のＦ 

Ｄ研修会を実施し，授業内容の改善を行った。また，平成１８年９月には， 

本学法務研究科から新司法試験による合格者第１号を出した。 

 

（２）法人としての総合的な観点からみた戦略的・効果的な資源配分 

【添付資料１－１，１－２，１－３参照】 

①学長裁量ポストの促進 

・平成１６年度から各部局の退職教員の人件費の３分の１を全学から拠出す

ることを決定（３分の１ルール），学長裁量ポストとして戦略的な教員配置

を行っている。平成１８年度は１４名の配置(産学連携センター１名，教育

開発センター３名，キャリアセンター１名，重点研究プロジェクト９名)を

行い，平成１７年度からの累計で１８名(室・センター９名，重点研究プロ

ジェクト９名)の配置を行った。 

 

②評価に基づく競争的予算配分 

・平成１９年度予算編成において，評価システムによる評価結果データを用い

て「評価（競争的）配分経費」の配分を行った。評価にあたっては，部局の

教育研究活動の事項毎に評価係数を設定し，全学的な視点から各部局に共通

する事項を重視した。 

 

③学長裁量経費の新設 

・平成１９年度予算から学長の単独裁量において直接執行可能な経費枠を設   

  けることとした。 

 

④助教制度の活用 

・平成１９年４月からの教員組織に係る法改正の趣旨を踏まえ，本学におい 

  て設置する教員の職種，職務内容，資格要件，役割分担について検討し学

内規則を整備した。 

・研究科教員の資格審査に関する基準を見直し，総合理工学研究科，生物資 
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源科学研究科では，平成１９年４月より助教に研究科担当の資格を与え研 

究科の充実を図ることとした。 

・若手研究者の財政支援の観点から平成１９年度新設の学長裁量経費として

配分する予算で財政支援を行うこととした。 

 

（３）法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価、資源配分の修正 

 【添付資料２－１，２－２，２－３参照】 

①学内政策的配分経費に係る中間評価・配分経費の修正 

・平成１８年１１月に平成１８年度政策的配分経費による各プロジェクトの 

進捗状況の検証を行い，各プロジェクトの中間評価をもとに配分経費の補

正を行った。 

 

②予算編成に係る中間・事後評価 

・平成１９年度の予算編成に反映させるため，平成１８年１０月に予算会議

において，平成１７年度決算報告をもとに部局ヒアリングを実施した。 

 

（４）業務運営の効率化 

①事務の効率化及び合理化 

・事務局長を議長とする事務連絡会議の下，総務系，会計系，学務系，学際

系，医学部の５つの検討作業グループを設置し，平成１７年度に引き続い

て２２項目の業務改善を実施した。 

  

（５）収容定員を適切に充足した教育活動 

・前年度の法人評価委員会からの指摘事項を踏まえ，入学者増加を焦点とし

た広報活動を各研究科で強化した。 

・医学系研究科では大学院ホームページの内容充実を図り研究科紹介と学生

募集のためのＴＶ番組を地元のケーブルＴＶで作成し放映した。また，博士

課程での社会人募集のため卒後初期研修医にダイレクトメールによる大学

院への勧誘を実施し，平成１８年度は大学院博士課程において９０％の充足

率を確保した。 

   ＜別表１２７頁各課程の定員充足率参照＞ 

 

（６）外部有識者の積極的活用 

  ・本学の使命，達成しようとする目標を学内外に明確に示した島根大学憲章

の「本学が養成しようとする人材像」について経営協議会の外部有識者と 

 

 

しての意見を反映させ，養成しようとする具体的な人材像の策定を開始した。 

・本学の大学評価の基本方針を審議する大学評価評議会(平成１７年１０月設

置)の構成員に学外理事(経営・法務担当)を入れ，組織評価，個人評価の審

議に民間的発想を取り入れている。 

 ・専門的職能が求められる総合企画室及び国際交流センターの専任教員，また，

学術国際部研究協力課の専門職員に民間から登用，平成１９年４月から採用 

することとした。 

 ※２．教職員の人事の活性化（２）-② 多様な人材登用の推進に〔再掲〕 

 

（７）監査機能の充実 

【添付資料４－１，４－２，４－３，４－４参照】 

①監査体制の推進 

・平成１７年度に事務機構再編の一環として監査室の位置づけについて検討し

内部監査の独立性を担保するため，平成１８年度から監査室を事務局から独

立させ，学長直属とした。 

・平成１８年４月から島根経済同友会代表幹事を非常勤監事として登用し，学

外の意見を反映させ，透明性の高い機動的な運営を行っている。 

・平成１７年６月に設置した監事会が定期的に開催（平成１８年度は５回開催）

されたことで常勤監事，非常勤監事及び監査室との情報の共有化が推進され，

監査計画，監査調書及び報告等の作成についても十分な協議が行えた。 

 

②監査の実施状況 

・監事監査及び内部監査は，年度初めに監査計画及び監査実施要項を定め，周

知するとともに監査対象部局等の負担軽減を図るという観点から，監事監査

と監査室監査を合同で実施した結果，効率的な監査が実施された。 

 

③監査結果の活用 

・監査結果については，検討課題及び検討課題に対処する方策(観点及び例示) 

を役員会へ報告するとともに検討課題に対しては，担当理事や対応部局等の

責任者を明確にし，期限を付して改善状況を報告させることとした。 

・課題として改善が求められた１４件の事項のうち，高校への出張講義の窓口

の一本化など６件について平成１８年度中に改善を行った。 

 

【その他特記事項】 

２. 教職員の人事の活性化 
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（１）個人評価の実施 

①教員の個人評価 

・教員の諸活動の活性化を図るため，大学評価評議会において評価領域，評価

項目，評価手法を定め教員の個人評価の試行を実施：評価対象者の８７％に

実施。この試行結果を検証し，平成１９年度からの本格実施を決定した。 

 

 ②教員以外の個人評価 

 ・一般職員，医療系職員，附属学校教員に区分し，平成１８年１２月から職務 

行動評価及び役割達成度評価による試行を実施し，平成１９年度からの本格 

実施を決定した。 

 

（２）教員の流動性の向上及び多様な人材登用 

①任期制の促進 

 ・法人化と同時に新センター構想に基づき設置したすべてのセンター等及びプ 

ロジェクト研究推進のために設置した寄付研究部門，プロジェクト研究推進 

機構(重点プロジェクト)の教員に任期制を導入した。 

 

②多様な人材登用の推進 

・立命館大学で理事長のブレーンとして大学経営に関する企画・立案を担当し

ていた幹部職員を学長室の戦略的企画の策定・実施を中心的に支える総合企

画室の専任教員に平成１９年４月から採用することとした。 

・国際交流に関する事業企画の充実，留学生受入れ事業の策定・実施を積極的

に推進するため，石川島播磨重工株式会社において海外プロジェクト担当し 

ていた幹部職員を国際交流センターの専任教員として平成１９年４月から

採用することとした。 

・知的財産に関する専門的な知識・経験を本学の研究成果の普及・還元に活か

すため，三菱農機株式会社において知的財産に関する業務を担当していた幹

部職員を平成１９年４月から学術国際部研究協力課の専門職員に採用する

こととした。 

 

（３）男女共同参画の推進 

・平成１８年７月に男女共同参画推進委員会並びにその下に企画推進・啓発部

及び調査・評価部の２部門からなる WG を立ち上げ，女性教員の割合を高め

る方策等を具体的重要課題として位置づけるとともに，男女共同参画におけ

る「基本理念」，「基本方針」及び「当面の重要課題」を定めた。 



島根大学 

31 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(２) 財務内容の改善 

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 科学研究費補助金等外部研究資金その他の自己収入を積極的に増やし，活用するための組織的な取り組みを行う。 
② 収入を伴う事業の実施により，自己収入の拡充に努める。 
 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１８３】 
 科学研究費補助金，受託研究，共同

研究，奨学寄付金等外部研究資金を法

人化前より１０％増加させる。 

【１８３】 
○ 科学研究費補助金申請マニュアル

を全面的に見直し，改定を行うとと

もに，科学研究費補助金申請に係る

インセンティブ，ペナルティ制度を

確立し，平成１９年度科学研究費補

助金の獲得に向けての取り組みを強

化する。 
○ 外部研究資金（科研費を除く。）獲

得マニュアルを作成し，獲得に向け

ての取り組みを強化する。 
○ 平成１６年度及び１７年度の外部

研究資金ごとの受入実績を分析し，

外部研究資金ごとに増加策を検討す

る。 
○ 競争的資金制度等の外部研究資金

に関する情報の収集と提供を一層徹

底するとともに，獲得のためのシス

テムを検討する。 

 
Ⅲ 

 
① 研究戦略会議の下に置く外部研究資金獲得方策検討ＷＧ（科研

費）を開催して，マニュアルの全面的な改訂を行った。また，「科

研費アンケート」を全学的に実施し，課題について調査分析して，

結果を学内ホームページに掲載した。さらに，本アンケートの結

果も踏まえつつ「科学研究費補助金獲得向上のための取扱いに関

する基本方針」を策定し，平成２０年度科学研究費補助金から申

請を義務付けるとともに，個人ベースでのインセンティブ及びペ

ナルティを制度として導入して，研究に対するモチベーションの

維持向上を図ることとした。 

 
② 科研費以外の外部資金についても計画的な獲得を図るため，

「外部研究資金獲得マニュアル」を策定し学部教授会において外

部資金獲得に関する説明会を行った。 
 
③ 平成１６年度及び１７年度の外部研究資金ごとの受入実績を

分析した結果，課題を地域と共有し，それを解決するための研究

を重点的に推進していくことが必要であると判断し，第三期科学

技術基本計画に盛り込まれた「地域再生」，「地域の知の拠点作り」

をキーワードに，本学が地方自治体等と締結している包括協定を

活かした外部資金獲得戦略を集中的に進めた。 
 ・島根県，しまね産業振興財団，生物資源科学部，産学連携セ

ンター４者での「地域の知の拠点再生プログラム」を軸とした
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公募型外部資金獲得に関する意見交換会を開催した。また，公

募型外部資金の獲得に向けて島根県との間に専門委員会（Ｗ

Ｇ）を設置し，講演会の開催や具体的なテーマについての検討

を行った。これらの議論を基礎に，科学技術振興調整費による

地域再生人材創出拠点の形成プロジェクトを計画しＪＳＴに

応募した。 
 ・国土交通省中国地方整備局と本学との包括協定を基礎に，国

土交通省が行う公募型事業に係るマッチングを行うとともに，

流域管理に関するプログラムの具体的な計画策定の検討を開

始した。 
 
④ 外部資金獲得の全学的な支援体制として，「外部資金獲得支援

チーム」を設置し，研究戦略会議と連携して平成１９年度科研費

申請に当たり，各学部長を通じ科研費の申請件数を上げるよう要

請した。その結果，申請件数が前年度比２１件（４％）増，法人

化前との比較では７２件（１３％）増となった。 
 

【１８４】 
 科学研究費補助金等への申請件数を

法人化前より２０％増加させる。 

【１８４】 
平成１８年７月末までに科学研究費

補助金申請に係るインセンティブ，ペ

ナルティ制度を確立する。 

 
Ⅲ 

 
年度計画【１８３】の『計画の実施状況等』①及び④を参照 

 

【１８５】 
 平成１７年度末までに，大学として

外部資金担当部門を充実し，外部資金

獲得・拡大のための組織と実務的な支

援体制を整備する。 

【１８５】 
○ 外部研究資金（科研費を除く。）に

ついては，研究戦略会議と産学連携

センター，学部が連携して組織的に

獲得，拡大に向けての取り組みを強

化する。研究戦略会議及び研究資金

獲得方策検討WGにおいて戦略的に

計画を立て，産学連携センター等が

具体化する。 
○ 科学研究費補助金については，研

究戦略会議と学部等が連携して組織

的に獲得，拡大に向けての取り組み

を強化する。研究戦略会議及び研究

 
Ⅲ 

 
① 産学連携センター教員及び研究協力課担当者が教授会におい

て共同研究，受託研究の拡大に向けて説明し，併せて契約に伴う

注意事項及びその成果としての知財の取扱いについて説明した。 
 
② 研究戦略会議の下に置く外部研究資金獲得方策検討ＷＧ（科研

費）を開催して，マニュアルの全面的な改訂を行った。 
・学部の代表者からなる研究戦略会議委員（ＷＧ委員）が中心と

なって，マニュアルの活用策について，それぞれの学部で対応

策を検討した上で研究協力課と連携し，全学部で説明会（計５

回）を開催した。 
 
③ 年度計画【１８３】の『計画の実施状況等』④を参照 
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資金獲得方策検討WGにおいて戦略

的に計画を立て，学部等で具体的に

実施する。 
○ 平成１８年度中に全学的な外部資

金担当部門の充実，組織・支援体制

の整備について検討する。 
【１８６】 

平成１７年度末までに，学内外の協

力により，教育支援，研究支援，留学

生支援のために，財源を確保する組織

を整備する。 

【１８６】 
同窓会連合会等の組織を活用し，寄

附受付を開始する。 

 
Ⅲ 

 
島根大学憲章に掲げる事項の実現のため助成し，本学の振興に資

する目的で平成１８年１０月に島根大学支援基金を創設した。 
募金活動を含む同基金の管理運営のために島根大学支援基金委

員会を設置し，学外委員には，島根大学同窓会連合会の役員から２

人を選任した。 
平成１８年度は，学内教職員を対象に募金を開始した。 

 

【１８７】 
 大学の人的・知的資源の活用及び社

会貢献・地域連携事業を組織的に推進

し，収入を伴う事業を拡充するための

支援体制を強化する。 

【１８７】 
 大学の人的・知的資源を活用して社

会貢献・地域連携事業を組織的に推進

するために学内の関係部局，センター

等の連携協力体制を構築するととも

に，学外に地域拠点を設け，本学の公

開講座・公開授業の一部やその他の学

習講座事業を収益事業として展開す

る。 
  加えて，本生涯学習教育研究センタ

ー独自事業「生涯学習ツアー」を収益

事業に格上げし，事業収入の拡充を図

る。 
  また，地元自治体や民間団体から，

生涯学習に係わる委託研究事業を積極

的に受け入れ，収入を伴う事業の拡充

を目指す。 

 
Ⅲ 

 

大学の人的・知的資源を活用して社会貢献・地域連携事業をセン

ターを中心に実施した。本学で公開講座・公開授業などを収益事業

として展開することで，講習料として前年度比で１．２０倍の２９

１万円を上げることができた。（公開講座予算配分額は１８０．７

万円） 

  また，本生涯学習教育研究センター独自事業「生涯学習ツアー」

を２本実施し，収益事業としての在り方の検討をした。 

  さらに，生涯学習に係わる委託研究事業を継続実施した。 

 

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（２）財務内容の改善 

② 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 管理的経費の抑制を図る。 
② 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組みを行う。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１８８】 
 管理的経費は，毎年１％ず

つ削減し，事務等の効率化・

合理化により計画的な削減

に努める。 
 総人件費改革の実行計画

を踏まえ，平成２１年度まで

に概ね４％の人件費の削減

を図る。 

【１８８】 
○ 予算配分において管理

的経費の削減を引き続き

推進する。 
○ 総人件費改革の実行計

画を踏まえ，概ね１％の人

件費の削減を図る。 

 
Ⅳ 

 
平成１８年度の予算配分において，共通経費については総額を対前年度比△２％減

とした。 
平成１７年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減の対象となる人件費総

額１１,８９９百万円に対して，平成１８年度決算額は１１,１２９百万円となり，７

７０百万円の削減（削減率６．４７％）となった。 
引き続き，総人件費改革の実行計画にそって人件費削減目標を確実に達成するため，

財政改革検討会議の下に設置した人事・給与制度ＷＧにおいて，教員・職員別，部局

別の詳細な検証を行う。 
 

 
 

 ウェイト小計  

 



島根大学 

35 

 
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（２）財務内容の改善 

③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 資産の効率的活用を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１８９】 
 平成１７年度末までに，資

産の適切かつ効率的な運用

を図るための組織体制の整

備を行い，資産運用管理計画

を策定する。 

【１８９】 
資産の適切かつ効率的な

運用を図る。 

 
Ⅳ 

 
資金の運用に当たっては，島根大学資金管理方針に基づいて安全性を第一に，流動

性，効率性を確保する資金運用計画を策定した。 
平成１８年度は，平成１７年度から開始した国債による中期運用に加え，資金（決

済用預金・現金）有高の状況を基に，短期的に運用が可能な額を適時算定し，これを

定期預金に預け入れ，効率的な運用を図った。（最大預入額：５０億円，運用収益１５．

７百万円） 
 

 
 

【１９０】 
適切な利用目的を有する

学外者に対する学内施設・教

室の有料貸与を行う。 

【１９０】 
 １８年度計画なし 

 
 

 
 

 

ウェイト小計   

ウェイト総計  

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（２）財務内容の改善に関する特記事項等  

【法人共通に係る取組状況】 

１． 財務内容の改善・充実  

【添付資料５－１，５－２，５－３参照】 

（１）外部資金の獲得 

・学長の下に「外部資金獲得支援チーム」を設置し，各部局の外部資金獲得

状況を分析している。また，前年度の法人評価委員会からの指摘を踏まえ，

外部研究資金獲得マニュアルをもとに学内説明会を実施，さらに平成２０

年度科学研究費補助金から申請を義務付けるとともに，個人ベースでのイ

ンセンティブやペナルティを制度として導入することとした。 

   ・本学の財政基盤を強化するため平成１８年１０月，「島根大学支援基金」

を創設し，平成１８年度は，役員及び教職員を対象に募金を開始した。 

（２）管理的経費の抑制 

・平成１８年度予算編成において，管理的経費については，対前年度比△２％

の削減を図った。 

・実験系無機廃液の処理については，これまで学生の教育実習用として，廃

液処理施設内での中間処理（年５～８回）を外注業者に委託していたが，

平成１８年度から全面引取り処理に変更し，処理経費を約３,０５０千円

節減した。 

   ・平成１６年度から複数年契約を導入しているが，新たに次の契約を実施し

経費節減を図った。 

○自動分析装置等各種装置の保守契約（出雲キャンパス） 

１年 → ３年  約５００万円 

 ○２検出器ガンマカメラシステムの保守契約（出雲キャンパス） 

                  １年 → ４年   約１２６万円 

    ○清掃契約（松江キャンパス）１年 → ２年    約５００万円 

（３）財務データの分析・活用 

・平成１７事業年度決算の財務諸表を基に分析をして「財務の安全性(健全 

性)，効率性，収益性，成長性(発展性)，活動性」の５つの視点から，本 

学と同規模の大学との比較を行った。その結果，成長性（発展性）に関し

て外部資金の獲得状況を示す指標が低いため，学長の下に外部資金獲得支

援チームを設置し，科学研究費補助金の申請件数の増に向けた支援，その

他外部資金の獲得の進捗管理の一元化を図った。 

（４）資産の運用 

・資産の運用に当たっては，島根大学資金管理方針に基づいて安全性を第 

 

 

一に流動性，効率性を確保する運用計画を策定し，余裕資金の運用を図 

った結果，１５.７百万円の財務収益を得た。 

 

２．人件費等の必要額を見通した財政計画の策定，適切な人員管理計画の策定等

を通じた人件費削減に向けた取組  

【添付資料６－１参照】 

（１）人件費削減計画 

・平成１６年度に役員会で決定している「人件費管理に関する当面の対応

と中期的方針」に基づき，教員人件費については各セグメントにおいて

平成２１年度までの人事計画を策定していたが，総人件費改革に基づく

６年６％の人件費３目の削減に対応するため，平成２２年度及びそれ以

降の見通しについても人事計画を策定した。 

・人件費削減目標を確実にするため，財政改革検討会議の下に人事・給与

制度ＷＧを設け，詳細な人件費シミュレーションを行い，分析を行った。 

・このシミュレーション結果を基に各セグメントで策定した人事計画を検

証し，引き続き人件費削減に取り組むこととした。 

・教員の採用や昇任については，役員で組織する人事委員会において上記

検証を確実に行い，計画どおり人件費が管理されているか審査している。 

・事務職員については，人件費の伸びを抑制するため，定年退職後の再雇

用職員を配置する場合は常勤職員のポストを不補充とすることとした。 

（２）人件費の削減 

・役員給与について，平成１８年度から給与改定による下げ幅を上回る平 

成１７年４月ベースに比して１０％の減額を行った。 

・職員給与については，平成１８年度に給与水準（各俸給表）を一般職（一）

ベースで４．８％引き下げた。 

・教員の人事計画に基づき，欠員の不補充，採用時期を遅らせる等の取り

組みを行った。 

・定年退職教員を特任教授（非常勤職員）として給与額を抑えて採用し，

教員陣容の強化に努めている。（特任教授６名を採用） 

・外国語教育センターでは専任教員の採用を見合わせ，「特別嘱託講師制度」

を活用することによって，人件費を抑制した。 

・平成１９年度の事務職員採用計画を策定する際，単純作業業務や直接雇  

  用職員が担当する必要がない業務等の洗い出しを行い，非常勤職員や派

遣職員等に転換することとした。 
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・俸給の特別調整額の定額化に伴い，適用役職について人件費を抑えるよう

見直しを行った。（平成１９年度から実施） 

・上記の結果，平成１７年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減

の対象となる人件費総額１１,８９９百万円に対して，平成１８年度決算

額は１１,１２９百万円となり，７７０百万円の削減（削減率６．４７％）

となった。 

・また，役職員（非常勤職員を含む。）の法定福利費，退職金を含む総人件

費については，平成１７年度決算額１５，４９３百万円に比して，平成１

８年度決算額は１４，８９７百万円となり，５９６百万円の削減（削減率

３．８５％）となった。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（３）自己点検・評価及び情報提供 

① 評価の充実に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 評価の効率性・適切性・透明性の向上，評価手法の改善に努める。 
② 自己点検・評価を積極的に行うとともに，第三者評価を厳正に受けとめ，評価結果を大学運営の改善に十分に反映させる。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１９１】 
 平成１６年度末までに新設を計画

している「評価室」で，研究・教育・

経営に関する情報を収集し，評価手

法の開発・改善を図る。 

【１９１】 
 大学評価情報データベースの教員

情報入力システムにより，教員のデ

ータ入力を開始するとともに，大学

評価評議会において教育，研究，経

営に関する全学的な評価方針を策定

する。また，各部局等においては，

全学的な方針を基本に当該部局等に

応じた評価手法を開発する。 
 

 
Ⅲ 

 
年度計画【１６１】の『計画の実施状況等』参照 

 
 

【１９２】 
 「評価室」は点検・評価及びその

ための情報分析を行い，その結果を

全学に公開するとともに学長はこれ

を大学運営に反映させる。 

【１９２】 
 大学評価・学位授与機構の評価基

準に照らした自己点検評価を行い，

これを学内に公開するとともに，必

要な改善策を講じ，大学運営に反映

させる。 
 

 
Ⅲ 

 
大学評価・学位授与機構の評価基準に照らした各部局の取組状況を

調査し，その結果を学内向けホームページに公開した。また，改善の

必要な部局の取組については，他部局の参考となる取組を示すなどそ

れぞれ改善に向けたコメントを作成し，各部局の現況を分析するうえ

での指針とした。 

 

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（３）自己点検・評価及び情報提供 

② 情報公開等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 教育研究活動の状況等大学に関する情報提供の充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１９３】 
 平成１６年度に，学外者も参加す

る広報委員会を発足させ，既存のホ

ームページ・広報誌等の点検見直し

を行うとともに，マスコミ等への情

報の提供も含め，平成１７年度末ま

でに新たに島根大学広報プランを策

定する。 
 

【１９３】 
広報プランに基づく平成１８年度

の広報活動計画により，広報活動を

実施する。 

 
Ⅳ 

 
平成１８年度の広報活動計画を策定し，この計画に基づき受験生向

け広報誌，一般向け広報誌，学内向け広報誌を発行した。 
ホームページのリニューアルを行い，情報発信の強化を図った。 
マスメディアを活用した情報発信の強化のため，平成１８年７月か

ら月１回の定例記者会見を開始した。 
平成１８年４月に制定した島根大学憲章の精神を一言で表すキャッ

チフレーズとして「人とともに 地域とともに 島根大学」を平成１

９年３月に制定し，島根大学すべての構成員の行動指針とするととも

に本学の魅力を社会に積極的にアピールすることとした。 また，併せ

て島根大学のキャッチフレーズと学章をセットにした「島根大学ロゴ

マーク」を決定し，広報誌や封筒等に使用することにより，島根大学

のアピールに活用することとした。 
 

 
 

【１９４】 
平成１７年度から，学生等の参画

を得て，広報部門を強化するための

プロジェクトを開始する。 

【１９４】 
○ 広報プロジェクトの一つとし

て，学生向け広報誌を，学生も参

加する体制により発行する。 
○ その他の広報プロジェクトにつ

いても，可能なものから実施する。

 

 
Ⅳ 

 
学生参加の学生（新入生）向け広報誌「ｂｅ」を発行した。また，

ラジオ放送を利用した広報活動として，学生がパーソナリティーとし

て参加する番組を平成１８年９月から平成１９年２月の間実施した。 
 

 

【１９５】 
 大学の持つ知的情報を一元的に把

【１９５】 
大学評価情報データベースの構築

 
Ⅲ 

 
本学の大学評価情報データベースを基に研究教育の成果物を内外に
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握し，データベース化を推進し，社

会の求めに応じて情報を提供する。 
を踏まえ，大学の持ついろいろな知

的情報のデータベースを一元的に公

開できるシステムを構築する。 
 

向けて発信するインターネット上のデータベース（学術情報リポジト

リ）を構築した。 

【１９６】 
 役員会・教育研究評議会・経営協

議会等の議事要旨をホームページ等

で学内外に公開する。 

【１９６】 
１８年度計画なし 

   

ウェイト小計   

ウェイト総計  

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等  

【特記事項】 

１．大学評価の充実 

（１）教員個人データの全学一斉入力開始 

 ・教員の個人評価，法人評価等第三者評価に対応するため教員の諸活動に関す

るデータ入力を全学一斉に開始し，平成１６年度，平成１７年度の教育，学

術研究，医療，社会貢献，組織運営に係る活動データの入力を行った。 

 

（２）大学評価説明会の開催 

・法人評価，認証評価に関する情報を学内構成員で共有するため，平成１８年

１０月に大学評価・学位授与機構から講師を招き部局等の自己評価を担当す

る教職員約１００名を対象に説明会を開催した。 

 

（３）個人評価に係る評価者研修会を実施 

 ・評価者が共通理解の下で公正，適切かつ円滑な教員の個人評価が実施できる

よう平成１８年７月に個人評価の目的，内容，方法について本学の学長及び

他の国立大学法人の役員を講師に各部局長等約３０名を対象とした評価者

研修会を実施した。 

 ・一般職員，医療系職員，附属学校教員に係る評価者研修会については，平成 

１８年１１月に人事労務コンサルティング会社から講師を招き評価者である

各部局長，部課長，看護部長，附属学校長等約７０名を対象に実施した。 

 

【法人共通に係る取組状況】 

２．情報公開の促進  

（１）大学評価情報の公開促進 

・本学の自己点検評価の進捗状況を学内外に周知するため，島根大学のホーム

ページ上に大学評価専用のページを設け，これまで全学で実施した自己点検

評価の結果，部局等で実施した自己点検評価の結果を掲載した。 

 

（２）教員の研究業績の公開促進 

 ・教員データ入力システムの入力環境を整備し，リポジトリの公開システムと

連携を図ることにより研究業績のデータベース化を進めた。この２つのシス

テムの連携により教員個人の研究業績の公開をホームページ上で試行的に

開始した。 

 

 

 

（３）本学の教育研究活動に関する情報提供の促進 

・平成１８年７月から毎月 1回，総合企画室長（企画財務担当理事）による定 

例の記者会見を実施し，教育・研究・医療に関する話題，学生の活動状況等

の情報提供を行うとともに本学の運営の意見も聞く公聴の機会としている。 

・教育研究活動に関する情報提供の一環として生物資源科学部附属教育研究セ

ンターと出雲市内の酒造メーカーとが協力し，大学のブランドを冠した「島

根大学芋焼酎，神在の里」を発売した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（４） その他の業務運営に関する重要事項 

① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 施設・校地の点検・評価に基づき，教育研究スペースの適正化・活性化を図り，長期的な施設整備の構想を立案し，計画的な整備と管理を行う。 
② キャンパスアメニティの向上，エコロジーキャンパス，キャンパス緑化等を推進し，豊かなキャンパスづくりを図る。 
③ ユニバーサルデザイン，環境保全等の社会的要請に十分配慮する。 
④ 民間資金等の導入による施設整備やその管理運営等を含め，特色ある施設整備や施設管理の推進を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【１９７】 

平成１７年度末までに，全学的な

施設の整備･利用状況に関する点

検・評価を実施し，それに基づいて

施設整備の長期構想を見直す。 

【１９７】 
 平成１６・１７年度に行った全学

的な施設の整備・利用状況に関する

点検・評価の結果を総合的に評価し，

施設整備の長期構想の見直しができ

る資料を作成する。 
 

 
Ⅲ 

 
年度計画【１５１】『計画の実施状況等』欄の【施設・設備】を参照 

 
 

【１９８】 
教室の全学管理による効率的運用

を図る。 

【１９８】 
教養講義室棟及び各学部の教室配

置実態を踏まえて，効率的な教室利

用及び維持管理に関する全学管理体

制を整備する。特に，平成１８年度

以降，教育改革の一環として老朽化

した視聴覚機器・机・椅子等の整備

に係る教室現代化年次計画を策定

し，全学経費で実行する。 

 
Ⅲ 

 
  教養教育に使用する教育設備（学生机等）の整備を行うために「教

育設備整備計画」を策定し，計画に基づき次の整備を行った。 
・液晶プロジェクターの新設置（経常経費） 
 １００人以上収容教室のうち，１００，２０１，３０１教室に計３

台を設置した。 
・マイク設備の更新（経常経費） 
 操作法が教室ごとに異なる非合理的不便を解消するため，２０１，

２０２，３０２教室の老朽化した設備を他教室と同一規格のものに

計３組更新した。 
・学生用机・椅子の更新（政策的配分経費） 
 政策的配分経費による年次計画に従った執行分として，老朽化した

１０２教室の固定机（１２０名分）を更新した。 
 

 

【１９９】 
 設備・機器の共同利用による有効

活用を推進する。 

【１９９】 
 「島根大学における研究設備整備

に関する基本的な考え方」（役員会決

 
Ⅲ 

 
 「研究設備整備に関する基本的な考え方」（役員会決定）に基づき総

合科学研究支援センターの各分野では次のことを実施した。 
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定）に基づく共同利用を踏まえた設

備整備，有効利用を一層推進する。

・生体情報・ＲＩ実験分野 
 新規購入機器及び次年度の政策的経費に関わる要求機器の選定に際

して，２回の学内アンケート調査を行い，要望を収集した。なお，要

望の順位評価は機器の緊急性，汎用性，生産性や利用者が広範囲であ

ることを考慮した。 
・物質機能解析分野 
 研究設備整備委員会における検討の基礎資料となる機器導入の要望

調査を行い，平成１８年度から１９年度にかけての設備整備計画を策

定した。また，計画の策定・改訂作業を，より円滑で公正なものにす

るために機器の現状及び要望についての基本情報の管理・公開システ

ムの整備を行った。 
 また，上記以外に共同利用を円滑に進めるため，総合科学研究支援

センターでは，ＲＩ実験施設機器利用のマニュアル外４件のマニュア

ルや機器使用説明書の整備や，既成の利用マニュアルの改訂を行うと

ともに，各分野において利用者の便宜を計るため，実験や機器操作等

の講習会・説明会を積極的に行った。（遺伝子実験講習会外９件の利用

者講習会や実験技術講習会を開催） 
 

【２００】 
 平成２１年度末までに校地の利用

に関する点検・評価を実施し，校地

利用計画を策定し計画的・重点的整

備を行う。 

【２００】 
○ 松江キャンパスについては，Ｃ

Ａ委員会で作成した川津キャンパ

ス駐車・駐輪・緑化ゾーニング（案）

をもとに，各ゾーニング計画の具

体的な内容の検討を開始する。 
○ 出雲キャンパスは松江キャンパ

スに準じたゾーニング計画原案の

検討を開始する。 

 
Ⅲ 

 
松江キャンパスについては，ＥＭＳ実施委員会キャンパス･アメニテ

ィ作業部会がキャンパス内の駐車・駐輪等のゾーニング計画に取り組

んでおり，平成１９年度４月からメインストリートの駐輪禁止及び各

種車両の進入禁止を実行するため，ランチタイムミニミーティング（２

回）による学内の意見聴取や春期，秋期のＥＭＳ基本教育等により学

内周知を行った。 
またメインストリートの駐輪場廃止に伴う駐輪場不足を補うととも

にバイクと自転車の駐輪場所を分離するため，総合理工学部３号館の

北側駐車場と南側駐輪場の位置変更する工事を行った。 
出雲キャンパスについては，病院再開発計画（文部科学省と協議中）

に整合した駐車場等整備計画の検討を開始した。 
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【２０１】 
学生の教育や福利厚生に関する環

境整備については，キャンパス間及

び部局間のバランスに配慮して整備

を進める。 

【２０１】 
○ 快適な生活環境改善の一環とし

て，平成１７年度に引き続き学生

や一般者の利用頻度の高いトイレ

の整備を優先的に行う年次計画に

基づいて改修を行う。 
○ 教育環境整備としては，全学的

な施設整備・利用状況に関する点

検・評価の結果に基づいて，教育

研究スペースの有効利用の計画案

を検討する。また，情報網（無線

LAN）の整備及び講義室の空調整

備計画案の検討を行う。 
 

 
Ⅲ 

 
快適な生活環境改善の一環として，平成１８年度は教育学部Ⅲ期棟

トイレの整備を行った。 
教育環境整備としては，平成１８年度は法文学部棟講義室の空調設

備を設置した。 

 

【２０２】 
平成１９年度末までにキャンパス

環境を見直し，歩車道，駐車・駐輪

場，緑化等の屋外環境の見直しとと

もに，省エネルギー，廃棄物対策等

の環境マネージメント計画を策定す

る。 

 

【２０３】 
平成２０年度末までに環境管理シ

ステムを確立する。 

【２０２，２０３】 
松江キャンパスにおいては，平成

１７年度に取得したＩＳＯ14001 の

規格に基づき，環境マネジメントシ

ステムを運用する。また，松江キャ

ンパスでの環境マネジメントシステ

ムの実践と検討を踏まえて，大輪地

区及び出雲キャンパス等への範囲の

拡大を検討する。 
 平成１８年度に，省エネルギー計

画に基づいて出雲キャンパスの冷熱

源設備の改修をＥＳＣＯ事業により

行い，省エネルギー率１０％以上を

確保し温室ガス排出抑制を目指す。

 

 
Ⅳ 

 
ＥＭＳ実施委員会下の各作業部会が年度計画を立案し，各対応委員

会と連携しながら，学内自転車駐輪問題の解決に向けた検討，構成員

への周知，実験系廃棄物の手引作成等のＥＭＳ活動を行った。平成１

９年２月には，ＩＳＯ１４００１規格による外部審査を受審し，３月

３０日付で，松江キャンパス１年目の定期審査を合格し，併せて大輪

地区及び本庄地区における範囲拡大審査についても認証を取得するこ

とができた。 
出雲キャンパスのＥＳＣＯ事業（２年次計画）は，貫流ボイラー４

台，冷凍機３台の設置及び配管等の１年次目の工事を完了した。 

 

【２０４】 
広く開かれた大学として身体障害

者や高齢者等に配慮した施設を整備

する。 

【２０４】 
 平成１７年３月に制定した，国立

大学法人島根大学の高齢者や身体障

害者等に配慮した施設の整備計画に

基づいて順次整備を行う。 
 

 
Ⅲ 

 
平成１７年３月に制定した，国立大学法人島根大学の高齢者や身体

障害者等に配慮した施設の整備計画に基づいて，教育学部Ⅲ期棟トイ

レの整備を行った。 
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【２０５】 
 学生寄宿舎，福利厚生施設，保育

施設，駐車場等の整備方法や管理方

法の見直しを実施する。 

【２０５】 
○ 出雲キャンパスに保育施設を開

設し，乳幼児の保育を開始する。

○ 松江地区の教職員，学生の保育

環境を整えるための具体的な方策

について調査検討を行う。 
○ 学生寄宿舎については，民間資

金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律に基づく

｢PFI｣による整備計画の検討を開

始する。 
○ 民間資金等の導入による施設整

備の一環として，出雲キャンパス

の冷熱源設備改修工事をESCO事

業により開始する。 
○ 松江，出雲キャンパスの駐車場

等の管理運営等を検討する。 
○ 食堂，売店等の管理運営方法及

び福利厚生施設の民間資金活用に

よる整備等の検討を開始する。 

 
Ⅲ 

 
出雲キャンパスについては，非常勤講師宿泊施設の一部を保育施設

に改修整備し，平成１８年４月より乳幼児の保育を開始した。 
松江地区の教職員，学生の保育環境を整えるため，構成員にアンケ

ート調査を実施し，授乳室の設置等の具体的な方策を検討した。 
学生寄宿舎については，民間資金等の活用による整備計画の市場動

向調査を行った。 
民間資金等の導入による施設整備の一環として，出雲キャンパスの

冷熱源設備改修工事をＥＳＣＯ事業（２年次計画）により整備中であ

り，１年次目が完了した。 
 

 

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（４）その他の業務運営に関する重要事項 

② 安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 研究・実験施設，教室，附属病院等における，安全衛生管理を徹底して，教職員の健康と安全を守る環境整備と，学内での事故防止に努める。 
② 化学物質，ＲＩ，実験廃液及び廃棄物処理等の安全管理を図り，安全で快適な教育研究環境の確保を図る。 
③ 自然災害や人的災害及び原発事故等に対する安全性の確保に努める。 
④ 高度情報化を推進するため，情報資産のセキュリティ対策の充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ

ｲﾄ 
【２０６】 
 労働安全衛生法を踏まえ

た安全衛生管理体制を整備

し，毎年度点検を行うととも

に，必要な事項については建

物の改修，設備等の改善を含

めた適切な対策を講ずる。ま

た，要員の研修・教職員・学

生の意識啓発活動を強化す

る。 

【２０６】 
○ 産業医，衛生管理者及び平成１７年度に

養成した衛生工学衛生管理者による点検

結果を踏まえて，必要な事項については，

建物の改修，設備等の改善を含めた適切な

対策を講ずる。 
○ 平成１７年度に引き続き，衛生管理者及

び衛生工学衛生管理者の養成を行う。 

 
Ⅲ 

 
平成１８年度より，産業医，衛生管理者及び衛生工学衛生管理者に

よる巡視結果について，直接，各部局等の長に報告し，各部局等にお

いては，改善指摘のあった事項を速やかに措置し，毎月１回その対応

結果を安全衛生委員会において報告するシステムに改善したため，従

前に比べ迅速な対応が取れるようになった。さらに，部局等における

改善措置が不十分な場合は，安全衛生委員長名で改善勧告を行うこと

とした。 
教育学部の建物耐震改修に併せて，設備等の老朽再生整備，実験室

等の作業環境の改善工事を完了し，安全衛生に係る施設水準の向上を

図った。 
また総合理工学部の建物耐震改修，設備等の老朽再生整備及び実験

室等の作業環境改善の事業を計画した。 
平成１８年度も引き続き，松江地区（９名），出雲地区（４名）の衛

生管理者の養成を行った。 
 

 
 

【２０７】 
 ＰＲＴＲ法（「特定化学物

質の環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に

関する法律」）等の法律に従

い化学物質（ＲＩを含む）の

【２０７】 
松江キャンパス環境汚染等防止対策専門

委員会及び施設・環境委員会において，富山

大学が開発した｢薬品管理システム｣導入に

向けて，数研究室を選定し試行を実施する。

この試行結果を踏まえて，本格導入について

 
Ⅲ 

 
 平成１８年６月に富山大学が開発した「薬品管理システム」ソフト

の無償提供及び試行研究室の選定を行った。ソフトを使用するために

必要な各薬品会社の所有する薬品データをシステム内に登録した。 
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消費，貯蔵，実験廃液及び廃

棄物処理の安全管理に努め，

これらを一元的に管理する

システムを構築する。 

検討を行う。 

【２０８】 
 平成１７年度末までに全

学的な廃棄物処理規程を制

定するとともに集積場所を

整備する。 

【２０８】 
松江キャンパスは，平成１７年度に廃棄物

集積場所の整備が，部分的な整備（舗装等）

しか行えなかったので，残った整備について

は平成１８年度末までに完了させる。 

 
Ⅲ 

 
平成１７年度の産業廃棄物コンテナ置き場の舗装及びフェンス設置

に引き続き，平成１８年度については，フェンスの追加設置及び実験

系廃棄汚泥の保管場所としていた施設を有害廃棄物保管場所として改

修することにより，集積場所の整備を実施した。 
 

 

【２０９】 
 各種防災設備の設置状況，

避難動線の確保について点

検し，エネルギー供給等イン

フラ整備の防災性能上の検

証を行う。 

【２０９】 
各種防災設備の設置状況，避難動線につい

ては引き続き点検を行い不備がある箇所に

ついては整備を行う。エネルギー供給等のイ

ンフラ整備についても，防災性能上の点検を

行う。 
 

 
Ⅲ 

 
各種防災設備の設置状況，避難動線については年２回の定期点検を

行い不備があった箇所の整備を行った。エネルギー供給等のインフラ

整備についても，防災性能上の点検（月１回巡視点検）を行った。 

 

【２１０】 
 防災，防犯管理，建物の入

退室管理及びビル管理等を

適切に実施し，キャンパスの

安全性を確保するためのセ

キュリティマニュアルを制

定して，教育・訓練を実施す

る。 
 

【２１０】 
防災マニュアルをホームページの学内掲

示板に掲示し周知するとともに，各種の会議

等において説明を行い，構成員への教育を行

う。 

 
Ⅲ 

 
危機管理マニュアル及び災害対策マニュアルを平成１９年３月１９

日の部局連絡協議会の了承のもとに制定し，３月２９日の事務連絡会

議及び学内向けホームページにおいて周知を行った。 
災害，事故に対する啓発活動の一環として，総合防火訓練や「化学

物質等の薬品管理」を内容とする研修会を実施した。また，一般学生，

サークル関係の学生を対象に「防犯・交通」，「救命講習」，「蘇生法」

等の講義，実習を内容とする研修会を実施した。 

 

【２１１】 
附属学校の幼児・児童・生

徒の安全な学校生活を保障

するため十分な安全対策を

講ずる。 

【２１１】 
 １８年度計画なし 

   

【２１２】 
 高度のセキュリティ水準

を確保するため情報セキュ

リティ研修を実施する。 

【２１２】 
○ 情報セキュリティポリシーの学生・教職

員等への周知を図る。 
○ 情報セキュリティ講習会等を実施し，情

 
Ⅳ 

 
情報セキュリティポリシー（基本方針・マニュアル・対策基準）を

学生・教職員に周知するために，本学ホームページに掲載した。 

情報セキュリティに関するセミナー等を積極的に企画または利用

 



島根大学 

48 

報セキュリティに対する本学構成員への

理解・浸透を図る。 
し，理解・浸透を図った。 

・文部科学省が主催する情報セキュリティセミナー（ＳＣＳ配信・

ストリーミング配信）を関係教職員が受講した。（２回開催 １４

名受講） 

・事務職員を対象とした情報セキュリティ研修（e-Learning）を実

施した。（１８３名受講） 

・本学教職員及び一般市民を対象とした「情報セキュリティセミナ

ー２００６」（主催：島根大学，経済産業省，独立行政法人情報処

理推進機構，日本商工会議所）を島根県民会館で開催した。（１３

４名受講） 

・本学学生・教職員及び役員を対象とした「情報セキュリティ研修

会」を開催した。 

 ・一般研修〔松江地区〕 （４回開催 ３０９名受講） 

 ・一般研修〔出雲地区〕 （２回開催 １８０名受講） 

 ・管理職研修（１０名受講） 

 ・技術者研修（３２名受講） 

・本学学生・教職員及び一般市民を対象とした「セキュリティキャ

ンプ・キャラバン-島根-」（主催：経済産業省，財団法人 日本情

報処理開発協会，共催：島根大学）を開催した。（学生・教職員１

８名受講，一般市民１０名受講） 

 
【２１３】 
 情報セキュリティ対策マ

ニュアルの評価・見直しを行

い，適切な措置を講ずる。 

【２１３】 
○ 実施手順書の未作成部署に対して，同文

書の作成を促す。 
○ 情報セキュリティ対策基準については，

ＰＤＣＡサイクルにより見直しを図る。 

 
Ⅲ 

 
平成１７年度に情報セキュリティポリシー策定専門委員会が作成し

た「情報セキュリティ対策基準（原案）」をもとに，現時点の状況を反

映させるように見直しを行いながら，全学を対象とした「情報セキュ

リティ対策基準」を制定した。 

「情報セキュリティ対策基準」に基づき，複数セグメントで「情報

セキュリティ実施手順書」を作成した。 

 

 

ウェイト小計   

ウェイト総計  

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等  

【法人共通に係る取組状況】 

1. 適切な施設マネジメント 

【添付資料７－１から７－６参照】 

（１）施設整備や施設管理の推進 

・キャンパスマスタープランについては，平成１３年度に策定しているが，

建物整備，基幹・環境整備，構内道路整備及び駐輪・駐車場整備の諸課題

があり，中期計画において平成２１年度末までに見直しをすることとして

いた。この計画を早め，松江キャンパスについては平成１９年度，出雲キ

ャンパスについては平成２０年度中の策定に向けた検討を進めている。 

   ・松江キャンパスについては，緑化ゾーニング計画(案)及び構内道路整備計

画（案）を作成した。なお，主要３団地の施設整備５か年計画（平成１８

年度～２２年度）を作成した。 

  ・平成１６・１７年度に実施した利用状況調査の調査結果を学内に公表する

とともに，調査結果に基づいた面積の評価基準及び再配置の基本方針が施

設整備委員会で承認された。 

・目的積立金の一部を全学的な施設整備に充てることとした。 

  ・平成１７年度に松江キャンパスでは複数学部を含むキャンパス単位では全

国で５番目となる国際規格ＩＳＯ１４００１認証を取得したが，１年目の

定期審査に合格し，併せて附属学校や附属センターのある大輪地区，本庄

地区における範囲拡大審査においても認証を取得することができた。 

（２）省エネルギー対策 

・ＥＭＳ対応委員会が中心になり，省エネルギー対策を平成１７年度に引き

続き実施，平成１８年度は夏季休業期間における節電休暇に取り組んだ。 

  ・省エネルギー計画に基づいて出雲キャンパスの冷熱源設備の改修をＥＳＣ 

  Ｏ(Energy Service Company)事業で実施，２か年計画のうち１年目を完了

した。また，ＥＳＣＯ契約が始まる平成２０年度より，冷熱源に関わる光

熱水費を約１４％節減し，ＥＳＣＯサービス対価分を差し引いて，約２％

節減する見込みである。 

 

２．危機管理への対応 

【添付資料８－１，８－２，９－４－２参照】 

（１）危機管理体制の推進 

・平成１８年３月に「危機管理体制整備に関する基本的な考え方」及び「島 

   

 

 

根大学危機管理指針」を定め，危機管理に対する本学の方針と対応につい

て定めた。 

・上記の指針等に基づき，大学が直面する危機についてそのリスク内容を調

査・分類するとともに，３段階の危機レベルを設定し，総合的な危機対応

マニュアルとして「危機管理マニュアル」を作成した。 

・危機管理マニュアルに基づき，個別の危機に対応するものとして，災害・ 

  事故に関する「災害対策マニュアル」を作成した。 

  ・研究費の不正使用防止については，従来から本学の運営上の重要な危機管

理として公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）のほとんど

について会計規程，経理規則やマニュアル等を定め教授会での説明会を実

施している。一部未整備のものもあり，現在，関係規則やマニュアルの見

直しを行っている。 

・業務運営に関する違法，不正・不当行為の早期発見及び是正を図り，公正

な業務運営と社会的信頼の維持に資するため，内部通報に関する規則を整 

備した。 

  ・教職員の産官学連携活動を推進し，また，社会への説明責任を確保するた

め，利益相反に関するポリシー，規則等を制定・公表した。 

（２）安全で快適な教育研究環境の確保 

・安全衛生管理を徹底し，学内での事故防止に努めるため，平成１８年度か 

ら産業医，衛生管理者及び衛生工学衛生管理者による巡視の結果，改善の 

指摘があった部局等については，指摘された事項の対処を毎月１回安全衛

生委員会に報告させることとした。 

・総合理工学部では，「安全の手引き」を基にＥＭＳ対応委員会が，実験室

の安全管理・事故防止に対する教育を実施，実施状況の調査，事後チェッ

クを平成１７年度に引き続き行った。 

  ・出雲キャンパスの２事業所は，年１回「安全衛生に関する研修会」を開催  

   し，安全衛生管理業務に対する周知を図っている。 

 

３．情報資産のセキュリティ対策 

・法人評価委員会からの指摘を踏まえ，「情報セキュリティ対策基準」，「実施

手順書」及び個人情報の安全管理に関する「個人情報安全管理マニュアル」

を作成し学内説明会を実施した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

① 教育の成果に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 学部段階では幅広い教養と基礎的な専門知識を身につけ，課題探求能力と問題解決能力を涵養するとともに，修士課程及び博士前期課程では応用

力を養い，博士後期課程では専門分野の学問を修得させ，創造力及び応用力を養う。 

② それぞれの専門を活かして，自主的に進路を選択し，決定できる学生を育成する。 

③ 教育の成果・効果の検証を行い，改善に努める。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１】 
授業の目的に応じて少人数教育，セ

ミナー形式による授業，チュートリア

ル教育システムの導入やティーチン

グ・アシスタント（ＴＡ）及び嘱託講

師・教育支援者の活用等，多様できめ

細かな教育を行う。英語教育について

は，習熟度別クラス編成を導入する。 

【１－１】 
学士課程の学修到達目標を明確に

し，教養教育とそれを踏まえた専門教

育の再編充実を図る。以下の①～③の

諸課題を実現する教育課程の編成に

取り組み，平成１９年度試行と平成２

０年度本格実施によって中期計画に

掲げた個別教育諸課題を達成する計

画を策定する。 
① 公共性・倫理性等の自覚を高め，

将来の進路に関わって社会的役割

の自覚を深められるように，幅広い

知識，広い視野，総合的な判断力を

身につけ，専門性を高める学士課程

教育を実現する。そのため，学生の

多様性を踏まえ，現代的課題に対応

したカリキュラム編成を行う。 
② 教養教育の領域では，下記のよう

な科目と教育プログラムを開設・拡

充し，必要な整備を行う。 
○ 大学で学ぶことへの意欲を高

め，準備を整える科目群 
・初年次教育セミナー科目（大学で

何をどう学ぶか，自己表現，社会及

 

○全学の取組 

①カリキュラム編成 

  カリキュラム改革プロジェクトチームを設置した。平成２０年度実施のカリ

キュラム編成の基本方向に沿って，次の②のとおり，平成１８年度に新規科目

を開講した。また，平成１９・２０年度開講を準備した。 

②教養教育の整備 

《大学教育準備科目群》 

〔初年次教育セミナー科目〕 

  初年次教育開発のためのプレ調査（平成１８年９月，１年生１６６名回答）

及び本調査（平成１９年１月，１年生９２６名回答）を実施した。「スタディ・

スキル」，「大学に関する知識」，「指導方法」，「広義の学び」について教育効果

と教育ニーズの相関等を分析し，初年次教育改善の課題を明らかにした。 

  初年次科目として，展開科目（生涯学習）「現代大学論」の平成１９年度開

講を決定した。平成２０年度から効果的な初年次教育セミナーを全学的に展開

できるよう，教育開発センターはプログラム作りを開始した。 

〔基礎学力向上プログラム〕 

 英語，数学，物理，化学の補習リメディアル教育を継続実施した。教育効果

を高めるため，土曜日午前中の集中開講方式を平成１９年４月に導入すること

とした。 

《人間性・社会性科目群》 

〔「人と学問」関連科目〕 

 平成１９年度から「現代大学論」を開講することとした。 
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び人間理解，環境，将来設計など）

・基礎学力向上教育プログラム（人

文・社会・自然科学の基礎の充実）

○ 人と社会への理解を深め，自覚

を高める科目群 
・「人と学問」関連科目（現代大学

論，科学史，科学哲学など） 
・キャリア形成科目 
・島根の人と自然に学び，地域・社

会を理解する「島根学」「出雲学」

科目，ボランティア活動科目及びフ

ィールド学習教育プログラム 
○ 現代的教育課題等に応える科

目群 
・情報関連科目（学術情報活用，情

報セキュリティ，高度情報運用能力

など） 
・知的財産関連科目 
・環境教育プログラム 
・外国語教育プログラム 
○ 開設科目の精選及び効率的な

時間割編成 
③ 高度専門職業人養成を強化する

教育課程の実現 
○ 学士課程における教員，医師，

看護師，技術者養成システムの整

備充実 

〔キャリア形成科目〕 

 キャリアセンター・教育開発センターで４年一貫のキャリア教育プログラム

の確立に向けた検討を開始し，平成１９年度から総合科目「人と職業」を１年

生対象科目として開講することとした。併せて，１年生対象科目「先輩に学ぶ

島根大学のこころと形」の平成１９年度後期開講準備を開始した。 

〔地域関連科目〕 

  松江市との包括的連携協定に基づき，松江市と協同して総合科目「松江のま

ちづくり」を開講し，市長をはじめ地域各界の人材を講師に採用した。同じく，

総合科目「特別講義（島大ミュージアム学）」を開講し，市民にも公開授業と

して開放した。展開科目（地域と歴史）「考古学からみた古代山陰の世界」の

平成１９年度開講を決定した。 

〔フィールド学習〕 

  島根の人と自然，歴史と文化に学び地域・社会を理解するフィールド学習に

関する教育改革事業を推進するため，教育開発センターのもとにフィールド学

習教育プログラム開発プロジェクトチームを設置し３年計画の取組を開始し

た。３月にその成果を問うシンポジウム（参加者４７名）を学外講師を招いて

開催するとともに，平成１９年度の新規開講２科目を決定した（展開科目（環

境）「汽水域船上調査法実習」及び「宍道湖・中海体験学習」）。 

《現代的教育課題科目群》 

〔情報関連科目〕 

  総合情報処理センターと民間企業との連携により，総合科目「個人情報を守

る理論と実践」を開講した。また，平成１９年度に，総合科目「情報と地域－

オープンソースと地域振興」を新規開講することとした。 

『学術情報リテラシー』冊子を作成し，平成１９年度新入生全員に配布し，

必修科目「情報科学演習」で活用することとした。 

〔環境教育〕 

  教育開発センターのもとに島根大学環境マネジメントシステム環境作業部

会と連携した環境教育プロジェクトチームを設置し，環境教育のプログラム化

の検討を開始した。教養教育の中で共通教養科目として開講されている環境関

連２３科目をジャンル別に分類し解説した「環境関連科目ガイド」を作成し，

入学式後の全体オリエンテーションで新入生全員に配布し受講の指針とした。

総合科目「環境問題通論－２１世紀に生きるための基礎知識」には４００名を

超える受講生が集中したため，平成１９年度より前期Ａと後期Ｂとして反復開

講し，履修対象をそれぞれ１年生及び２年生以上と区分した。 
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〔外国語教育〕 

 外国語教育を基盤とする発展的展開として，平成１９年度から英語及び初修

外国語ごとに展開科目（国際理解）「国際文化情報Ⅰ」，「同Ⅱ」を新規開講す

ることとした。 

○開講科目精選と効率的時間割編成 

 教養教育の履修状況及び分野ごとのバランスに留意しつつ，４０科目を削減

した。開設科目の精選についてはカリキュラムの再編充実の中で確定すること

とし，これに関連する効率的な時間割編成について基本的な考え方を整理し

た。平成１９年度に向けては，基礎教育科目と共通教養科目について，特定の

曜日・時間帯に集中させるなど，基本的な考え方に沿って可能な範囲での時間

割変更を実施した。 

 

○学部等の取組 

③ 教育学部では，３年生後期を「実習セメスタ」とし，教員養成システムの

核となる３年生の「教育実習」期教育の大幅な改革・充実を実現した。 

全学の教職課程の運営並びに教職指導体制を構築するため，教職課程運営

協議会を設けるとともに，教育学部附属教師教育研究センターを設置するこ

ととした。 

 医学部医学科では，早期医学体験実習を充実するための学生アンケート調

査，附属病院におけるエスコート実習の試行を行った。平成１９年度より，

早期体験実習（１年生，必修），エスコート実習（２年生，自由選択），より

充実した診療参加型臨床実習（クリニカルクラークシップ）をめざして，地

域医療体験実習（全学年生対象）を新たに導入することを決定した。看護学

科では平成１９年度から授業科目「早期体験実習」を１年次の前期に新設し

た。 

 総合理工学部では，ＪＡＢＥＥへの対応を進め，全学科で「技術者倫理」

等の開講を行うなど，技術者養成システムを整備した。 

 

【１－２】 
 医学部において，医学英語教育の実

施状況調査や体験学習教育の２，３年

次への導入の検討などを行い，医学英

語・チュートリアル・体験型実習教育

システムの更なる充実を図る。 
 

 

 医学英語教育の実施状況について教員・学生アンケート調査を実施し，

e-learning の導入について検討を開始した。 

 体験型実習教育の充実については，年度計画【１－１③】の『計画の進捗状況』

参照 
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【１－３】 
 ティーチング・アシスタント（TA）

採用規則改正後の積極的活用の成果

を検証し，有効な研修システムの確立

について検討する。 

 

 ＴＡに関する新しい任用システムのもと，全部局（全学部，法務研究科，外国

語教育センター）及び教養教育において採用し，授業時間中及び時間外の教育補

助業務を担当した。平成１８年度採用実績３３９名（平成１７年度３３２名）。 

 

【１－４】 
人件費削減問題及び専任教員によ

る教育担当体制の見直しに関連して，

嘱託講師の精選をさらに進め，退職教

員等への特別嘱託講師及び特任教授

制度の活用を検討する。現代的課題に

対応する新規開講科目の中で，地域及

び専門分野の教育支援者を積極的に

活用する。 

 

○全学の取組 

  「総合科目の開設手続及び嘱託講師委託申請手続きに関する申合せ」を改正

し，外部講師担当枠の拡充を可能にした。特に，新規開講総合科目では，従来

枠（１０時間）以上に地域人材を活用した。 

 

○学部等の取組 

  教育学部では，特任教授制度を活用して退職教員８名を採用し，学生教育の

充実を図った。また平成１７年度に導入したサポート・マイスターによる特別

講義を３回実施し，「表現者としての教師」，「地域と学校教育の連携」など，

教員養成における現代的課題について地域の専門分野の第一人者の話に学生

を触れさせた。 

   医学部では地域医療教育の充実を目指し，平成１９年度から地域医療施設で

の教育支援者に対して称号を付与することとした（臨床教授４５名，臨床看護

教授１名，臨床准教授９名，臨床講師６名を予定）。 

  外国語教育センターでは，ネイティブスピーカーを中心とした特別嘱託講師

制度（平成１７年度導入）を活用することにより，教育現場の活性化を図った。 

  平成１８年度採用実績９名（英語２名，ドイツ語１名，フランス語１名，中

国語３名，韓国・朝鮮語２名）。 

  平成１７年度採用実績８名（英語２名，ドイツ語１名，フランス語１名，中

国語２名，韓国・朝鮮語２名）。 

 

【１－５】 
 外国語教育センターは，学生の習熟

度に応じたきめ細かい教育によって

教育成果を高める外国語教育プログ

ラムをさらに充実させる。また，各学

部専門分野の要請に応える英語教育

プログラムの開発のため，各学部との

協議を開始する。 

 

平成１８年度には，４月に実施した TOEIC-IP の成績をもとに，前期開講の英

語ⅠＡについて，新たに習熟度別クラス編成を行った。後期開講の英語ⅠＢと英

語ⅡＡについて，習熟度別クラス編成を継続実施した。 

 特に語学力の不足する学生のために，英語及び初修外国語の補習を専任教員と

日本人特別嘱託講師の協力を得て，前期及び後期に継続実施した。 

 留学を希望する学生を対象に，特別語学教育プログラムを実施した（英語，ド

イツ語，フランス語，中国語，韓国・朝鮮語について，各１２時間）。 
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 全学部との意見交換の協議を行い，外国語教育に対する要望等を集約した。大

学院教育の改革のため，平成１９年度から総合理工学研究科博士前期課程におい

て，関連する分野の基礎的素養を涵養する科目として英語に関する６科目を新規

に担当することとした。 

 

【２】 
 平成１７年度末までに，各学部・学

科のエッセンシャルミニマムを策定

し，それを含めた教育カリキュラムを

構築する。 

【２】 
各学部・学科（課程）は，学士課程

における教育課程の再編に合わせて，

エッセンシャルミニマムに基づく教

育カリキュラムを整備充実する。 

 
 法文学部では，各学科・コースのエッセンシャルミニマムを策定し，カリキュ

ラムの見直しを行った。 

 教育学部では，教員養成ＧＰ事業の受託によって平成１７年度に設置された

「ＦＤ戦略センター」が中心となり，エッセンシャルミニマムとして「教師力」

を構成する１０の軸を開発し，すべての授業科目がこの１０の軸にどのような寄

与をしているかを検証し，「プロファイルシート」として公開した。 

 医学部医学科では，より高い臨床実践能力を備えた地域医療を担う人材を育成

するため，３週間の地域医療病院実習を組み込んだカリキュラムを構築し，平成

１８年度から実施した。これに関連して医学部では，現代的教育ニーズ取組支援

プログラムの採択事業「地域医療教育遠隔支援ｅ－ラーニングの開発」に着手し

た。 

 総合理工学部では，エッセンシャルミニマムがＪＡＢＥＥの学習・教育目標に

対応して設定されており，それらに基づく教育カリキュラムがすでに整備されて

いる。 

 生物資源科学部では，学部，学科別のエッセンシャルミニマムを達成するため

のカリキュラム整備を完了した。 

 
【３】 

学生が一定の範囲内で他学部開講

科目を容易に履修できるシステムを

設定するとともに，全学開放科目の充

実を図る。 

【３】 
学士課程における教育課程の再編

に合わせて，環境教育・フィールド学

習教育・医工農系教育・教員養成教育

プログラム等に関連する全学開放科

目の充実を図る。 

 

 全学開放科目として指定された学部専門教育科目は３１４科目で，２３０名の

他学部学生が履修した（平成１７年度実績：２０６科目，２２６名履修）。教育

開発センターに設置したフィールド学習及び環境教育のプロジェクトチームは，

それぞれの教育プログラムの体系化を図る中で関連する専門教育科目の全学開

放を進め，これらの教育課題の学修が促進されるよう検討を開始した。 

 

【４】 
放送大学の活用，近隣大学・研究所

等との連携強化によって，単位互換制

度を拡充し，カリキュラムの多様化を

図る。 

【４】 
○ 放送大学との単位互換に関する

協定書及び覚書を平成１８年度中

に改定し，放送大学全科履修生の本

学への受け入れ体制を整備する。 

 
 単位互換制度は双方向実施が原則であり，放送大学全科履修生の受け入れを実

現するための基本方針・規則改正原案・手続き規定等を作成した。平成１７年度

末に放送大学に協議を申し入れ，双方向での利用拡充について協議した。本学で

は，放送大学の拡充された基礎教育科目等の本学カリキュラムへの活用方策を検
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○ 放送大学及び島根県立大学との

単位互換制度を拡充し，カリキュラ

ムの多様化を図る。 

討することとした。 
 統合・法人化を迎える島根県立大学との単位互換拡充策（出雲市及び松江市に

ある短期大学部を対象）を図ることとした。 
 ３名の本学学生が，放送大学の授業科目を１８科目受講した。このほかに，司

書教諭資格取得に必要な規定５科目を，延べ６９名が受講した。また，１名の島

根県立大学生が本学の授業科目を３科目受講した。 
 スペースコラボレーションシステム（ＳＣＳ）を利用した中国・四国地区国立

大学等共同授業を４９名が受講した。 
 生物資源科学部隠岐臨海実験所で実施している公開臨海実習について，本学学

生６４名，他大学の学生３名が受講した。同様の実習を本学学生３名が他大学で

受講した。 
 

【５】 
 理工系分野の教育プログラムにつ

いては，日本技術者教育認定機構（Ｊ

ＡＢＥＥ）の認定取得が可能となるよ

うな教育環境を整備する。 

【５】 
 教育開発センターは，JABEE 関連

授業資料の収集・管理システムを更に

改善し，教育評価・改善のためのファ

カルティ・ディベロップメント（FD）

活動を強化する等，総合理工学部及び

生物資源科学部が実施する JABEE
認定取得に対する支援を強化する。 

 

○全学の取組 

 ＪＡＢＥＥ関連授業資料の収集・管理システムの処理手順を改善した。学年暦

を改善し，前・後期とも特別授業日を含めて１６週の授業期間を設定して平成１

９年度から運用することとした。 

 

○学部等の取組 

 総合理工学部では，電子制御システム工学科が５月にＪＡＢＥＥコースの認定

を取得した。学部外の教員のＪＡＢＥＥ教育システムへの理解を深めるため，９

月２５日に「ＪＡＢＥＥ関連科目担当教員交流会」を実施した。 

 生物資源科学部では，地域開発科学科地域工学コースのＪＡＢＥＥ認定審査を

完了した。 
 

【６】 
 高度専門職業人の養成を目指した

カリキュラムを構築するため，修士課

程（博士前期課程）のエッセンシャル

ミニマムの策定を含めてカリキュラ

ムの充実を図るとともに，研究課題遂

行にあたっての指導体制を点検し，改

善する。 

【６】 
○ 大学院修士課程（博士前期課程）

における教育の実質化を図り，高度

専門職業人養成の課題に応えるた

め，教育の充実を図る。 
○ 各研究科・各専攻の教育目標に沿

ったエッセンシャルミニマムを策

定し，それに基づいたカリキュラム

を整備するとともに，研究指導体制

を点検整備し充実する。 

 

○全学の取組 

 大学院改革に係る中央教育審議会答申と大学院設置基準の改正を踏まえ，部局

連絡協議会で検討した。全研究科において，理念・目的の明示，エッセンシャル

ミニマムの策定とカリキュラム改革，成績評価基準の明示，研究指導計画の策

定・明示，シラバスの明示，ＦＤの実施等に関する検討を行い，平成１９年度か

ら実施することとした。 

 教員養成の充実に係る中央教育審議会答申を踏まえ，教育専門職大学院設置検

討委員会を置き，現行教育学研究科を再編改組する中で，全学教職課程の充実に

も対応できる「教職大学院」設置構想を検討した。 
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○ 教育学研究科における教員養成

プログラム及び医学系研究科にお

ける専門看護師養成プログラムの

更なる充実を図る。 

 

○学部等の取組 

 教育学研究科では，平成２０年度に制度創設される教育専門職大学院の具体化

及びこれに関連する既存専攻・専修の再編整備を検討し，教員養成プログラムの

充実を図ることとした。 

 総合理工学研究科では，研究科規則に，人材養成の目的を明記した。また，大

学院博士前期課程では，関連する分野の基礎的素養を涵養するため，カリキュラ

ムの見直しを行い，平成１９年度から「関連基礎科目（４単位必修）」を導入す

ることにした。 

 「関連基礎科目」は，「研究科共通関連基礎科目」と「専攻共通関連基礎科目

（１２授業科目を新設）」からなり，「研究科共通関連基礎科目」では，外国語教

育センターと連携して６つの語学関係の授業科目を，また，産学連携センターと

連携して研究開発マネジメントに関する１つの授業科目を新設する。さらに，全

授業科目で，成績評価基準を明示したシラバスを作成することで，準備を進めた。 

 生物資源科学研究科では，共通科目「科学研究方法論」の内容，開講方法を，

また，各「専攻研究」について研究方法及び内容に関する取扱要項を定め，研究

計画，研究指導計画書，プログレスレポートを管理，活用することにより，当該

学生の体系的・組織的な研究指導を行うこととした。これらの変更は，平成１９

年度入学生から適用することとした。 

 

【７】 
大学院博士後期課程においては，平

成１７年度末までに専門分野の拡

大・整備，参加教員の充実を行う。 

【７】 
大学院博士課程（博士後期課程）に

おける教育の実質化を進め，魅力ある

大学院を構築するため，医学系研究科

及び総合理工学研究科において，各専

攻分野の教育研究システムを点検整

備し充実する。また，医学系研究科に

おける専門医養成プログラムの充実

発展を基盤に高度専門職業人養成の

ためのコース新設を検討する。      

 
○全学の取組 
 大学院設置基準の改正等を踏まえた大学院改革については，年度計画【６】の

『計画の進捗状況』参照。 
 
○学部等の取組 
 医学系研究科では，専門医養成プログラムの充実発展に向け，高度臨床医育成

コース及び全国に先駆けて腫瘍専門医育成コースを新設し，平成１９年度入試よ

り学生の募集を開始した。 
 総合理工学研究科では，大学院博士後期課程における教育の実質化を図るた

め，全授業科目で，成績評価基準を明示したシラバスを作成することとした。大

学院博士後期課程に，ＦＤ活動を中心的に担う教務委員会を新たに設置した。博

士後期課程を担当する教員の拡充を行った。 
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【８】 
 就職・進学意識の向上を図るため

に，想定される卒業後の進路や具体的

な履修推奨モデルを示し，履修指導を

行う。 

【８】 
教育開発センターとキャリアセン

ターを中心に各学部・学科等の連携を

強化し，就職・進学等に関する将来の

進路決定を支援するためのきめ細か

な履修指導を行う。 

 

○全学の取組 

 キャリア教育の準備及び支援体制の状況については，年度計画【１】，【９】及

び【５８】の『計画の進捗状況』参照 

 

○学部等の取組 

 法文学部では，キャリアセンターとの連携を強化し，平成１５年度に導入した

２年生対象の就職意識醸成科目「キャリアプラニング」を継続実施するとともに，

学部独自の学生キャリアカウンセリングを行った。 

 教育学部では３年生全員に対して，外部有識者による組織的面接（「面接道場」）

を実施した。教員養成学部において全国で初めて導入した，この「教育実習前の

外部評価」は，学生の社会人・職業人への意識形成に大きく貢献した。 

 総合理工学部では，学外者・卒業生による就職セミナーを実施する等，学科・

分野で就職・進学等に関するきめ細かな履修指導を行った。 

 生物資源科学部では，以下の取り組みを実施した。 

・履修指導：入学時のオリエンテーション及びコース・講座分属時期において，

履修推奨モデルを活用した履修指導を実施した。 

・キャリア教育：薬品・食品業界セミナーを２件行った。また，生命工学科３

年生希望者対象の関西方面企業見学旅行を夏休み期間に実施した。 

・大学院進学セミナーを実施した。 

・全学の就職支援セミナーへの参加を呼びかけるとともに，学部独自の就職支

援セミナーを開催した。 

・２年生，３年生の職業意識を高めるため，各学科において，就職した卒業生・

内定を得た学生による講演会を実施した。 

 

【９】 
 就業の動機付けを図り，働くことの

意味を自覚させ，職業意識や職業倫理

を高めるよう，平成１７年度末までに

授業科目の充実を図る。 

【９】 
学士課程における教育課程再編に

合わせて，教育開発センターとキャリ

アセンターを中心に各学部・学科等の

連携を強化し，教養教育及び専門教育

段階におけるキャリア形成教育プロ

グラムを充実する。 

 

 教育開発センターとキャリアセンターとの連携によってキャリア教育のため

のカリキュラム開発に着手し，課外教育と正課のキャリア教育を通した，４年一

貫の体系的な教育を進めるための検討を開始した。 

  キャリアセンターでは，平成１９年度現代ＧＰプログラム「実践的総合キャリ

ア教育の推進」への申請プロジェクト「正課・課外連動型キャリア教育の開発と

実践」を策定した。 

 １年生向けの総合科目「人と職業」をキャリアセンターが主担当となり，平成

１９年度に開講することとした。同様に，教育開発センターが主担当となり，「先

輩に学ぶ島根大学のこころと形」を開講することとした。 
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 ＪＡＢＥＥコースでは，「技術者倫理」等の科目を開講した。 

 

【１０】 
 「大学教育開発センター」（仮称；

平成１６年度末までに新設予定）を中

心に，教養教育を含め教育の成果・効

果を検証し，平成１８年度と平成２１

年度にその結果を公表する。 

【１０】 
教育開発センターを中心に，教養教

育と専門教育について，中期目標・中

期計画と大学評価・学位授与機構の大

学評価基準に基づいた自己点検評価

を行い，公表する。 
 

 

 教育開発センターと評価室の連携によって，大学評価・学位授与機構が定めた

大学評価基準の主要観点に基づく自己点検評価を行った。 

【１１】 
「大学教育開発センター」及び各学

部は，上記の検証結果を基に，授業科

目の内容と担当の再検討及び科目数

の精選を行う。 

【１１】 
教育開発センター及び各学部等は，

上記の自己点検評価に基づいて授業

科目の内容と担当体制を再検討し，開

設科目の精選と適正な配置（年次配置

と時間割上の配置）を進め，平成１９

年度カリキュラムに反映させる。 
 

 
 年度計画に基づくカリキュラムへの反映については，年度計画【１】及び【２】

の『計画の進捗状況』参照 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

② 教育内容等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 大学の理念・目的に沿って，知的好奇心が旺盛で勉学意欲があり，目的意識が明確な学生を，多様な入学者選抜方法で受け入れるために，入試実

施体制と入試組織を整備する。 
② 入学者選抜に関する評価を推進し，その改善に努める。 
③ 教育目的･目標に即して教育課程を編成し，体系的な授業内容を提供する。 
④ 社会・地域の多様なニーズに対応した教育システムを整え，グロ－バルな視点から社会にコミットできる学生を育成する。 
⑤ 教育の質を保証する厳格な成績評価を実施する。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１２】 
 入学試験の企画・広報・実施・評価

等入試業務を行う「入試センター」（仮

称）を平成１６年度末までに新設す

る。 
 

【１２】 
○ 入試センターの専任教員（１名）

を採用する。 
○ 入試センターは，学内外の入学者

選抜方法等に関する情報・データを

調査・分析・評価し，次年度入学者

選抜方法等の改善に役立てる。 
○ 志願者，入学者を確保するため，

企画・広報活動を更に強化する。 
 ・高校生・保護者向けに本学の入試

広報パンフレットを作成する。 
 ・インターネット上で，携帯サイト

における入試情報提供を改善充実

する。 
 ・８月のオープンキャンパスにおい

て，保護者向け大学説明会・相談会

を実施する。 
 ・教育学部等が行ってきた山陰両県

の高校訪問活動及び松江・出雲地区

の近隣高校６校への学部・学科説明

会を継続実施するとともに，中国地

 

○ 入試センターの専任教員（１名）の採用については，公募により１４名の応

募があり，人事小委員会で選考したが本学の採用条件を満たさず引き続き公募

することとした。 

○ 平成１８年度入学者選抜に関するデータを入試企画グループで調査・整理

し，報告書をとりまとめた。 

報告書等を参考に引き続き入学者選抜方法等の見直しを行い，平成１９年度

入試において受験に課す教科・科目，配点の見直し及び前期日程の第１段階選

抜の倍率緩和を図った。 

○ 高校生向けのパンフレットを作成し，入試説明会及びオープンキャンパス等

で配付すると共に，インターネット上で携帯サイトによる入試情報の提供を開

始した。また，本学の学生がパーソナリティーを務めＦＭ山陰ラジオにより島

根大学のキャンパス情報の発信を行うなど，本学の広報に務めた。オープンキ

ャンパスの周知徹底を図るため，ポスターに加えチラシを作成し，県内高等学

校３年生全員を対象に配付すると共に，受験生向けの情報雑誌にオープンキャ

ンパスの情報を掲載した。また，松江キャンパスでは保護者・教員向けの大学

説明会・相談会をはじめて実施した。オープンキャンパスの参加者は９４３名

（平成１７年度８９１名，平成１６年度７８０名）で，初めて９００名をオー

バーした。 

一方で，本学が企画して実施する高等学校での入試説明会（県内外延べ４１

校），中・四国地区の国立大学合同説明会（２回），業者主催の高等学校での進
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区の高校に対する広報活動強化に

ついて検討する。 
 ・山陰，中国，近畿，九州地区等に

おける広報活動（島根大学説明会の

開催，大学合同説明会及び業者主催

進学説明会への参加等）を計画的重

点的に展開する。 
○ 企画・広報活動について，その効

果を検証し，改善する。 
・学部・学科（課程）ごとに，可能

なところから新入生アンケートを

実施する。 
・大学説明会等において参加者アン

ケートを実施し，入試動向を分析す

る。 
・外部業者との契約業務について，

その効果を年度ごとに検証し，契約

内容を見直す。 
○ 入試センターを中心に，大学・学

部・学科等のアドミッション・ポリ

シーを系統的に整備し，選抜要項及

び募集要項等の大学・学部・学科等

案内を充実する。 
○ 入試の実施体制の効率化を進め

る。 
・推薦，編入学，大学院入試等の選

抜試験ごとの日程統一を，可能なも

のから実施するための計画を策定

する。 
 ・上記の日程統一により試験実施の

規模が大きくなる場合は，学年暦へ

の組み込みを検討する。 
 ・入試の準備・実施に対する教職員

協力体制を強化する。 
 

学説明会・模擬授業等（延べ１０校）及び高校以外の施設での進学説明会（１

２会場）を実施した。なお，その他で資料参加（４３会場）も実施した。 

以上のように広報活動を強化した結果，学部入試における志願者総数は，平

成１８年度５，８１８名に対し平成１９年度６，３７９名と５６１名の増加と

なった。入学者は，定員総数１，２１０名に対し１，２６２名であった。 

○ 企画・広報活動を検証し改善するため，新入生アンケート及びオープンキャ

ンパスでアンケート調査を，また，「学生生活満足度調査」に入学者選抜に関

する項目を設定し実施した。結果を分析し，平成１９年度の企画・広報活動に

反映する。 

○ 求める学生を明確に示すため，「島根大学憲章」を募集要項に掲載するとと

もに，「島根大学はどのような教育を目指し，どのような人を求めるか」を明

記した。これらは，ホームページにも掲載した。また，各学部・学科において

も，入学者受け入れ方針や入学後の教育について，より明確になるように加

筆・修正した。 

○ 入試の効率的な実施のため，推薦入試等の日程の見直し・統一を検討し，可

能なものから実施した。 

 医学部医学科では，推薦Ⅱにおいて面接方法を見直し，「集団面接」を廃止

し，試験実施日を２日から１日とした。 

 各教科科目等推敲委員会に加え，全学推敲委員会を立ち上げ，併せて問題作

成・推敲点検表を整備し入試ミス防止に努めた。 
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【１３】 
 入学試験においては，一般選抜，３

年次編入学者選抜のほか，推薦入学者

選抜，社会人特別選抜，帰国子女特別

選抜，外国人留学生特別選抜を行う。 
 

【１３】 
 各種選抜試験を継続実施するとと

もに，それらの効率的実施について引

き続き検討する。 

 

各種選抜試験を継続的に実施すると共に，一般選抜及び推薦入試において，全

学部で出願要件の弾力化を図った。 

【１４】 
 大学入試に関しては，毎年入試の実

施結果を評価し，必要に応じ入学者選

抜方法，募集区分（一般選抜前期日程，

後期日程，推薦入試等特別選抜）ごと

の募集人数等の見直し・改善を行う。 

【１４】 
○ 総合理工学部地球資源環境学科

の平成１９年度アドミッション・オ

フィス（AO）入試に関し，平成１

８年度入試の実施実績を検討し，必

要に応じて改善を加え継続実施す

る。 
○ 平成１９年度入試において医学

部医学科の後期日程募集を廃止し，

平成１８年度入試から実施した地

域枠推薦募集者数を拡大する。 
○ 平成１９年度入試の一般選抜及

びその他の特別選抜について，平成

１８年度入試の実施結果を点検・評

価し，必要に応じて入学者選抜方法

の改善及び募集人員の見直しを行

う。 
○ 全国的な入試動向の変化と本学

の近年の学部入試の実績を点検・評

価し，一般選抜及び特別選抜の今後

のあり方について抜本的な見直し

を開始する。 
 

 

○ 総合理工学部地球資源環境学科のアドミッション・オフィス（ＡＯ）入試に

関し，平成１８年度入試を検証し，選抜方法を「小論文」から「授業レポート」

に変更した。受験生は１５名であった。（前年度３名） 

○ 平成１９年度入試において医学部医学科の後期日程募集を廃止し，平成１８

年度入試から実施した地域枠推薦募集者数を１０名以内に拡大した（前年度５

名募集）。さらに，３年次編入学試験（学士入学）枠に３名以内の地域枠を新

設した。 

学部志願者 １８名（平成１８年度１０名），編入学志願者 １７名 

○ 入試方法の改善等を引き続き検討した結果，平成１９年度入試の一般選抜及

びその他の特別選抜において，受験に課す教科・科目指定の見直し，配点の見

直し及び募集人員の見直し等を行った。 

○ 入試の抜本的な見直しを検討するために，本年度も引き続き本学の入学者選

抜に関するデータを調査・整理した。 

【１５】 
 大学院入試に関しては，毎年入試の

実施結果を評価し，必要に応じ入学者

選抜方法等の見直し・改善を行う。 

【１５】 
○ 高度専門職業人養成の視点から

魅力ある大学院を構築するため，大

学院教育の改革を進める。社会人，

留学生等の受け入れ強化も視野に

入れた入学者選抜方法等の更なる

 

○ 全研究科において，大学院教育の実質化を図るため，大学院の理念・目的の

明示，カリキュラムの見直し，成績評価基準の明示，研究指導計画の策定・明

示，シラバスの明示，ＦＤの実施等に関する検討を行い，平成１９年度から実

施することとした。また，大学院募集要項に学力試験等の内容及び配点，採点・

評価基準，合否判定基準，試験実施状況等を明記し，入試情報の開示を促進す
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改善を進める。 
○ 大学院説明会の実施等，企画・広

報活動を強化する。 
○ 医学系研究科博士課程では，専門

医養成プログラムの充実及びコー

スの新設準備を進め，学生の受け入

れ体制を整備する。 

ることとした。 

○ 総合理工学研究科と生物資源科学研究科が参加校である鳥取大学連合農学

研究科が申請した，「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別

プログラム」に採択され，地球環境問題等の国際的人材の育成を目的とする国

費外国人留学生８名が配置されることが決定した。また，総合理工学研究科博

士前期課程では，新規に私費外国人留学生の秋季入学学生募集（平成１９年度）

をすることとした。 

○ 「社会に開かれた大学・大学院展」（大阪，名古屋，東京）に全研究科が資

料参加した。 

○ 医学系研究科では，大学院ホームページの内容充実を図り，研究科紹介と学

生募集のためのＴＶ番組を地元のケーブルＴＶで作成し，繰り返し放映した。 

また，博士課程と修士課程の学生募集ポスターを作成し，博士課程への社会

人募集のため，卒後初期研修医にダイレクトメールによる大学院への勧誘を実

施した。修士課程医科学専攻については，松江キャンパスでの説明会，高等専

門学校への出張キャンペーンを実施した。 

○ 生物資源科学研究科では，専攻又は講座ごとに，本学大学院への進学を推奨

する進路ガイダンスを行った結果，入学者の増加が図られた。（平成１９年度

募集人員７６名入学者７０名，平成１８年度募集人員７６名入学者５２名） 

○ 医学系研究科博士課程では，専門医を養成するコースとして，従来の研究者

育成コースに加えて，高度臨床医育成コース及び全国に先駆けて腫瘍専門医育

成コースを設置し，平成１９年度より学生募集を開始した。平成１９年度入試

の結果，医学系研究科の充足率は平成１９年度は９５％(平成１８年度８３％）

の見込みとなった。 

これにより，大学院博士課程（医学系研究科，総合理工学研究科）の全体で

の充足率は，平成１８年度は９０％であったが，平成１９年度は９９％となる

見込みである。 

 

【１６】 
 平成１７年度末までに学部・学科で

は，それぞれの教育理念・教育目的を

踏まえつつ，個々の授業科目の位置づ

けを明確にした一貫性・整合性のある

カリキュラムの再編成を行い，「大学

教育開発センター」の下でそれらを調

整する。 

【１６】 
 教育開発センター及び各学部等は，

大学教育の理念・目的に沿って，個々

の授業科目の位置づけを明確にした

一貫性・整合性のあるカリキュラム再

編成に取り組み，平成１９年度試行，

平成２０年度本格実施できるように

する。 

 

教養教育の見直し・改善及びエッセンシャルミニマムの策定を踏まえた学士課

程教育のカリキュラム再編成の取り組み状況は，年度計画【１】及び【２】の『計

画の進捗状況』参照。 
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【１７】 
 「大学教育開発センター」は，普遍

性・地域性・独創性等を考慮した重点

的な教育テーマ・教育方法の開発を行

う。 

【１７】 
 教育開発センターは，環境教育・キ

ャリア形成・地域に学ぶ「島根学」「出

雲学」・島根の人と自然に学ぶフィー

ルド学習等をテーマとする教育プロ

グラムの開発に取り組み，平成１９年

度試行に向けて準備する。 
 

 
 年度計画【１】の『計画の進捗状況』参照 

【１８】 
 「大学教育開発センター」を中心に，

平成１７年度末までに，教職科目・資

格取得関連科目の全学的な調整及び

複合科目・学際領域科目の整備を行

い，効率的な教育体系を作る。 

【１８】 
○ 教育開発センターに設置した教

職課程運営代表者会議の全学的な

位置づけに関して，中央教育審議会

における教員養成の実質化等の審

議を踏まえた組織整備を検討する。

○ 複合科目・学際領域科目の整備に

ついては，学士課程における教育課

程の再編に合わせて，現行の展開科

目・総合科目の見直しを行う。 
 

 

 全学の教職課程運営の強化について教育専門職大学院設置検討委員会で検討

し，専任教員を配置した教育学部附属教師教育研究センターを設置し対応するこ

ととした。関連する規則整備を行った。 

 複合科目・学際領域科目の整備について，教養教育のカリキュラム再編の中で

見直すこととし，平成１９年度から一部科目の新設を行った。環境教育，地域学，

フィールド学習については，年度計画【１】の『計画の進捗状況』参照。キャリ

ア教育については，年度計画【１】，【９】及び【５８】の『計画の進捗状況』参

照。 

【１９】 
○ キャリアセンターと教育開発セ

ンターは，キャリア形成教育プログ

ラムの充実に関連して，インターン

シップの平成１９年度からのカリ

キュラム化について検討する。 
 低学年向けのキャリア形成講座

を開講することによってインター

ンシップへの参加を促す。 
 

 

キャリア形成及びインターンシップへの参加を促すため，平成１９年度から新

授業科目「人と職業」を開講することとした。 

低学年へのインターンシップを促すため，キャリアガイダンスとして次の講座

を開講した。 

「就職について意識しよう」（参加者：７６名） 

「自分の進路について考えよう」（参加者：４１名） 

【１９】 
 インターンシップ制度を活用し，教

育面においても地域を始めとする産

業界との連携を深め，技術の習得と同

時に産業界の実情についての認識を

向上させる。 

○ 受け入れ企業等を開拓し，受入れ

要請を行うとともに，学生に対する

事前・事後指導を充実する。 

インターンシップの受け入れ企業の開拓については，社団法人 島根県経営者

協会の協力のもとに新規受入企業が増加した。（平成１７年度：９１社，平成１

８年度１０３社） 

インターンシップの事前・事後学習プログラムとして「社会人のマナーとエチ

ケット」及びグループワークによる講座を開講した。さらに，学生中心の「体験

報告会」を開催し，インターンシップの成果を検証した。 
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○ 社会の多様なニーズに対応した

教育システム整備の一環として地

域・産業界との連携を深め，企業セ

ミナー等を実施する。 
 

本学と産業界との連携を深めるため，就職担当者と企業の人事担当者との情報

交換・懇談会を実施した。 

（企業側参加者：４６企業５０名，大学側参加者：２４名） 

 

○ 新人看護師の中には医療現場に

適応できず，リアリティーショック

症状を来し早期退職する者がいる。

これを改善する目的で，低学年から

看護業務実践の機会を提供するな

ど，職業人としてのキャリア形成に

資する実践的教育環境を整備する。

特に，２年次学生（１０名程度）を

対象に附属病院と技能補佐員（看護

助手）の雇用契約を結ばせ，看護業

務実践の機会を早期に提供する。 
 

医学部看護学科では，看護師免許を持ち臨床経験のある３年次編入学生３名が

附属病院と技能補佐員の雇用契約を結んで看護業務に従事した。 

【２０】 
 地域と深くかかわる内容の教育プ

ログラムを開発するとともに，地域人

材の活用によって講義内容を豊富に

し，学生の社会に対する興味と関心を

喚起する。 

【２０】 
社会的視野を広げ人間的力量を高

めるため，環境教育・キャリア形成・

フィールド学習・「島根学」「出雲学」

などの地域学習の教育プログラムを

全学的に開発する。 
 

 

 環境教育，キャリア形成科目，さまざまな分野の体験学習を含むフィールド学

習，地域学等の教育プログラムの開発・展開において，地域人材の活用を進め，

地域との関わりを重視した教育を実施した。年度計画【１】，【９】及び【５８】

の『計画の進捗状況』参照 

【２１】 
 学生が自ら企画し，実践し，成果を

上げるという学生参加型の実践的な

授業を開講する。 

【２１】 
 環境教育やフィールド学習等の教

育プログラムの開発に当たって，学生

による企画・実践を取り入れた学生参

加型科目の充実を図り，平成１９年度

新規開設に向けて準備する。 

 

 環境教育，フィールド学習等の教育プログラム開発過程で，学生が主体的に企

画し参加できる活動を推進した。その成果を学生自らが，大学祭等で学内外に発

表した。年度末には，成果報告会として他大学の学生も招いた学生シンポジウム

を企画・実施した。（参加者１９名） 

 学生による教育座談会の企画・実施を通じて，教育改善を自ら支える学生のワ

ーキンググループの立ち上げを検討した。 

 フィールド学習教育プログラムの開発では，平成１９年度に学生募集型フィー

ルドスクールを開講することとした。 
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【２２】 
 平成１７年度末までに，海外での学

習体験を単位として認定するプログ

ラムを設ける。 

【２２】 
 交流協定大学における海外学習体

験の単位認定プログラムを検討する

とともに，上記（No.21）の学生によ

る企画・実践科目の中に海外学習体験

を含めることを検討し，平成１９年度

から具体化する。 

 

○全学の取組 

 年度計画【２１】の学生参加型科目において，学生による企画・実践として海

外学習体験を含めることによる単位化のしくみを検討した。本学の「海外研修科

目」に他大学の学生２名を受け入れた。また，近隣の他大学が交流協定大学にお

いて実施する海外語学研修への参加を，本学の外国語海外研修科目として単位認

定することとした。 

 

○学部等の取組 

 教育学部では，交流協定大学における学生交流活動の海外学習体験を卒業要件

に係る「１，０００時間体験学修」に位置づけ実施した。 

 

【２３】 
 室内の授業のみでなく，野外，地域

等の現場での学習体験を取り入れた

教育プログラム（フィールド・スクー

ル）を開講する。 
 

【２３】 
平成１８年度特別教育研究経費（教

育改革）の新規事業として予算化され

た「島根の人と自然に学ぶフィールド

学習教育プログラムの構築－島根大

学から世界が見える教育の展開－」を

全学的に実施し，さまざまなフィール

ド・現場における学習体験に根ざした

教育プログラムを構築する。 
 

 
 教育開発センターのもとに，フィールド学習の全学的遂行を担うプロジェクト

チームを設置して実施した。年度計画【１】，【３】，【２０】及び【２１】の『計

画の進捗状況』参照 

【２４】 
 全ての授業科目について成績評価

基準を開示する。 

【２４】 
全教員が全担当授業科目について

成績評価基準を明示したシラバスを

作成し公表するように，更に周知徹底

する。平成１８年度シラバスについ

て，成績評価基準を適切に明示してい

る教員数と授業科目数及びそれらの

比率を学内に公開する。 

 

成績評価に関する情報を積極的に提供することを学生に明示するため，「成績

の評価に関する取扱要項」を改正し，「授業担当者は，成績評価の方法及び基準

を授業計画書（シラバス）に明記する」と規定し，平成１９年度から施行するこ

ととした。 

 

シラバスへの記載状況 

学部等                    ①    ②    ③     ④      ⑤ 

  法文学部       ５１０  ３５２   ６９％   ９８％   ９１％ 

  教育学部       ８１３  ４９４   ６０％   ９６％    ８４％ 

    医学部              １７９  １７７    ９９％  １００％      ※ 

  総合理工学部     ５４７  ３９９   ７２％    ９８％    ９５％ 

  生物資源科学部    ３７５   ３２１   ８５％    ９７％    ９４％ 
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  教養教育       ６８３   ６７３   ９８％    ９９％    ８７％ 

大学院 

  人文社会科学研究科  ２０６    ７４   ３５％    ９４％    ８１％ 

  教育学研究科     ４４６  ２００   ４４％    ７６％    ３７％ 

  医学系研究科     １１２   １１２  １００％    ９７％     ※ 

  総合理工学研究科 １．６５３   ５０６   ３０％    ９０％    ６０％ 

  生物資源科学研究科  ２３３   １９７   ８４％    ５９％    ５０％ 

  法務研究科       ６７    ６７  １００％  １００％ １００％ 

①対象科目数  ②シラバス提出科目数  ③シラバス提出率  ④基準明示

率  ⑤オフィスアワー記載率   

※医学部については，あらかじめ時間を設けず，学生の質問等に対応している。 

 
【２５】 
 GPA(Grade Point Average)制度の

導入を含めた，教育の成果を的確に評

価する方法を検討する。 
 

【２５】 
成績判定の標準化・単位の実質化・

学生の授業選択の拡大・学習指導体制

の確立等の諸課題を検討し，JABEE
認定取得対応学部を中心に平成１９

年度から GPA 制度を試行的に導入す

る準備を進める。 

 

 教育学部，総合理工学部では，ＧＰＡ制度に準じた試行を実施した（卒業要件

としてのＧＰＡ基準は未設定）。 

 法務研究科では，平成１９年度よりＧＰＡ制度を完全実施する準備を終えた。 

 学内の現状及び他大学の動向並びに教育の国際化への対応に鑑み，「成績の評

価に関する取扱要項」の成績評価区分を４段階から５段階とする改正原案を作成

し，平成２０年度施行に向けた検討を開始した。また，ＧＰＡ制度の導入につい

て，各学部・研究科で検討することとした。 

 

【２６】 
 学生からの成績評価に関する情報

開示請求に適切に応じるためのシス

テムを構築する。 

【２６】 
学習指導体制確立の一環として，平

成１９年度からの運用を目指し，成績

評価に関する情報開示システムを構

築する。 
 

 

 成績評価に関する積極的な情報提供の一環として，「成績の評価に関する取扱

要項」を改正し，授業担当者の説明責任を明確にするとともに成績評価に関する

不服申し立て制度を整えた。平成１９年度から運用することとした。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

③ 教育の実施体制等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 大学の理念・目的に沿った教育を実現するために必要な教育体制及び教育支援体制を整える｡ 
② 外国語教育の企画・立案・実施体制を確立する。 
③ 附属図書館は，教育・研究及び学習を支える知的情報を提供する。 
④ 情報ネットワーク等を含む教育環境を整備する。 
⑤ 教育活動の評価システムを確立する。 
⑥ 社会の要請を踏まえ，学部及び大学院の新設・改編・充実を行う。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【２７】 
平成１７年度末までに，本学の教員

選考基準を踏まえて，各学部・研究科

の細基準を策定する。 

【２７】 
 改正予定の大学設置基準等に基づ

き，助教，助手について本学の教員選

考基準を見直し，併せて各学部等の細

基準を見直す。 
 

 
学校教育法及び大学設置基準の一部改正に伴い，教員の選考基準について教育

研究評議会で検討し，島根大学教員選考基準の一部改正を行った。（９月） 
これを受けて，各学部等において教員選考の細基準を改正し，平成１９年４月

１日付けで全ての助教授，助手について新たな職名への移行手続きを完了した。 

【２８】 
平成１７年度末までに，新しく必要

とされる教育分野に機敏に人員を配

置するために，柔軟な教育体制のあり

方を検討する。 

【２８】 
○ 退職教員が特別嘱託講師及び特

任教授制度を活用しやすいように

運用の改善を図る。 
○ 教育課程の再編の中で，学部内学

科横断型や全学にわたる学部横断

型の教育プログラムを工夫し，機敏

な人員配置を含めた柔軟な教育体

制の整備を進める。 
 

 

○ 特別嘱託講師制度について，外国語教育センターは採用枠を拡充して継続的

に活用した。年度計画【１】の『計画の進捗状況』参照。 

 特任教授制度について，教育分野では初めて，教育学部が８名を採用した。 

○ 教養教育の領域，特に環境教育，総合科目等において，学部学科を超えた担

当体制による教育を継続実施した。 

【２９】 
大学院担当教員の認定及び再審査

制度を充実させる。 

【２９】 
全研究科において大学院担当教員

の認定及び再審査制度を整備・充実さ

せる。 

 
学校教育法の一部改正等により，各研究科において大学院担当教員の認定及び

再審査制度の検討を行った。 
大学院担当教員の認定基準については，実技・芸術分野等幅広い学術領域を含

んでいる教育学研究科において，なお引き続き認定基準の検討を行っているもの
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の，平成１９年１０月に再審査を行うことを決めるなど再審査制度を含め，全研

究科において整備・充実を図った。 
 

【３０】 
 「大学教育開発センター」を中心に，

ファカルティ・ディベロップメント

（ＦＤ）を含め，大学教育方法の企画，

研究開発を進める。 

【３０】 
○ 教育開発センターは，３名の専任

教員体制を確立し，教育課程の再編

を進める中でＦＤ活動の強化，教育

改善のための企画開発等を促進す

る。 
○ 学部等は，全学の取組と一体にな

って，ＦＤを含めた教育改善活動を

更に進める。 

 

○全学の取組 

 ４月，８月，１２月に１名ずつ，計３名の専任教員を採用した。これに伴い，

センター主導のＦＤ活動や企画・開発機能を強化し，教育改善の取り組みを充実

した。また，学部・学科，他センター等のＦＤ活動への連携協力も強められた。 

 例年通り，前期及び後期の約２週間にわたり，教養教育を中心とした授業公開

を実施した。学生による授業評価については，前期授業アンケートから，学務情

報システムを利用したｗｅｂ上のアンケートをはじめて行った。８回（うち１回

は学部と共催，参加者計２４７名）のＦＤ研修会・シンポジウム，講演会を企画・

実施した。そのうちの２回は，学生座談会・学生シンポジウムの新規企画として

実施し，ＦＤ活動そのものの質を高めるための方策を追求した。 

 

○学部等の取組 

 法文学部では，１１月に授業公開を実施し，１月に学部独自の教育に関する学

生アンケートを４年生について実施した。２月には，教育に関する学生との意見

交換会を開催し，多数の学生と教員の参加があった。また，１月には他大学の講

師を招いて，教育講演会（教育開発センターと共催）を開催した。 

 教育学部ではＦＤ戦略センターの取組みの中で，「教員の共同授業」及び「教

科内容構成研究」をテーマとした授業公開を行った。 

 医学部では例年のＦＤ活動に加え，海外から専門家を招聘して地域医療に関す

るＦＤを２日間にわたり開催した。第１日目は，学生が英語で司会進行を担当し，

講演及びディスカッション等の全てを英語で行った。 

 総合理工学部では，ＦＤ活動の一環として，全学の取組と一体になって，全学

科で学科教員を対象とした授業公開を行った。また，複数の学科において教員の

教育貢献度評価を実施した。 

 生物資源科学部では，教育開発センター主催の授業公開，ＦＤ講演会・研修会

への参加を呼びかけている。また，専門教育科目の授業公開を実施した。 

 

【３１】 
 「外国語教育センター」（平成１６

年度新設）において，外国語教育の計

画・実施を行う。 

【３１】 
 外国語教育センターは，センター設

置（平成１６年度）後２年間の外国語

教育の成果と課題を踏まえ，英語及び

 

 ２年間の実績と課題を踏まえ，運営組織の強化と教育内容の見直しを行った。

英語教育では，１年生のＴＯＥＩＣを利用した英語教育をさらに推進し，当初の

達成目標とした必須点３００点と平均スコア５０点アップを実質化する方策を
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初修外国語の到達目標とカリキュラ

ム構成を見直すとともに，引き続き外

国語教育の改善を図るため，学生の学

習支援体制や管理運営体制を充実す

る。 

実施した。２年生の科目では，１２月末に実施した各部局との意見交換を踏まえ

たプログラムを策定した。初修外国語教育では，学生の動向を踏まえてクラス編

成を見直すとともに，さらに組織的な教育を推進し外国語間で格差のない教育を

行っていくこととした。 

 また，展開科目（国際理解）「国際コミュニケーションⅠ」，「同Ⅱ」を，英語

及び各初修外国語に関連する分野で平成１９年度から実施することとした。 

 外国語ワークステーションに，学習支援及び管理運営体制の強化のため派遣職

員１名を配置した。 

 外国語教育については，年度計画【１】，【６】及び【３７】の『計画の進捗状

況』参照 

 

【３２】 
○ 雑誌資料について，コンテンツ・

データベースやリンクツールによ

り，各種専門分野データベース，電

子ジャーナル，OPAC 等を連携させ

ることで，検索画面から契約電子ジ

ャーナルや所蔵している雑誌の利

用，或いは文献複写依頼等が一連の

流れで統合的に利用できるシステ

ムを整備する。 
 

 
雑誌情報の利用システムについては，アクセスツール（SwetsWise）と図書館

システムを連携させ，各種データベースや電子ジャーナルをそのアクセスツール

に登録することで，雑誌情報検索から本文利用や文献複写依頼までシームレスに

利用できる「e-Journals Access Page」を平成１８年７月に構築した。その後，

リンクリゾルバーの機能を利用して，契約電子ジャーナルやオープンアクセスの

電子ジャーナルが一元的に利用できるサービスを開始した。  
  http://shimane.1cate.com/ 

・平成１９年３月現在  フルテキスト・タイトル登録数１３，８４２誌 
・利用実績 平成１８年４月－１２月／６２，０９７件, 平成１９年１月－３

月／１７，７８２件 
 

○ 図書資料について，OPAC から目

次・内容情報が参照できるシステム

を全学的に拡大し，図書の利用促進

を図る。 

OPAC で，より詳細な書誌情報や所蔵機関が直接参照できる国立情報学研究所

提供の「Webcat」へのリンクを平成１８年５月に提供し，図書の利用促進を図っ

た。また，白書・年鑑・統計類のうち，公的機関を中心に直接本文を参照できる

ものについてのリンクを平成１８年６月に行い，これにより最新の統計情報の正

確・迅速な提供を可能とした。 
 

【３２】 
 附属図書館は，学術資料・学術情報

の整備・充実を図り, 学内の教育研究

プログラムと図書館サービスの一層

緊密な連携を実現し, 学内利用者サ

ービスの向上を図る。 

○ 利用者の教育・研究活動に必要な

学術情報の利用促進を図り，効果的

な図書館サービスを推進するため，

各種利用マニュアルやテキスト等

の作成，及びホームページによる各

種ポータル（図書館の提供する様々

平成１８年度の政策的配分経費「実践的な情報活用能力の向上にかかる利用支

援プロジェクト」により，学術情報を効果的に活用する能力の育成を目指した学

術情報リテラシーのためのテキストを作成した。 
 また，本学が提供する各種データベースの利用方法について解説したマニュア

ルを作成した。 
 上記テキストの作成と平行して，図書館が提供するデータベースや Web 上で
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な情報やサービスを容易に利用で

きる学内者向けのシステム），My 
Library 機能（利用者がカスタマイ

ズできる図書館サービスメニュー）

を整備・充実する。 
 

提供される各種の学術情報等を分かりやすく提示できるポータル機能を有する

図書館ホームページを作成した。My Library 機能（利用者自身の貸出・予約状

況，研究室貸出状況の照会，文献複写・相互貸借申込・照会等の機能）を平成１

８年８月に図書館ホームページ上に公開した。 
  http://www.lib.shimane-u.ac.jp/menu.asp?mode=l&id=1198 

○ 統合的な図書館情報システムの

導入により，本館と医学分館を一元

的に管理・運用し，サービス機能を

強化する。図書館情報システムの機

能がより効果的に発揮できるよう

整備する。 
 

図書館情報システムの更新で，平成１８年度は本館と医学分館システムの一元

化とデータベースの統合により，従前できなかった管理・運用も一元化ができた。

また，１つの画面から多種多様な情報資源にアクセスできるハイブリッド検索機

能，横断検索機能，リポジトリ構築機能，さらに，My Library 機能など，図書

館情報システム機能を整備充実させた。 

○ 学生用図書の整備・充実を推進す

るため，学生１人当たり１冊以上の

購入を目指す。 
 

学生用図書の整備・充実のため，平成１７年度２，０８７万円に対し，平成１

８年度から授業料収入の約１%相当／３，３００万円を措置した（学生数：学部

学生５，４８２人，大学院生６４５人，計６，１２７人）。これにより，本館で

は選書委員会，医学分館では分館運営委員を中心に，講座・研究室からの推薦，

シラバス関連図書及び利用者の要望を採り入れながら適切な選書を行った。 
 平成１８年度の学生用図書の購入実績は，本館４，７９０冊，医学分館１，１

０９冊，計５，８９９冊であり，ほぼ予定どおり整備できた。（平成１７年度購

入実績：本館２，８３７冊，医学分館７９４冊，計３，６３１冊） 
 

【３３】 
○ 教育研究活動に不可欠な電子ジ

ャーナル及び各種データベースを，

大学全体の情報基盤と位置づけ，継

続的・安定的な維持に努める。なお，

平成１９年度以降の電子ジャーナ

ル及び各種データベースの導入に

ついて，意向調査を実施し，見直し

を図る。 
 

 
教育研究活動に不可欠な電子ジャーナル及び各種データベースを研究活動を

支援する大学全体の学術情報基盤と位置づけ，平成１９年度以降における当該資

料の継続的・安定的な維持を図るため，全教員を対象としたアンケート調査を実

施し，利用実績及び同規模大学の全国調査等を基に見直しを図り，平成１９年度

から始まる第三期学術情報基盤整備計画を策定した。 

【３３】 
附属図書館は, 電子図書館的機能

及び学術資料に関する情報流通の拠

点としての役割を充実・強化する。 

○ 「島根大学研究紀要全文データベ

ース」の継続的な管理運用を行い，

学内学術論文の情報発信を促進す

「島根大学研究紀要全文データベース」の継続的な管理運用を行い，学内学術

論文の情報発信を促進している。１８年度はこれに加えて，国立情報学研究所の

CSI 委託事業に応募し，外部資金を得る（全国５７大学）ことにより，本学の教
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る。併せて，「機関リポジトリ」（学

内で生産された電子的な知的生産

物をメタデータ（データに関するデ

ータ）を付加して蓄積・保存し，イ

ンターネットによって公開する仕

組み）の構築に向けて検討を進め

る。 
 

育研究活動において作成された学術情報等を収集し，電子的手段により蓄積・保

存して，インターネットを介して学内外に公開する「島根大学学術情報リポジト

リ」を構築した。（平成１９年４月から公開） 
 URL http://sir/lib.shimane-u.ac.jp 

○ 貴重資料の電子化及び解題付与，

データベース化を推進し，所蔵資料

の情報発信による利活用を図る。ま

た，原本の保存対策を講ずるととも

に，地域の関連機関との間で資料の

相互利用を推進する。 

貴重資料については，大森文庫の国書関係，本館和装本等を中心に法文学部教

員とともに，未入力和装本５００件の資料分析及び目録データ作成並びに平成１

７年度作成した和装本の装備マニュアルによる資料整理を行った。データベース

化については，基礎データの入力作業を推進しており，今後図書館ホームページ

上で公開予定である。原本の保存対策については，和装本を中性紙資料収納ケー

スへ収納し整理を行った。医学分館の大森文庫については簡易書誌入力を終了

し，書誌の詳細入力に着手した。また，原本の保存対策として，「松江城下町絵

図（堀尾期）」や「シーボルトの賞状」等の修復を行い，同時にこの２点につい

ては，レプリカも作成した。 
併せて，地域の関連機関との間で資料の相互利用の一環として，本学所蔵のシ

ーボルトの賞状のレプリカを共同作成（県・島根大学・同医学部）し，島根県に

提供した。平成１９年３月１０日に開館された島根県立出雲古代歴史博物館で，

それが常設展示されている。 
 

○ 漢籍・和装本及び未着手の洋装本

を対象とした，第二期遡及入力を推

進する。 

平成１８年度（５年計画）は，整備計画２年目にあたり，遡及入力対象図書約

２２万冊のうち主として研究室貸出図書について，予定数約４０，０００冊に対

して政策的経費によるパート要員と担当職員とで４２，６３６冊の遡及入力を行

った。（平成１７年度：本館製本雑誌３９，８４０冊，図書２８，５８０冊，計

６８，４２０冊） 
 

【３４】 
情報環境を充実させ，全ての学生が

個人専用のパソコンを有する体制の

整備を図る。 

【３４】 
教育開発センターは総合情報処理

センターと連携して，教養講義室棟及

び学部棟から大学のネットワークに

快適安全にアクセスできるように，年

度内に環境整備改善計画（無線 LAN
情報網等のインフラ整備改善，セキュ

 

○全学の取組 

  情報環境の整備として平成１９年度には，学内約１，５００の主として学生

からのアクセスポイントを対象とするネットワーク検疫システムの構築を重

点的に実施する計画とした。 

  

○学部等の取組 
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リティシステム整備改善等）を立て，

平成１９年度から順次実施する体制

を整える。 

  医学部では，現代的教育ニーズ取組支援プログラムによる，「地域医療教育

遠隔支援 e-ラーニングシステムの開発」が採択されシステムの開発を目指すこ

ととした。 

  生物資源科学部では，１号館に２箇所，２号館に１箇所，３号館３箇所に無

線ＬＡＮアクセスポイントを設置した。 

 

【３５】 
 平成１６年度から松江・出雲両キャ

ンパス間で遠隔地講義が開始できる

体制を整備する。 

【３５】 
両キャンパス間遠隔地講義システ

ムについて，教養教育における利用を

促進するとともに，両キャンパスの学

生を対象とする医・工・農系，環境教

育系，健康福祉教育系等の全学開放科

目の充実計画を立てる。 

 

 教養教育を中心に，遠隔地講義システムを活用した授業を実施した。健康福祉

教育系の総合科目では，医学部からの発信による授業も実施した。システムを利

用した開講可能科目は１８科目（平成１７年度は１４科目）であったが，受講生

にとっての時間割上の制約のため，実施できたのは前期５科目，後期１科目（平

成１７年度は，前期３科目，後期２科目）であった。 

 授業の拡充等の充実計画については，さらに検討する。 

 学内で行われる各種の講演会，研究発表会，研修会等にも活用し，両キャンパ

ス対象開催の実質化を促進した。（３件） 

 

【３６】 
 大学院生の増加に対応した実験・研

究スペース・必要な設備・備品を整備

する｡ 

【３６】 
大学院生の実験・研究スペース及び

設備・備品等について，全学的な実態

調査を実施し，平成１８年度内に整

備・改善計画を立て，平成１９年度か

ら順次実施する。 
 

 

 平成１８年度に全大学院生を対象に実施した学生生活満足度調査，各研究科に

対して実施した大学院生の実験・研究スペース及び設備・備品等に関する実態調

査，及び教育設備に関する各学部の整備計画調査の結果に基づき，教育設備の整

備マスタープランを策定した。今後，政策的配分経費等による改善に着手する。 

【３７】 
平成１８年度末までに，語学自習シ

ステム等，学生の外国語能力，外国語

学習意欲に応じて学べる体制を整備

する。 

【３７】 
○ 学生が積極的に自学自習を行う

よう，平成１７年度に整備した語学

学習システム及びマルチメディア

教材等（CALL 教室及び外国語教育

ワークステーション）の活用促進を

指導する。 
○ 自学自習体制を充実するため，平

成１８年度，外国語教育センターの

学内移転に合わせ，語学自習用教

材・機器等の整備を更に進める。 
 

 

 外国語教育ワークステーションのマルチメディア教材・基本図書等のソフト充

実予算を措置し，学生の希望調査に基づき整備した。 

 外国語教育ワークステーションにおける教員の支援体制として，特別嘱託講師

の協力を得て，授業期間中の午前８時３０分から午後６時まで教員が１名ないし

２名常駐するラーニングアドバイザー制度を平成１８年度も継続維持し，学生の

学習相談に対応した。 

 e-Learning システムの活用について，教員を対象とした研修会を両キャンパス

で開催した。 
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【３８】 
 「評価室」（仮称；平成１６年度末

までに新設）において，平成１８年度

末までに，教育活動に関する総合的な

評価システムを作成する。 

【３８】 
大学評価情報データベースの教員

情報入力システムにより，教員のデー

タ入力を開始するとともに，大学評価

評議会において教育活動に関する全

学的な評価方針を策定する。また，各

部局等においては，全学的な方針を基

本に当該部局等に応じた評価システ

ムを作成する。 

 
 教員のデータ入力を全学で開始した。教育評価については，全学的な評価方針

を定める目的で，評価室と教育開発センターとの合同ミーティングを開催し，教

育評価に関する方針を決定した。具体的には，教育開発センターが中心となり，

まず全学的な立場から教育評価に関する自己評価を行い，自己評価書を作成し，

その評価結果に基づき各部局が更に評価を行っていく方針を決定した。また，全

学の教員評価基準を策定し，これを基に教員個人の教育活動についても組織的に

試行評価を実施した。その結果，各教員が教育活動について自己点検する良い契

機となり，それを集約することで組織として今後重点を置く分野が明らかになっ

た。 
 

【３９】 
 学生による授業評価の充実を図り，

個々の授業の改善及びファカルテ

ィ・ディベロップメント（ＦＤ）に活

用する。 

【３９】 
教育開発センターを中心に，学生に

よる授業評価を改善実施し，その分析

結果を授業改善に活用する。この組織

的取り組みを強化するため，各学科・

研究室等において授業評価結果の検

討会を開催するとともに，学生による

授業評価に基づく授業改善結果の報

告を集約する。 

 

○全学の取組 

 前年度に引き続いて授業評価アンケートを実施した。とくに平成１８年度前期

から web 入力による方式とし，調査項目を精選するとともに，学生の自由記述欄

を設定した。結果のフィードバックの迅速化を図った。また，授業評価を分析す

るプロジェクトチームを立ち上げ，各学部・学科からも参加を得て，より充実し

た授業評価報告書の作成に取り組むとともに，教育組織単位での検討を行った。

後期からは，授業担当者が企画・実施する中間授業評価を支援する体制を整えた。 

  授業の改善及びＦＤに資するため，優れた教育実践を行った教員を表彰する制

度を導入した。 

 教養教育領域，学部・大学院の専門教育領域ごとに「島根大学優良教育実践表

彰」を行うこととした。なお，教養教育領域では，学生による授業評価結果を活

用することとした。 

○学部等の取組 

 教育学部では外部教育関連企業（ベネッセ・コーポレーション）による「学生

満足度調査」を実施し，学部カリキュラムを中心とした教育内容・システムにつ

いて，学生からの率直な意見や具体的提案の収集に努めるとともに，ベネッセに

よる結果報告会を開催して，学部教員へのフィードバックを実施した。 

 法務研究科では，学期中途での中間授業アンケートと学期末の授業評価アンケ

ートを実施し，その集計結果をＦＤ会議で配付し教育改善につなげている。なお，

この授業評価をもとに科目ごとに報告書を作成し院生との意見交換会に配付を

行っている。 

 外国語教育センターでは，全学的な Web による授業評価に合わせて，独自の評

価項目を設定し，別途アンケート調査を実施した。 
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【４０】 
 大学院医学系研究科に，医療工学専

攻博士課程（独立専攻）の設置を検討

する。 
 

【４０】 
１８年度計画なし 

 

【４１】 
 地域的特性を活かした教育・研究を

県内の関連研究機関とも連携して推

進するための「地域創造研究推進機

構」と，その中核となる理系・文系融

合の大学院の設置を検討する。 

【４１】 
○ 平成１８年度末までに「地域創造

研究推進機構」（仮称）の設置に向

けて，学内の検討組織を立ち上げ，

可能な範囲で学外の研究機関とも

協議を開始する。 
○ 「地域創造研究推進機構」（仮称）

の検討と併せて学内関連分野の連

携融合による大学院の整備の検討

を開始する。 
 

 
○ 「地域創造研究推進機構（仮称）」設置のための準備段階として,平成１７年

度に立ち上げた「宍道湖・中海環境データベース検討会」を２ヶ月に１回のペ

ースで開催し，データベース構築以外の調査・研究の連携についても，学内外

の研究者・研究組織間で検討を開始した。（平成１８年度実績 ６回開催） 
○ 地域創造研究推進機構設置を主体的に検討を進めている汽水域研究センタ

ーは，生物資源科学研究科が中心となって進めている平成１９年度科学技術振

興調整費による「地域再生人材創出拠点の形成」への申請について，連携・協

力した。 

【４２】 
鳥取大学大学院連合農学研究科の

実績を踏まえ，生物資源科学分野の研

究者・高度専門職業人養成のための指

導体制を一層充実するために，鳥取大

学及び山口大学との連合大学院を維

持する。 
 

【４２】 
連合大学院農学研究科を維持する

ため，引き続き連絡･調整を密にする。

 
平成１８年９月，連大を構成する３大学の学長，研究科長，事務局長から構成

された｢連大構成法人間連絡調整委員会｣が開催され，今後の連合農学研究科を維

持することを再確認し，改組案を含めた今後の運営体制について合意した。 
３大学が連携して，前期・後期課程の留学生特別プログラムに申請し，前期３

名，後期３名の国費留学生枠が措置され，本研究科には，国費留学生１名枠が認

められた。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

④ 学生への支援に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 学生の学習支援体制を強化する。 
② 課外活動及びボランティア活動の支援体制を整備する。 
③ 学生の生活支援体制を強化する。 
④ 学生の就職支援体制を強化する。 
⑤ 留学生の生活支援体制を強化する。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【４３】 
 各学部・学科・コースにおいて，

複数の履修推奨モデルを提示し，系

統だった学習計画を立てるように履

修指導を行う。 

【４３】 
学士課程における教育課程の再編

に合わせて，各学部・学科（課程）・

コースにおいて，系統だった学習が

可能な複数の履修推奨モデルを提示

し，きめ細かい履修指導を行うこと

ができる体制を整備する。 

 

 法文学部では，履修モデルの学生への周知に努め，さらに，きめ細かい履修指

導を可能とするために，オフィスアワーに関するシラバスの記述を分析して内容

の統一を図った。 

 教育学部では３年生後期への実習セメスタ導入に伴い，この期の学生の個々の

履修プログラムについて「履修計画表」を作成させ，セメスタ期の充実した学修

が保証されているかどうか，具体的な問題が生じていないかどうかの調査を実施

し必要な対応を行った。 

 総合理工学部では，履修推奨モデルやフローチャートを学生に提示し，きめ細

かい履修指導を行った。 

 生物資源科学部では，４月の各学科新入生（３年次編入生も含む）オリエンテ

ーションにおいて，学生委員が１～４年次における履修計画案を提示し履修指導

を行った。さらに，１，２年次においては，学科担任教員による修学上の指導及

び授業に関する連絡を随時行える体制を整えた。地域開発科学科の生物環境情報

工学講座及び地域環境工学講座では，学生のニーズに応じて履修を選択できる３

コース制（生物システム工学コース，環境資源工学コース，地域工学コース）を

実施した。 
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【４４】 
 全教員のオフィスアワー設定を制

度化し，教育面・生活面での支援体

制を強化するとともに，導入ゼミの

実施等により，指導教員制度を充実

して履修指導の強化を図る。 

【４４】 
○ オフィスアワーの設定及び活用

の実態を調査し，目標を明確にし

た改善計画の策定と実施に着手す

る。 
○ 指導教員マニュアルを加除式の

ものに改訂し，指導教員制度を一

層実質化させることによって，学

生の教育面，生活面での支援の充

実を進める。 
○ 政策的配分経費を用いて新入生

に対する導入教育をモデル的に実

施する。 
○ 学生指導の共有化システムを用

いて指導教員の活動状況の実態を

把握する。 

 

○全学の取組 

 ・オフィスアワーの設定については，年度計画【２４】の『計画の進捗状況』

参照。 

 ・オフィスアワーの活用については，学生満足度調査を踏まえた検討をした。 

 ・学生委員長会議で検討し，「指導教員の手引き」改訂版を６月に加除式で発行

した。松江キャンパスでは，保健管理センター教員が各教授会で学生相談等

について説明した。 

 ・学生委員長会議で厚生補導企画に係る政策的配分経費の活用を検討し，新入

生等への導入教育を各学部等で実施した。 

 ・学生指導情報の共有化システムについて，学生委員長会議で検討し，学務情

報システムに学生の履修情報や就職情報を一元的に参照できる「電子カルテ」

システムを設け，７月から運用を開始した。本学の携帯サイトから休講・補

講・教室変更及び緊急時の連絡情報等を提供できるようにした。 

 

○学部等の取組 

 ・法文学部では，シラバスにおけるオフィスアワーの記載内容について調査を

行い，内容の統一を図った。 

 ・教育学部では，授業時間終了後，教育支援センター教員による「だんだん塾」

を開催し，体験学修領域での悩みや行き詰まりなど，個別の学生へのきめ細

かな相談支援体制を充実させた。また，政策的配分経費を利用して，附属教

育支援センターによる新入生対象の入門期セミナー（１泊２日）を開催した。 

 ・総合理工学部では，各教員がオフィスアワーをシラバスに記載し，学生に周

知を図った。学科・分野内に指導教員の活動内容を検討する委員会等を設置，

指導教員による成績通知及び導入ゼミの実施等，指導教員制度の効果的な活

用に努めた。 

 ・生物資源科学部地域開発科学科では，チューター制を実施し，個別に履修・

生活及び進路に関する指導を徹底した。オフィスアワーの記載をチェックし，

徹底を図った。各学科では，新入生を対象に月に一度の近況報告会を開催し，

学生指導を行った。 

 

【４５】 
 平成１８年度末までに，優秀な学

生に対する表彰制度を導入する。 

【４５】 
○ 年２回の学長表彰を実施する。

中期計画で平成１８年度末までに

導入するとした，優秀な学生に対

 

○ 優秀な学生に対して次のとおり表彰した。 

・学長学生表彰候補者（前期及び後期）を決定し，ホームページ及び広報誌

で公表した。 
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する学長表彰制度は，１６年度後

期から導入しているが，より効果

的な表彰方法について学生委員長

会議で検討を続ける。また，学部

レベルでの学生表彰の定着を図

る。 
○ 日本学生支援機構の第１種奨学

金「特に優れた業績による返還免

除制度」を活用し，大学院におけ

る研究等を奨励する。 

       前期被表彰者：個人８名，団体３団体 計２２名 

        後期被表彰者：個人１１名，団体３団体 計２５名 

  ・学生の勉学意欲の高揚を図るため，平成１８年度から新たに成績優秀者に

対して表彰するとともに，授業料免除を行うこととした。（被表彰者：６６

名） 

・さらに，学生の修学及び学内・学外活動等における取り組みを評価し，教

育効果の高揚及び就職支援に資するため，学生に付与する学内資格の認定

制度を導入した。 

○ 医学部及び総合理工学部では，学部・学科等で学生表彰を行った。 

○ 日本学生支援機構奨学金の「特に優れた業績による返還免除制度」の導入に

より，評価項目・評価方法を具体的に示し，大学院における研究等を奨励した。 

   （平成１７年度修了生：全額免除６名，半額免除１４名，平成１６年度修了生：

全額免除１名） 

 

【４６】 
○ 学生生活実態調査を実施し学生

の意見を聴き，ハード面及びソフ

ト面から新たな支援方策を検討

し，出来るものから計画的に整備

をしていく。 
 

 

 学部及び大学院の全学生を対象に「学生生活満足度調査」を行い，調査結果を

報告書として取りまとめた。 

（調査対象：学部生 ５，４０６人，回答者 ２，７９３人，回答率 ５１．７％ 

大学院生 ６３６人，回答者 ３７９人，回答率 ５９．６％） 

この結果を受けて，具体的な改善・支援方策を検討することとした。 

【４６】 
 心身に障害のある学生の学習環境

の整備と支援体制の充実を図るた

め，関連部署の連携システムをつく

る。 

○ 学生支援課，指導教員，保健管

理センターの連携を強化し，情報

の共有化(システム化)を行い，支援

体制を整える。 
 ・心身に障害のある学生の支援プ

ログラム，設備等の設置状況，利

用状況を再点検する。 
 ・留学生，社会人等，特別な支援

を必要とする学生に関しても，支

援プログラム，施設等の再点検，

学生の利用満足度，ニーズの調査

等について検討する。 
 

指導教員等が学生の成績や履修状況等が参照できる「学生カルテ」を導入し，

きめ細やかな学生指導を行うためのシステムを構築した。 

学生支援課の学生相談員と保健管理センターの医師，カウンセラーの間で相談

事例等に関するミーティングを行い情報の共有化を図り，心身に障害のある学生

に対する支援体制を強化した。 

「学生生活満足度調査」において，教育環境，学生生活支援等に対する満足度

及び自由記述欄でのニーズが把握できたので，今後具体的な対策を講じることと

した。 

身障者，留学生，社会人等学生に関する支援プログラムとして保健管理センタ

ーで該当学生の健康診断について特別枠を設け実施した。 

身障者の学生が授業を受けやすくする為に特別なベッドを貸与するなどのサポ

ート支援を行った。 
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【４７】 
 課外活動及びボランティア活動を

教育活動の一環として位置づけ，地

域社会や海外との交流を促進する。 

【４７】 
○ 全サークル対象研修会を２回，

水上系サークル対象研修会を１

回，山岳系サークル対象研修会を

１回開催する。 
○ 学生の地域社会との交流・地域

の取組みへの積極的参加を促進す

る。 
○ 全国大会出場団体・個人に対す

る支援を行う。 
○ 各ボランティア団体が機能的か

つ効率的に活動するための具体的

方策としてボランティアセンター

等の設置を検討する。 
○ ボランティア等に貢献した団

体，個人を顕彰する制度等を検討

する。 

 

○ 課外活動に参加しているサークルに対して次のとおり研修を実施した。 

・全サークル対象研修会（カルト・セクハラ・ＥＭＳ活動等）（参加者数１回

目６８名，２回目９８名：１７年度１回目１０２名，２回目６３名） 

・山岳系サークル対象研修会（ＡＥＤによる救命講習：修了者に松江市消防

本部消防長の普通救命講習修了証を発行） 

・水上系サークル対象研修会（安全講習） 

○ 地域社会との交流・取組みへの支援として次の活動を行った。 

・セーフティかわつ（公民館，警察，住民など１５団体で構成）による防犯

パトロールに参加した。（参加者：平成１８年度教職員延３２名，学生延７

０名，１７年度教職員延３０名，学生延４２名） 

・小学校の授業「国技すもうをまなぼう」を相撲部の学生が指導した。 

○ 相撲部への支援として，大学名を入れた「まわし」を提供した。この「まわ

し」で全国国公立大学対抗相撲大会に出場し，団体戦準優勝及び個人戦優勝を

果たした。 

○ ボランティアセンター等の設置について検討し，現在ボランティアを行って

いる学生の意向を聴取したところ，ボランティアは組織化に馴染まないという

意見があったので引き続き検討することとした。１９年度は学内外に向けた窓

口を設置して対応する予定である。 

○ 島根学生災害ボランティアネットワーク（島根大学と島根県立大学の学生が

設立した団体）の活動が高く評価され，「社会貢献支援財団」の「２１世紀若者

賞」を受賞した。 

 

【４８】 
 学生の意識・生活・将来展望の状

況を組織的に把握し，学生生活の支

援にフィードバックさせる体制を構

築する。 

【４８】 
○ 学生生活実態調査を行い，分析

結果を学生生活の支援にフィード

バックさせる。 
○ 現在の「指導教員の手引き」を

全面的に改定し，指導教員との情

報の共有・連携を推進するなど学

生指導を充実する。この手引きを

もとに，新任教員に対し研修会を

実施する。 
○ 学生委員長会議構成員と学生生

活推進会等学生代表との懇談会を

 

○ 学生生活実態調査については，年度計画【４６】の『計画の進捗状況』参照。 

○ 「指導教員の手引き」を全面改訂し，教授会において，新任教員を含む各学

部教員に保健管理センター教員が学生との対応方法について説明を行い，指導

の徹底を図った。 

○ 学生委員長会議構成員と学生生活推進会学生代表との懇談会を開催し，学生

生活等に対する意見交換を行った。これによりオープンキャンパスに「在校生

への質問コーナー」を設置し，学生数名が高校生の質問に応じた。 

総合理工学部では，指導教員が全学生に定期的に面接を行い，日常的に学生

の意識把握に努めた。 
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開催し，学生の意識等を把握し，

学生生活の支援に活かす。 
【４９】 
 平成１８年度末までに常勤カウン

セラ－の配置，メンタルケア実施マ

ニュアルの作成，指導教員制度の活

用等を通して，不登校等問題を抱え

ている学生への支援を強化する。 

【４９】 
○ 保健管理センター，学生相談室

等と学生委員会及び指導教員の間

で情報の共有，連携を推進する。

○ 平成１７年度に前倒しで配置し

た常勤カウンセラ－を中心に，メ

ンタルケア実施マニュアルの作成

のための事例を収集する。 
○ 不登校等問題を抱えている学生

を対象とした「学生生活サポー

ト・ワークショップ」を実施する。

 

 

○ 保健管理センター職員と学生支援課長，学生相談担当職員が月１回学生相談

やカウンセリングのミーティングを行い情報の共有と連携を行った。 
○ 保健管理センターの特任講師（カウンセラー）が中心となり，メンタルケア

実施マニュアルを作成し，「指導教員の手引き」の中に掲載した。 
○ 政策的配分経費により，不登校等問題を抱えている学生を対象とした「学生

生活サポート・ワークショップ」を５月２７・２８日，１２月１０日及び２月

１８日に開催した。 

【５０】 
 セクシュアルハラスメント等，学

生に対するあらゆるハラスメントに

対応するシステムを一層充実する。 

【５０】 
平成１７年度に立ち上げた，セク

シュアル・ハラスメント以外のハラ

スメントに対する学内体制につい

て，実効性を高めるよう，さらに制

度の改善・充実を図る。学生，職員

を対象とした，広報及び啓発活動を

強める。 

 

・ホームページにセクシャル・ハラスメント相談員名簿を掲載し，メールによる

相談を開始した。セクシャル・ハラスメント以外のハラスメントについては保

健管理センターと学生支援課に相談窓口を設け，掲示等により学生への周知を

行った。 

・保健管理センターは，学生を対象とした研修会を「キャンパスにおけるハラス

メント」というテーマで実施した。また，全学部の教授会において，ハラスメ

ントについて説明を行った。(「指導教員の手引き」による説明については，年

度計画【４８】の『計画の進捗状況』参照。) 

・法文学部では，保健管理センター特任講師による教員対象の研修会を「キャン

パスにおけるハラスメント」というテーマで実施した。 

 

【５１】 
 学生からの苦情・相談に対応する

体制を充実する。 

【５１】 
○ 学生の苦情・相談に対応する相

談員として，現在専門職員１名が

窓口となっているが，事務組織再

 

○ 本年度からグループ制の導入に伴い，学生支援課に３名の相談員を配置し，

よりきめ細かな対応が可能となるよう整備した。 

相談員１名が，日本学生支援機構が開催した学生相談インテーカーセミナー 



島根大学 

80 

 編に伴うグループ制の導入により

複数化する。 
○ メール相談の実施や，意見箱の

設置を行なう。 
○ 相談窓口や緊急時の連絡先を記

載したカードを作成する。 

に参加し，相談に訪れる学生への対応に際しての基本的な心構え・留意点や知

識について修得した。 

○ メール相談のアドレスをホームページに載せ，また，意見箱を学生センター

１階に設置し，学生からのあらゆる苦情・相談に対応できる体制を整えた。 

○ 「島根大学相談窓口連絡先カード・島根大学緊急時連絡先カード」を松江，

出雲キャンパス用の２種類作成した。 

 
【５２】 

保護者との系統的な連携を強化

し，保護者とともに学生を支援する

体制を充実する。 

【５２】 
○ 保護者との系統的な連携を強化

し，保護者とともに学生を支援す

る体制を充実する。 
保護者への情報発信を強める方

法について検討する。 
○ 各学部における保護者と教員と

の面談，意見交換会等の充実を図

る。 

 

○ 学業成績を保護者に通知し，保護者とともに修学支援を行った。 

被災地（台風等の災害）出身学生の保護者に対し，副学長名の見舞状を郵送

するとともに日本学生支援機構奨学金の緊急採用，授業料免除制度その他相談

に対応する窓口の案内をした。 

○ 法文学部及び総合理工学部では，保護者と教員との保護者面談会並びに両学

部合同で後援会理事会と学部（副学部長・学生委員長が参加）との意見交換会

を開催し，修学支援を行った。 

法文学部参加者：平成１８年度保護者１８５家族２６５名，教員５１名(平

成１７年度保護者２３６家族３４３名，教員５９名） 

総合理工学部参加者：平成１８年度保護者１９４家族４０８名，教員８１

名（平成１７年度保護者２０４家族４２６名，教員８８名） 

教育学部では，保護者に対し，学生の学生生活や学部がめざす教育について

情報提供するため，年１回，後援会誌を発行している。また，入学式後の後援

会総会を利用して，学部説明会を実施しかつ後援会幹事会において意見交換を

行っている。 

 

【５３】 
 学生の生活環境を適切に整備する

ため，福利厚生施設の改善充実を図

り，建物内外のアメニティ空間をさ

らに整備する。 

【５３】 
○ 福利厚生施設の改善充実を図る

ため，学生のニーズを取り入れ，

計画的に福利厚生施設の設備・機

器の更新を行う。 
○ 学生とともに，学生センター南

側広場，野球場，陸上競技場，学

生寮等の環境整備を行う。 

 

○ 福利厚生施設の改善のため，次のとおり整備した。 

・学生寮の天井アスベストの除去 

・第一食堂（松江キャンパス）へのエアコンの設置 

・第二食堂（松江キャンパス）の冷蔵庫の更新 

・学生食堂（出雲キャンパス）の冷凍冷蔵庫，コールドテーブルの更新，給茶

機の設置 

・水泳プール（松江キャンパス）の市水への切替 

・テニスコート（松江キャンパス）２面の人工芝張替えと４面のライン部分の

人工芝補修 

○ 学生参加による環境整備等の取組みを次のとおり行った。 
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・課外活動施設（陸上競技場，野球場，第二運動場，課外活動共用施設，第一

体育館，プール棟）周辺の除草作業 

・学生センター南側の憩いの場に園芸サークル学生とともに花によるやすらぎ

環境の構築 

・学生寮の放置自転車などを寮生とともに撤去 

 

【５４】 
子供を持つ学生のために学内保育

環境を整える。 

【５４】 
○ 出雲キャンパスに保育施設を開

設し，乳幼児の保育を開始する。

○ 松江地区の教職員，学生の保育

環境を整えるための具体的な方策

について調査検討を行う。 

 
○ 出雲キャンパスにおいては，認可外保育所として保育事業受託事業者に運営

委託する方式で平成１８年４月３日に「うさぎ保育所」を開所し，運営を開始

した。平成１８年度における学生の利用者は，大学院学生１名であった。なお，

利用者の利便性などを考慮し，保育料金の値下げ，夜間保育の新設，延長保育

時間の１時間延長，入所手続方法の簡便化を院内保育所運営協議会で検討し附

属病院運営委員会で決定した。（平成１９年４月１日から実施） 
○ 松江キャンパスにおいては，職員及び学生の学内保育環境の整備に係るニー

ズを把握するためのアンケートを１２月に実施した。その結果を踏まえ，男女

共同参画推進ワーキンググループで育児環境の整備・充実に向けた検討を行い，

建物改修工事に併せて休養室（搾乳室）を設置することを決定した。 
 

【５５】 
優秀で意欲的な学生や経済的に困

難な学生を支援していくため，大学

独自の奨学金や授業料免除制度を創

設するとともに，学生への経済支援

に関連した情報の円滑な提供を図

る。 

【５５】 
○ 授業料奨学融資制度による奨学

支援を拡充する。 
○ 平成１８年度から成績優秀者に

対する授業料免除を導入し，学生

の勉学に対するインセンティブの

向上を図る。 

 
○ 平成１７年度国立大学では初めて導入した制度である島根大学授業料奨学融

資制度の利用者が増加しており，成果を上げた。 
   １７年度前期利用者 ２３名 １７年度後期利用者 １２名 
   １８年度前期利用者 ２９名 １８年度後期利用者 ２２名 
○ 成績優秀者に対する授業料免除制度を導入し，インセンティブの高揚が図ら

れた。平成１７年度の学業成績優秀者６６名について，平成１８年度後期分の

授業料を免除した。 
 

【５６】 
 学内環境整備，図書館業務，福利

厚生施設の運営等学内業務に，学生

アルバイトの活用を促進する。 

【５６】 
学内環境整備，図書館業務，福利

厚生施設の運営等への学生アルバイ

ト活用を促進する。 
 

 

図書館，保健管理センター，生協等で引続き学生アルバイトの受入れを行った。 

【５７】 
 学生が，学会発表や他大学等での

研修を行う際の旅費等を補助する支

【５７】 
○ ４大学（島根大，山口大，愛媛

大，高知大）間学生交流自主的・

 
○ ４大学間学生交流自主的・実践的研究プロジェクトについて，平成１８年度

政策的配分経費により，物品購入のための経費補助及び３月に本学で開催した
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援制度を整える。 実践的研究プロジェクトへの支援

を行う。 
○ 学生が学会発表や他大学等での

研修を行う際の財政支援策を検討

する。 
 

発表会の支援を行った。 
○ 島根大学支援基金を創設し，学内外から寄附を募り，その一部を学生が学会

発表や他大学等で研修を行う際の旅費の支援に充てることとした。 

【５８】 
 「就職支援センター」（仮称；平成

１７年度末までに新設）において，

就職指導，就職試験対策，就職分野

の開拓等の支援活動に関し，全学的

連携を強化し，就職率の更なる向上

を図る。 

【５８】 
○ キャリアセンターは各学部・学

科と連携して就職支援活動を強

め，就職率の更なる向上を図る。

○ キャリアセンターと教育開発セ

ンターは，平成１９年度から，キ

ャリア教育をカリキュラムに組み

入れることを検討する。 

 
○ 各学部・学科と連携し，特に個別相談・指導体制を強化して就職支援活動を

行った結果，就職率が向上した。 
   学  部      １７年度卒業     １８年度卒業 
   法文学部        ８９．５％         ９３．１％ 
   教育学部        ９５．５％         ９８．０％ 
   総合理工学部      ９６．１％         ９７．６％ 
   生物資源科学部    ９１．３％          ９７．２％ 

また，教育学部は，キャリアセンターと連携して，島根・鳥取を含む７つの

教育委員会による教員採用試験説明会を実施した。 
○ 学務情報システムに進路選択，就職活動等の情報を指導教員が一元的に参照

できる機能を追加し，学生「電子カルテ」システムを導入し，就職支援体制の

充実を図った。 
○ キャリア教育の体系化について，平成１９年度よりまず「人と職業」を新授

業科目として立ち上げ，２０年度「キャリアプラニング」（改訂版）を全学部開

放科目とする方向で検討している。 
○ キャリア教育については，年度計画【１】及び【９】の『計画の進捗状況』

参照 
 

【５９】 
既卒者に対する就職支援を強化す

るため，就業状況や求人情報を取り

まとめた情報システムを整備する。 

【５９】 
○ 就職に関する学内情報システム

を学外からも利用できるように

し，就職活動の支援を強化する。

○ ジョブカフェしまね（しまね若

年者就業支援センター）と連携し

て既卒者に対する就職支援を行

う。 
○ 企業・在学生向けに，就職情報

をホームページに掲載する。 

 
○ 就職システムを整備し，学生が求人情報の検索を自宅等学外から行えるよう

にし，効率的な就職活動を支援することとした。 
○ キャリアセンターにおいて，メール，電話による既卒者からの就職相談をジ

ョブカフェしまねと連携して開始した。なお，既卒者への案内はキャリアセン

ターホームページに掲載した。 
○ キャリアセンターのホームページを開設し，企業，在学生，既卒者向けに就

職情報を掲載した。 
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【６０】 
「国際交流センター」（仮称；平成

１８年度末までに新設）に「留学生

部門」を設置し，教育及び学生支援

を担当する副学長と協力し，留学生

の就学指導・生活支援を強化する。 

【６０】 
「国際交流センター」を平成１８

年度中に新設し，同センターの「学

生交流部門」において，各部局及び

関係センターと連携して，留学生の

就学指導・生活支援体制を強化する。

 
４月に設置した「国際交流センター」は，学生交流部門と学術交流部門の２部

門構成とし，各学部等から選出されたセンター教員６名を配置し，本学の国際化

推進の基盤体制を確立した。 
学生交流部門は留学生に対して全学を横断した就学・生活支援体制の確立・強

化のための重点事項として次のことを行った。 
・ 日英両言語による国際交流センターのホームページを開設し，内外に対し

て本学の国際化情報の発信を開始した。 
・ 大学推薦による国費留学生推薦等，国費による奨学金や冠奨学金等の推薦

にあたっては，公正を期すためにセンター教員全員で構成する各種奨学金等

選考専門委員会の審議に基づいて決定することとした。 
・ 外国語教育センター並びに各学部と連携し，教育改革推進経費により，派

遣留学生対象に①英語，ドイツ語，フランス語，中国語並びに韓国・朝鮮語

の特別語学教育プログラム開設，②協定校であるアーカンソー大学（アメリ

カ）及び慶尚大学校（韓国）から講師を招聘し，当該大学の留学・研修プロ

グラム紹介や留学中の留意事項などの情報提供を，また，受入留学生対象に，

日本語能力試験対策クラスの開講と島根県に特化した文化学習を実施した。 
 

【６１】 
 留学生のための外国語による情報

サービスの向上を図る。 

【６１】 
平成１８年度に新設する「国際交

流センター」において，留学生に対

する外国語による情報サービスの点

検を行い，多言語化による情報サー

ビスの充実を図るとともに，ホーム

ページ内容のさらなる充実及び管理

体制の整備を図る。 
 

 
国際交流センターでは，日英両言語による「国際交流センター」のホームペー

ジやリンク先の「島根大学・留学情報」（日・英・中の３ヵ国語で開設）等のコン

テンツ管理を随時実施するとともに各種イベント，奨学金募集等の最新情報を提

供することにより生活支援の充実化を図った。 

【６２】 
 留学生に対する奨学金の確保と資

金的援助を強化する。 

【６２】 
留学生に対する奨学金の確保と資

金的援助について学内で検討すると

ともに，留学生後援会や島根県留学

生等交流推進協議会など関連団体

に，奨学金の創設について依頼する。

 
・国際交流センター学生交流部門で，資金的支援のあり方を検討し，留学生後援

会の資金援助により留学生全員を留学生救援者費用保険へ加入させた。 
・本学の留学生１０名がしまね国際センターから「くにびき奨学金」として月額

２万円の支援を受けているが，支援の更なる充実化のため，島根県留学生等交

流推進協議会の場で，国際交流関連団体に留学生を対象とした奨学金の創設に

ついて依頼した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 研究に関する目標 

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 地域における知の拠点として，社会の要求に応えられる多様な学問分野を育成するとともに，特色ある研究を強化し，国際的に評価される研究拠

点を構築する。 
② 研究成果を学内研究者で共有するとともに，積極的に社会に還元する。 
③ 国内外のトップレベルの水準として評価される研究を維持・創出することを目指す。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【６３】 
○ プロジェクト研究推進機構の重

点研究プロジェクトについては，

学外の専門家を含めた評価を年度

末までに行い，その結果を計画最

終年度にあたる平成１９年度計画

に反映させる。 
 

 
平成１７年度から毎年度実施しているプロジェクト研究の研究成果報告会を平

成１９年２月２７日に開催し，学外専門家を交えた委員会によって平成１８年度

評価を行った。その結果をもとに重点研究部門については平成１９年度計画を策

定した。 

○ 平成１８年度末までに計画が終

了する萌芽研究プロジェクトにつ

いては，評価結果を基に新規の重

点研究プロジェクトを立ち上げる

ためのプレリミナリープロジェク

トを準備する。 
 

平成１７年度から２年計画で実施した萌芽研究プロジェクトについて外部評価

を行い，今後の新たな重点研究プロジェクトを目指したプレミナリープロジェク

トを選定した。 

【６３】 
 学部・大学院及び学内共同教育研

究施設がカバーする多様な学問分野

を活かし，本学の設置理念・目的，

人的あるいは物的条件，地理的歴史

的条件等を考慮した特色ある分野の

研究体制，分野横断的な重点研究プ

ロジェクト並びに産学官連携研究の

推進強化を図る。 

○ 島根県，雲南市，松江市及び国

土交通省中国地方整備局との包括

協定を基礎に，環境，過疎・高齢

化，観光等の地域の特性を生かし

たテーマで具体的な共同研究プロ

ジェクトを推進し，本学の多様な

研究活動を育成する。 

島根県との包括協定に基づき，県公設試験研究機関（農業技術センター，産業

技術センター等）との共同研究をさらに発展させるため，内閣府「地域の知の拠

点再生プログラム」に軸を置いた省庁関係外部資金導入に関する協議を進めた。

これを踏まえて，科学技術振興調整費による地域再生人材創出拠点の形成プロジ

ェクトを計画しＪＳＴに応募した。 
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 ○ 地域の新産業育成に貢献しうる

健康食品開発，医療技術，水質改

善技術等の研究分野において引き

続き産学官連携事業を推進する。

プロジェクト研究推進機構の重点研究プロジェクト「健康長寿社会を創出する

ための医農工連携プロジェクト」において，柿の実エキスの開発，骨折に関する

再生医療（患者自身の骨でネジを作成）の臨床治験を行った。また，「Ｓ－ナノテ

クプロジェクト」においては，酸化亜鉛発光デバイス研究が科学技術振興機構（Ｊ

ＳＴ）実用化に向けた試験研究「育成研究」として採択され，鉛フリー強誘電体

材料の研究では，ちゅうごく産業創造センターと連携して技術シーズ育成のため

の「研究会」を組織し，地域の企業を含めた活発な産学官連携活動を推進した。 
 

【６４】 
大学として重点的に取り組む領域

について，次の分野の強化を図る。 
・ 地域社会の課題に対応し，産学

官が連携して学術的・文化的・経

済的価値を創出する研究を推進す

る。 
・ 統合後に新たな展開が期待され

る医学系と人文社会科学系，自然

科学系，工学系の連携融合によっ

て，過疎・高齢化等の諸問題の解

決をめざした研究を推進する。 
・ 本学の研究業績の蓄積・立地条

件等を活かして，国際的に通用す

る独創的な研究分野を強化・育成

する。 

【６４】 
○ 平成１８年３月に実施したプロ

ジェクト研究推進機構の評価結果

をふまえ，研究体制強化のため重

点研究プロジェクトにおけるポス

ドクの雇用を倍増する。 
○ 重点研究プロジェクト主催の国

際研究集会を開催するとともに，

研究成果の国際誌への投稿数を平

成１７年度よりも増加させる。 

 
○ 重点研究プロジェクトの研究体制強化のため重点研究人件費枠により研究員

を雇用した。 
 平成１７年度 研究専念教員 １名， 

          非常勤職員（研究員） ２名 
   平成１８年度 研究専念教員 １名， 
          非常勤職員（研究員） ８名 
○ 国際研究集会開催 
 ・平成１８年９月にテキサス州立大学ダラス校で Shimane-dallas Metroplex 

Workshop を開催し，Ｓ－ナノテクプロジェクト（重点研究プロジェクト）

の成果を中心にナノテクノロジー関連の研究発表を行い，共同研究に向けた

協議を行った。 
 ・汽水域の自然・環境再生研究拠点形成プロジェクト（重点研究プロジェクト）

が汽水域研究センターとの共催により，平成１９年１月に，「汽水域の再生と

その持続可能性」をテーマに「汽水域国際シンポジウム２００７」を開催し，

インド，オランダ，ニュージーランドからの招待研究者を含め延べ４００名

を超える参加者を得た。 
 ・汽水域研究センターは，平成１８年１１月に，日本長期生態学研究ネットワ

ーク（JaLTER)において，斐伊川水系宍道湖・中海をモニタリングするため

のコアサイトに登録された。 
 
○ プロジェクト研究による研究成果の国際誌への投稿数 
 ・平成１７年度 １３９編 
 ・平成１８年度  １９３編 
 

【６５】 
 教員ごとに研究状況の内容・成果 

【６５】 
平成１８年度末を目途に，大学評

 
国立大学の中で初めて大学評価情報データベースと連動して教員ごとに研究論 
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をまとめたホームページをさらに充

実させ，積極的に学内外に公表する｡ 
価情報データベースの教員情報入力

システムを活用して，教員ごとの研

究状況の内容・成果をまとめたホー

ムページを作成し，公表する。 
 

文等の成果を見ることのできるリポジトリを構築して，附属図書館のホームペー

ジからＷｅｂ上で閲覧できるようにした。併せて，ＪＳＴのＲｅａＤに準じた研

究情報データベースを構築した。 

【６６】 
 平成１７年度から，隔年ごとに各

研究組織の主要な研究成果並びに分

野横断的な重点研究プロジェクトの

研究成果を総説の形で冊子にまと

め，ホームページに掲載し学内外に

公表する。 

【６６】 
○ 平成１８年６月までに，試行的

に平成１７年度にまとめた研究成

果を冊子及びホームページで公開

する。 
○ 平成１８年度末までに研究成果

公表制度を構築する。 
 

 
○ 各研究組織の主要な研究成果及び分野横断的な重点研究プロジェクトの研究

成果を「島根大学お宝研究」として取りまとめホームページに公開するととも

に冊子を作成し，関係機関等に配布した。 
○ 研究戦略会議において各委員が各研究組織の主要な研究成果を毎年取りまと

め，「島根大学お宝研究」として学内外に広く公表することを決定した。 

【６７】 
 研究支援の連携調整機能及び知的

財産の創出・管理機能を強化するた

めに，平成１６年度末までに，知的

財産・特許取得・利益相反に関わる

学内諸規則を整備し，周知を図る。 

【６７】 
○ 知的財産の創出・管理機能を更

に強化するため，整備済み制度（知

的財産ポリシー，職務発明規程，

発明審査委員会規則，職務発明等

に対する補償金支払要項）の見直

しを行う。 
○ 平成１８年６月末を目途に利益

相反マネジメントポリシーを策

定，周知する。利益相反マネジメ

ントポリシーに基づき，平成１８

年９月末を目途に諸規則を整備

し，利益相反マネジメント制度を

構築する。 
 

 
○ 審議の実効性・機動性を高めるため，産学連携センターの全ての専任教員を

発明審査委員会に委員として加える等の委員構成の見直しを行うとともに，委

員会で審議する「発明等届」の添付資料として「発明届補足書（審査資料）」の

提出を求め，審議の迅速化を図った。併せて，学生に対する補償金制度を整備

した。 
 
○ 利益相反に関する理解を深めるため，学内で研修会を実施し，学内意見を聴

きながらマネジメントポリシー，マネジメント規則を制定し，本学に相応しい

利益相反マネジメント体制を構築し，併せて，このポリシー，規則を踏まえた

自己申告に係る具体的な手続き等を定めた。 

【６８】 
 平成１６年度末までに，既存の共

同研究センターを改組し，リエゾ

ン・知的財産等に関する専門能力を

有する人材を整備して，「産学連携・

支援センター」（仮称）を設置し，研

究成果や発明等の知的財産の創出と

【６８】 
○ 平成１８年４月１日に産学連携

センター連携企画推進部門に教員

を配置し，リエゾン機能の強化を

図る（①産学官連携活動の企画，

②推進及び調整，研究プロジェク

トの企画，推進及び実施，③産学

 
○ 平成１８年４月１日付けで産学連携センターに連携企画推進部門専任教員と

して講師を新たに配置し，各種競争的資金への取りまとめ・申請業務，情報収

集提供業務，コーディネート活動及びシーズ集作成業務，大学の具体的な研究・

開発の事例に対するＭＯＴ解析をはじめとした活動を行い，発明審査委員会委

員として知的財産創出活用活動を行った。 
○ 上記の平成１８年度から新たに配置した専任教員と，知的財産創活部門の専
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社会への還元を効率的かつ積極的に

推進する。 
官連携活動の実践的研究と活用）。

○ 産学連携センターの連携企画推

進部門から既設の知的財産創造活

用部門への業務の流れを整理し，

産学連携活動を一元的に管理，推

進できる体制を平成１８年度の前

半に確立する。 
 

任教員とが協力して知的財産の創出活動及び知的財産を活用した産学連携活動

が展開できる体制を整えた。これらの活動を実効的に進めるため，センター長

と専任教員で毎週活動協議会を開催し協議することによって，産学連携活動の

一元的な管理・推進を可能にした。 

【６９】 
○ 汽水域研究に関する国際研究集

会を開催する。 

 
汽水域の自然・環境再生研究拠点形成プロジェクト（重点研究プロジェクト）

が汽水域研究センターとの共催により，平成１９年１月に，「汽水域の再生とその

持続可能性」をテーマに「汽水域国際シンポジウム２００７」を開催し，インド，

オランダ，ニュージーランドからの招待研究者を含め延べ４００名を超える参加

者を得た。 
 

○ 中国寧夏大学・島根大学で合意

した国際共同研究所枠組み協議書

に基づき，寧夏国際共同研究所で

の研究活動を開始する。平成１８

年度中は特定研究プロジェクト

（寧夏プロジェクト），萌芽研究プ

ロジェクトについて共同研究を推

進する。 

平成１７年度に中国寧夏大学・島根大学で合意した国際共同研究所枠組み協議

書に基づき，平成１８年６月からは実際に現地駐在研究所員２名を派遣し，本格

的・継続的な共同研究を開始した。平成１７年度に引き続き，プロジェクト研究

推進機構（特定研究部門）の寧夏プロジェクトとして「農村から都市への人口流

出のための都市基盤の整備調査」「寧夏南部山区固原市彭陽県の生態建設調査」を

行った。また，５月に中国・大連で開催された日中の大学関係者を集めて行われ

た JBIC（国際協力銀行）の説明会には，事業の優良事例として両大学（寧夏大学

長と島根大学・共同研究所顧問）が招かれ，成果報告を行った。 
 

【６９】 
 重点的研究プロジェクトや特色あ

るプロジェクトを育成し，国際的な

研究拠点を形成するため，研究戦略

会議において全学的戦略及び方針等

を計画し，推進する。 

○ 特定研究プロジェクト（テキサ

スプロジェクト）の推進を図り，

重点研究プロジェクトと連携して

具体的テーマについてテキサス州

研究者と共同研究を進めるととも

に，新たなテーマ設定についても

協議する。 

テキサスプロジェクトとして６月にテキサス州立大学から２名の研究者を招

き，ナノテクノロジー，水環境プロジェクトについて意見交換を行った。また，

７月に北テキサス大学から１名の研究者を招き，ナノテクノロジーについて意見

交換を行った。 
９月にテキサス州立大学ダラス校で Shimane-dallas Metroplex Workshop を

開催し，Ｓ－ナノテクプロジェクトの成果を中心にナノテクノロジー関連の研究

発表を行い，共同研究に向けた協議を行った。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 研究に関する目標 

② 研究実施体制等の整備に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 研究体制を整え，研究目的・目標の達成に結びつける。 
② 研究目的と規模に応じて，適切な研究支援体制と研究環境を整備する。 
③ 研究活動等の状況や問題点を把握し，研究の質の向上及び改善を図るための評価システムを整備する｡ 
④ 組織の改組転換を含め，教育機能，研究機能を再検討し，教育研究の進展や社会的要請に柔軟に対応する。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【７０】 
○ 研究活動に対する意識改革と高

揚のための全学的なフォーラム，

シンポジウム等を研究戦略会議が

中心となって実施する。 
 

 
学内初の取り組みとして島根大学研究フォーラム２００７「島根大学にとって

の研究とは？」を開催して，これまでに取り組んできた研究活動を検証するとと

もに，今後の研究活動の在り方や方向性について，広く意見交換を行った。 

【７０】 
 平成１８年度末までに，学部･研究

科等を越えた研究ユニットの編成方

法や全学的な支援方法に関する検討

を行い，順次可能なところから具体

化する。 
○ 平成１８年度末を目途に，優秀

な研究者（人材）を確保するため

の人事管理・組織管理制度の見直

し案を策定する。 
 

優秀な人材を確保するための制度の見直しについて，研究戦略会議で人件費や

人事管理制度の課題を整理した。また，優秀な研究者確保の方策の一つとして，

プロジェクト研究推進機構において分野横断型の重点研究部門で優秀な若手研究

者８名（うち外国人３名）をポスドクとして雇用した。 

【７１】 
 重点研究プロジェクトに特化した

時限付きの研究組織を設置する。 

【７１】 
１８年度計画なし 
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【７２】 
 優れた成果や特色ある成果が期待

できる学問領域（重点研究プロジェ

クト）を設定し，重点的な研究費配

分を行う。この重点研究プロジェク

トは３年ごとに見直す。 

【７２】 
平成１７年度に設置した重点研究

プロジェクトに対して，平成１８年

３月に実施した研究成果の評価結果

に基づき，重点的な研究費の配分を

行う。 
（重点研究プロジェクトは以下の４

プロジェクト①汽水域の自然・環境

再生研究拠点形成プログラム，②健

康長寿社会を創出するための医工農

連携プロジェクト，③中山間地域に

おける住民福祉の向上のための地域

マネジメントシステムの構築，④S－
ナノテクプロジェクト） 
 

 
平成１８年度の重点研究プロジェクトの予算配分に当たり，平成１８年３月に

外部評価委員を含んだ評価会を実施して外部評価を取入れ，平成１８年度の各重

点研究プロジェクトへの経費配分案を作成した。さらに平成１９年度の予算配分

に当たっても，平成１９年２月に評価会を開催し，同方式を用いて経費配分案を

作成した。 

【７３】 
平成１８年度末までに，人材派遣

会社等との提携により，研究支援に

関わる人材を確保し，効果的に活用

できる体制を確立する。 

【７３】 
平成１８年度末までに共同利用の

研究設備のオペレーターの確保制度

を確立する。 
 

 
総合科学研究支援センターの物質機能解析分野において，共同利用の研究設備

に関して，オペレーターを配置できる条件等を定めた「研究基盤設備へのオペレ

ーター配置に関する基本的な考え方（原案）」を策定した。 

【７４】 
 一定の期間特定の教員が研究に専

念できる，研究専念・役職免除制度

を策定する。 

【７４】 
平成１８年度末までに教員のサバ

ティカル研修（長期研修）制度につ

いての問題点を整理し，制度化のた

めの原案を策定する。 
 

 
他大学の先行事例を参考に，研究戦略会議において問題点等について検討して

「島根大学サバティカル規則（原案）」を策定した。 

【７５】 
 教職員・学生の海外派遣を推進す

るための大学独自の経済的支援体制

の構築を図る。 

【７５】 
平成１６年度の学内予算編成にお

いて設けた，大学の個性化を図る重

点的な教育・研究プロジェクト等に

配分する「政策的配分経費」に，新

しく「社会・国際連携推進費」を設

け，大学の国際化を推進する学術交

流の取組みに関する教職員等の海外

派遣事業を展開する。 

 
・学外の諸団体が募集する国際交流にかかる奨学金情報はホームページで，文部

科学省・海外協力機関等が公募する海外支援事業はその都度メールによる周知

を継続し，外部資金獲得推進を図っている。 
・「政策的配分経費」に新しく「社会・国際連携推進費」を設け，学術・学生交流

を通して本学の国際化推進をめざす取組みに対して支援する経費を確保した。

その経費で法文学部教員を山東大学（中国）へ，教育学部教員を釜山教育大学

校（韓国）並びに浙江大学教育学院（中国）へ，医学部教員を寧夏医学院へそ

れぞれ派遣した。 
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・島根大学国際交流事業基金による「帰国外国人留学生に対するフォローアップ

のための派遣プログラム」を創設し，教育学部教員を亀尾市（韓国）へ，総合

理工学部教員を大連市（中国）へ派遣した。 
・海外留学を目指す学生のために，国際交流センターと外国語教育センターが連

携し各種支援プログラムを開発・提供している。 
 

【７６】 
平成１８年度末までに，「総合科学

研究支援センター」を中心として，

研究機器及び研究設備の整備計画を

策定し，これらを集中管理し共同利

用できる体制を整える。 
 

 

【７６】 
平成１７年度に策定した共同利用

設備・機器の整備計画に基づき，総

合科学研究支援センターを中心とし

て以下の取り組みを推進することに

より，中期計画に掲げた平成１８年

度末までの体制整備の目標を達成す

る。 
① 過去３年間の共同利用の実績に

ついて評価し，共同利用機器の運

用システムの改善点について検討

を行う。 
② 共同利用設備・機器のより有効

かつ効率の良い利用システムを整

備する。利用率を高めるため利用

者講習会・実験技術講習会の充実

など，利用者の便宜を図るための

取り組みを強化する。 
③ 「なるべく故障を起こさないた

めの機器使用のノウハウ」を盛り

込んだ利用マニュアルの作成を行

うとともに，留学生向けの利用規

程の整備，充実を図る。          
④ 学外者による利用体制を早急に

構築するため，施設・機器利用料

や消耗品費等の徴収に関連した規

程などの策定を中心に，学外者に

よる利用に関わる制度及び利用マ

ニュアルの整備を進める。 

 
平成１８年度計画の各項目に対し，総合科学研究支援センターでは次のことを

行った。 
① 各分野では，過去３年間の利用実績を集計し，利用実績の多い機器の維持管

理を重点的に行い，利用者の少ない機器の利用促進を図った。物質機能解析分

野では，Web を利用した共同利用機器の情報システムを作成し，平成１９年度

より本格運用することとした。 
②  各分野では，平成１８年度に次の研究設備等の整備を行い，講習会等を実施

した。 
・研究設備整備計画に基づく学内の政策的配分経費等により，出雲キャンパス

において，動物実験用オートクレーブ外１０点の主要な設備の導入を行い共

同利用体制を整備した。また，松江キャンパスにおいては，遺伝子機能解析

分野において，共同利用機器を集中配置したバイオ教育研究支援室の整備を

進めた。平成１８年度は空調と吸排気設備，汎用機器類の整備を実施し，利

用体制を整えた。 
・各分野では，利用者の便宜を計るため，実験や機器操作等の講習会・説明会

を積極的に行った。平成１８年度は，遺伝子実験講習会外９件の利用者講習

会や実験技術講習会を開催した。 
③ 総合科学研究支援センターでは，ＲＩ実験施設機器利用のマニュアル外４件

のマニュアルや機器使用説明書の整備や，既成の利用マニュアルの改訂を行っ

た。なお，留学生に対しては，一部機器の英語標記や個別説明を行い，今後マ

ニュアルの英語版を準備中である。 
④ 平成１９年度に全国国立大学の化学系研究設備の共同利用を目指した「化学

系研究設備有効活用ネットワーク」の構築が準備されており，このネットワー

クを活用することを，本学の「研究設備の基本的考え方」に盛り込んだ。併せ

て，関連する学内規程等の検討を始めた。 
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【７７】 
 「評価室」において，大学評価・

学位授与機構等が定める評価基準に

対応した，多面的に研究業績を評価

するシステムを確立する。 

【７７】 
○ 平成１８年度に，大学評価情報

データベースの教員情報入力シス

テムにより，各教員が研究等デー

タの入力を行い，大学評価評議会

が定める評価方針に基づき，研究

の質の向上及び改善を図るための

研究実績等の評価を試行的にスタ

ートさせる。 
○ 研究活動等の状況や問題点の把

握とその共有化のため，平成１８

年度末を目途に，大学評価情報デ

ータベースの教員情報入力システ

ムを活用して，研究協力課におい

て，教員ごとの研究状況の内容・

成果をまとめたホームページを作

成し，公表する。（No.65 参照） 
 

 
○ 教員のデータ入力を全学で開始した。全学の教員評価基準を策定し，これを

基に教員個人の研究活動について組織的に試行評価を実施した。その結果，教

員の活動状況について，個人はもとより組織的に検証することができることと

なり，平成１９年度から本格実施することを決定した。 
 
○ 教員の研究活動の状況に係るデータについては，内容をまとめたものをホー

ムページで試行的に公開した。 

【７８】 
 全学共有スペースをさらに整備

し，競争的資金を獲得した教員や学

部・研究科等を越えた研究ユニット

等のための実験・研究スペースとし

ての活用を図る。 

【７８】 
「島根大学における施設の有効活

用に関する規則」（平成１７年７月６

日制定）に基づき，競争的資金を獲

得した教員や，学部・研究科等を越

えた研究ユニットの実験・研究スペ

ースとして有効活用を促進する。 

 
全学的な研究の質の向上及び改善を図るため，次のようにスペースの有効活用

を実施した。 
・総合科学研究支援センターの実験動物分野及び生体情報・ＲＩ実験分野では，

重点研究プロジェクトの研究推進のために，センター内施設の居室３室を利

用して研究を行った。生体情報・ＲＩ実験分野は医学部共用スペースの４室

を利用して，大型プリンター室，フォトスタジオ，画像処理室及びスライド

作製室として使用し，学内で延べ約１万件の利用実績を上げた。物質機能解

析分野では，全学共有スペースの１室を低温物性計測機器室として利用し，

学内の汎用性・共通性の高い関連機器を集約し有効活用を促進した。 
・総合理工学部の共有スペース１室を利用して，総合理工学部，教育学部及び

松江高専の研究者による共同研究を行った。 
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【７９】 
 平成１７年度末までに，特に顕著

な功績のあった研究者に対して，功

績賞等を授与する表彰制度を確立す

る。あわせて，受賞者の公開特別講

演会を実施する。 
 

【７９】 
平成１８年度中に，大学評価情報

データベースの教員情報入力システ

ムを活用した教員評価による功績者

表彰制度を策定し，実施する。 
 

 
特に顕著な功績のあった研究者を表彰するため，研究表彰に関する要項を策定

し，平成１９年度から本格実施することとした。 

【８０】 
島根大学と島根医科大学との統合

により新生される医学と工学・基礎

生物学をはじめ，他分野との複合・

融合領域の教育研究体制の整備拡充

を積極的に進める。 

【８０】 
平成１７年度に複合・融合領域の

研究プロジェクトとしてプロジェク

ト研究推進機構に設置した次の重点

研究プロジェクト及び萌芽研究プロ

ジェクトを推進する。 
① 重点研究プロジェクト 
 ・健康長寿社会を創出するための

医工農連携プロジェクト 
 ・中山間地域における住民福祉の

向上のための地域マネジメント

システムの構築 
② 萌芽研究プロジェクト 
 ・医療・福祉施設の居住性向上に

関する試験研究プロジェクト 

 
プロジェクト研究推進機構の各研究プロジェクトにおいて積極的に医・工・農

連携のプロジェクト研究を進め，平成１８年度は以下の成果を上げた。 
① 重点研究プロジェクト 
ア 健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクト 

・自骨を骨折治療のための骨スクリュー（平成１７年度に開発）として用いて

実際に臨床手術を２度行い成功した。（医・工連携） 
・胎児の成長を詳細に計測し，発生の標準曲線を数学的に解析することによっ

て疾患の早期診断へ一歩前進した。（医・数理連携） 
・DHA，CoQ１０，緑茶カテキンなどがニューロンを再生する機能を可視的に

確認し，認知症治療への道が開けた。（医・農連携） 
イ 中山間地域における住民福祉のための地域マネジメントシステムの構築 

・雲南市の中山間地域を対象に詳細なアンケート調査と疫学的な視点からの健

康調査を行い，「生き甲斐」を支える健康と社会環境についての因果関係を明

らかにした。（医・社会科学連携） 
ウ S-ナノプロジェクト 

・本学独自に開発した酸化亜鉛超微粒子をナノ粒子蛍光標識剤として応用する

ことによって，ガン細胞の検出が安全かつ容易に行える見通しを得た。（医・

工連携） 
エ 重点研究プロジェクトで得られた研究成果について「サイエンスカフェやサ

イエンスデリバリー」として，地域住民向けの公開講座を開催した。（平成１７

年度２回４８名，平成１８年度１２回３５４名） 
② 萌芽研究プロジェクト 

医療・福祉現場の居住性向上に関する試験研究プロジェクト 
・地域産の木材や和紙などの天然素材を壁材に利用して，快適な医療・福祉環

境を実現できることを実証した。（医・農連携） 
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【８１】 
 情報処理技術の進展に伴い，研究

内容や成果を含めた多様な情報サー

ビスの提供，教育研究体制の充実を

図るため，情報関連組織を平成１７

年度末までに再編整備する。 

【８１】 
○ 平成１７年度末の組織整備方針

に従い，平成１８年度には，島根

県や情報関連産業との連携を密に

して組織する「実務的システム開

発ラボ」を軌道に乗せ，全学の情

報基盤の充実を図るとともに，高

い情報処理能力を身に付けた学生

の育成に着手する。 
○ 情報処理についての実務的能力

を持った学生を育成するために，

総合情報処理センターとして総合

科目の授業を１コマ開講する。 
 

 
○ 実務的システム開発ラボラトリとして島根県産業技術センターと共に，教員

１名，学生３名，協力研究員２名で，「３次元高次対話型システムのためのユー

ザインタフェース及びコンテンツ開発」に関する研究をスタートさせた。 

 

○ 個人情報の保護に必要となる基本的な知識を修得するため，総合情報処理セ

ンターで，３年次生以上を対象とした教養科目である総合科目「個人情報を守

る理論と実践」を前期に開講し，３７名の受講者があった。事務部門の７課に

おいて，演習として学生は具体的なリスク分析に取り組んだ。学生の授業評価

では平均を上回る高い評価を得た。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

① 社会との連携，国際交流等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 「地域とともに歩む大学」として，生涯学習社会に対応した社会貢献の推進，地域産業界・地方公共団体との連携を強化し，学内外の研究組織･機

関との連携･協力を図る。 
② 独自の国際貢献に関する目標を明確にし，推進する。 
③ 外国人留学生の積極的な受入を図るとともに，受入体制の整備を推進する。 
④ 海外の大学・研究機関等との連携・交流を推進するとともに，国際共同研究を推進する。 
⑤ 外国人研究者の受入体制を整備する。 
⑥ 海外先進教育研究実践支援プログラム等，教職員の海外派遣体制を整備する。 
⑦ 学生の海外派遣を推進する。 
⑧ 附属図書館は地域社会との連携及び国際化への対応を推進する。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【８２】 
 全学的な大学公開講座の実施体制

を強化し，「生涯学習教育研究センタ

ー」がその中心的な役割を果たす。 

【８２】 
生涯学習教育研究センター公開講

座専門部会で検討，承認した「大学

公開講座の在り方」を実施に移し，

大学公開講座の全学的な実施体制を

確立する。そのために，生涯学習教

育研究センターを核とした学内組織

の充実を図る。 
 

 

本センター公開講座専門部会で策定した「大学公開講座の在り方」に基づき，

本学の公開講座・公開授業を前期と後期に分け，広報から開講まで新しい方式で

実施した。その結果，公開講座数で，前年度比１．３３倍の３３講座，公開授業

で前年度比３．４６倍の８３講座と増加し，受講者総数も１．３５倍の６６５人

となった。また，本センターと学部，他センターとの関係では，それぞれの組織

の大学開放講座等，地域貢献活動の広報活動を担当する等の協力関係を構築した。 

 

【８３】 
平成１７年度に，地域の生涯学習

推進に資する大学のあり方を検討す

るため，大学と地域の関係機関・団

体からなる「島根生涯学習推進協議

会」（仮称）を設置する。 

【８３】 
本学における社会貢献を推進する

ため，平成１６年度に設置した「島

根大学・島根県教育委員会等四機関

連絡協議会」での協議をもとに，本

学と県・各市町村教育委員会など関

係機関・団体からなる「島根生涯学

習推進協議会」（仮称）の設置計画を

定め，各市町村と設置に向けた具体

 

○全学の取組 

本学の社会貢献を推進するため，「島根大学・島根県教育委員会等四機関連絡協

議会」での協議を継続した。協議会では，県・各市町村教育委員会などの関係機

関・団体・施設の職員の研修制度ニーズについて全県調査を実施するとともに，

その報告に基づき指導者養成制度を平成１９年度に見直し，モデル講座を実施す

ることとした。 

また，指導者養成講座の実施を軸に各市町村との関係を強化し，「島根生涯学習

推進協議会」（仮称）の設置の促進に努めることとした。 
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的な協議を行う。学外の生涯学習関

係機関・団体との連携・協力関係を

強化するとともに，大学へのニーズ

を把握し，具体的な社会貢献の在り

方を検討する。 
 

○学部等の取組 

 総合理工学部と生物資源科学部では，今年も，松江東高等学校のスーパーサイ

エンスハイスクール（ＳＳＨ）事業や出雲農林高等学校の目指せスペシャリスト

事業に協力するとともに，大社高等学校，大東高等学校及び松江農林高等学校の

大学見学・授業参観を受け入れた。 

【８４】 
 「大学教育開発センター」におい

て，教養教育科目を中心に，一般市

民及び高校生への授業公開を推進す

るための実施体制を整備する。 
 

【８４】 
○ 教育開発センターと生涯学習教

育研究センターの連携により，市

民向け企画「島根大学公開授業」

を充実・強化し，原則としてすべ

ての教養教育科目を公開する体制

を整備する。 
○ 放送大学との単位互換に関する

協定書・覚書の改定計画に合わせ

て，放送大学一般市民学生(全科履

修生)の授業履修を推進する体制を

整備するとともに，高校教育への

連携を強化する。 
○ 大学と県校長協会との間に高大

連携を協議推進する窓口機関を設

置し，高校生への授業公開と単位

化，出張講義，大学見学等の高校

教育支援活動のあり方について検

討する。  

 
○全学の取組 
・「島根大学公開授業」について，教養教育科目と専門教育科目を合わせて前期５

１科目，後期３２科目を公開し，延べ２０８人（平成１７年度実績は２４科目

で延べ８６人）が受講した。 
・ＦＤ活動の一環として開催する「授業コンテンツを豊かにするアジア歴史資料

センターの活用」の講演会を学内のみならず，広く学外にも周知して実施し，

一般市民の参加（参加者３０名）を募った。 
・オープンキャンパスを実施し，県内県外の高校生に対する学部別のオリエンテ

ーション，模擬授業等を通じて，島根大学についての情報発信を行った。 
・校長会と連携し，従来の「入試懇談会」を改め，「教育・入試懇談会」を開催し

た。準備協議の中で，高大連携のあり方・推進等について，必要に応じて校長

協会理事会の場で協議を進めることで合意した。 
・島根大学の教育をめぐる現状と課題（入試，就職を含む）について，県教育委

員会と協議した。 
・高校への出張講義，高校からの大学見学・授業参観の受け入れ等について，社

会・国際連携課を窓口にして組織的に対応し，計画的に実施する体制を整えた。 
・放送大学との単位互換については，年度計画【４】の『計画の進捗状況』参照。 
 
○学部の取組 
・教育学部，総合理工学部及び生物資源科学部では，松江東高等学校のスーパー

サイエンスハイスクール（ＳＳＨ）事業に協力した。また，医学部は，スーパ

ーサイエンスハイスクールに指定されている益田高校の大学見学に協力をし

た。 
・全学部が県内外の高等学校の要請に基づき，高等学校で出前授業を行った。（延

べ１７校） 
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【８５】 
 一般市民の大学に対するニーズに

応えるため，大学相談窓口の開設を

検討し，教職員と学生の共同によっ

て，教育相談，学習相談，法律相談

等に対応する市民相談体制を整備す

るとともに，地域住民から大学に対

する要望等を聞く体制を整える。 

【８５】 
○ 平成１７年度に，大学への来訪

者や電話の問い合わせ窓口を総務

部総務課に一本化し，ＮＴＴ電話

帳，大学ホームページ，各種印刷

物等において明確化した。この第

一次相談窓口を通して，教育相談，

学習相談，法律相談等の担当部署

に迅速，確実に連結する体制の定

着を図る。 
○ 学外においては，市町村と連携

して教育相談，学習相談，法律相

談等を学生教育と係わって出張開

設しているものもあるが，地域住

民のニーズに対応するため常設的

な大学の情報窓口，相談窓口の設

置が求められており，その設置に

ついて検討する。 
 

 
○ 平成１７年度に明確化した学外者からの照会等に対応する第一次相談窓口に

ついて，教育相談，学習相談，法律相談等の担当部署に迅速，確実に連結する

体制を確立するとともに，高大連携に関する窓口を社会・国際連携課に一元化

した。 
○ 地域住民の本学に対するニーズに対応するための学外常設的情報窓口，相談

窓口の設置（発展したものとして地域貢献のための地域拠点としてのサテライ

ト・キャンパス）が求められており，その設置について生涯学習教育研究セン

ターで検討している。 
○ 大正１３年に旧制松江高校の外国人宿舎として建築された旧奥谷宿舎が，平

成１８年１２月の文化審議会において国の登録有形文化財に登録されることと

なり，新聞，テレビ等で大きく報道された。この建物は歴史的価値が高く地域

の関心も高いことから，本学のミュージアム構想の一部としてその活用方法に

ついての検討を開始した。 

【８６】 
 「産学連携・支援センター」にお

いて，リエゾン機能を強化し，研究

成果の産業界への移転を推進し，地

域産業界の活性化に資する。 

【８６】 
○ 平成１８年４月１日から産学連

携センター連携企画推進部門に教

員を配置し，リエゾン機能の強化

を図り，知的財産創出のための活

動を推進する。 
○ 産学連携についての教員の意識

改革を図るため啓発セミナーを開

催する。 
○ しまね産業振興財団や松江高専

などと共同して，「しまね地域産学

官連携促進連絡会議」（仮称）を設

置し，産学官連携のネットワーク

強化を図る。 

 
○ 知的財産創出のための活動の推進については，年度計画【６８】の『計画の

進捗状況』参照 
○ 知的財産の扱いを含めた産学官連携活動に関する啓発のための講演会を総合

理工学部及び生物資源科学部において行った（担当者：産学連携センター専任

教員及び研究協力課職員）。また，医学部においては教職員・学生向けに知的財

産セミナーを開催し，知的財産創活部門専任教員が講演を行った。 
○ しまね産業振興財団と協力して「ネットワーク拠点重点強化事業」として地

域企業・研究機関等の連携による事業創出支援活動に取組んだ。また，「知的財

産関係者連絡会議」や「しまね知的財産総合支援センター」を通じての連携強

化（島根県・しまね産業振興財団・発明協会島根県支部等）を図り，知財活用

の体制を整備した。 
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【８７】 
 「産学連携・支援センター」が中

心となり，総合的相談の窓口機能の

拡充により科学技術相談を年間１５

０件に，また，リエゾン活動の強化

により共同研究を年間１００件まで

増加させる。 
 

【８７】 
○ 相談窓口機能の拡充のほか，産

学連携コーディネーター等が企業

を積極的に訪問し，企業のニーズ

を的確に把握することにより，中

期目標が掲げた科学技術相談１５

０件（年間）の目標を２００件に

上方修正し，共同研究件数１００

件を目途としてリエゾン活動を推

進する。 
○ リエゾン活動を強化するため

に，平成１８年４月１日より産学

連携センター連携企画推進部門に

教員を配置する。 
○ 科学技術相談や共同研究の活性

化のために，次のような取組みと

結合させる。 
・研究シーズ集の作成，研究シー

ズの広報活動 
・包括協定に基づく自治体等との

協働による産学連携事業の推進

・学外で開催される産学官連携推

進のためのコラボレーション事

業への参加 
・共同研究等の成果を実用化に結

びつけるための，研究開発マネ

ジメントセミナーの試行 

 
○ 産学連携コーディネーター，産学連携センター客員教授等も含めて積極的に

コーディネート活動を行った結果，科学技術相談件数については，平成１７年

度に引続き目標の２００件を達成した。（平成１７年度２４７件，平成１８年度

２０３件）さらに，共同研究についても，目標の１００件には及ばなかったが，

目標の９０％に当たる９０件（平成１７年度９１件）を確保し，中期計画期間

中の達成の足掛かりを作ることができた。 
○ 産学連携センター連携企画推進部門の教員配置については，年度計画【６８】

の『計画の進捗状況』参照 
○ 共同研究等の活発化のために，以下のような取組みを進めた。 

・ コーディネート活動（共同研究の企画推進） 
① 学内のシーズ展開型活動（ＪＳＴ「シーズ発掘試験」，ちゅうごく産業創造

センター「研究会事業」，しまね産業振興財団「可能性試験」等）を行った。 
② 地域企業へのニーズ対応型活動として関係教員との企業訪問を行い，共同

研究への展開を進めた。 
③ 「新連携支援事業」（中国経済産業局）として，すでに地域企業・地方自治

体と連携して進めている事業をより強固にするためにプロジェクトを立ち上

げ推進した（医学部）。 
・ リエゾン（宣伝，調査）活動 
① 学内のシーズ紹介のため新形式の研究シーズ集を作成（あわせてホームペ

ージに掲載）し，またパネルにしてイベントでの紹介を行った。 
② 企業のニーズ把握のため，共同研究事例調査をも兼ねて，企業のニーズ調

査を実施しデータベース化を推進し，また科学技術相談への対応よりニーズ

の把握を行った。 
③ 学外組織の連携の一環として政府系金融機関３行と覚書，協定書を締結，

とくに地域の中小企業のニーズ情報の収集を進めた。 
・ 地域企業との産学連携を促進するため，共同研究先の地域企業の事例ヒアリ

ングを行い，ＭＯＴを援用した解析を行うとともに，従来の支援システムの

再考を行い，今後の連携促進の知見を得た。これについては「第１回中小企

業産学官連携促進フォーラム」で報告した。また，学内においてＭＯＴセミ

ナーを２回開催した。 
・ 学外で開催される産学官連携推進のための各種イベント（４件）へ参加し，

大学のシーズ，研究成果の広報を行った。 
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【８８】 
 平成１９年度末までに，共同研究

を前提としてポストドクトラルフェ

ロー(ＰＤＦ)を地域企業等に派遣し，

研究成果が確実に地域産業の振興に

反映できる制度を検討する。 

【８８】 
 平成１８年度末までに，産学連携

による大学院教育も視野に入れた共

同研究を基礎とするポストドクトラ

ルフェロー（PDF）派遣制度を検討

する。 

 
共同研究で得た発明・特許などの成果を実用化・製品化するための具体的な方

法として，ポスドク派遣の有効性について複数の地元企業と意見交換を行った。

また，他大学の状況についても情報収集に努めた。今後，共同研究を開始する際

の契約条件や博士課程の教育システム等も含めて，継続的に検討していくことと

した。 
 

【８９】 
 ホームページやマスメディアを活

用して，地域住民・企業・地方公共

団体に向けての広報活動・情報発信

の強化を図る。 

【８９】 
○ 本学の広報・公聴活動の基本方

針として平成１７年度に策定した

広報プランに基づき，地域住民・

企業・地方公共団体等に向けた情

報発信の強化を図る。 
○ 広報・公聴活動の質的・量的強

化のために，平成１８年度から，

広報・公聴機能を総務課に移し，

学長室の事業とする。 
 

 
平成１８年度広報活動計画を策定し，これに基づき，従来の活動に加え，本年

度は以下の活動を行い，情報発信及び広聴の強化を図った。 
学外向けの広報・広聴活動については，※年度計画【１９３】の『計画の実施

状況等』参照 
学内的な広報・広聴活動としては，平成１８年１２月に本学学生に対し，生活

実態調査に併せ「意見・要望」事項の調査を実施した。 
※その他年度計画【１９４】の『計画の実施状況』参照 
平成１８年４月から広報・広聴に関する業務を学長室の事業とし，学長のリー

ダーシップのもとで広報・広聴活動の質的・量的強化を図った。 
平成１８年４月に学長のリーダーシップによる戦略的企画の策定・実施，全学

的課題のマネジメント，スポークスマン機能・秘書機能等の充実を図るため学長

室を設置したが，その一環として，広報・広聴に関する業務を学長室の事業とし，

総務部総務課の企画・法規・広報グループが所掌することとした。 
 

【９０】 
 ｢大学コンソーシアム山陰｣活動を

充実強化し，教員・学生の交流を積

極的に進める。 

【９０】 
「大学コンソーシアム山陰」の国

際交流に関する大学間交流会を開催

し，加盟大学が従来独自に実施して

きた学生海外派遣研修プログラムに

ついて，加盟大学の学生が相互に参

加できるよう，コンソーシアムの共

同プログラムとして提供することを

推進する。 
 

 

「大学コンソーシアム山陰」加盟大学で国際交流に関する大学間交流会を開催

し，各大学が独自に実施している各種交流プログラムを共同プログラムとして実

施することの合意を得た。この合意に基づき，本学が平成１９年２月～３月に主

催した春期アメリカ研修に鳥取大学の学生２名の参加を含め２１名の学生を派遣

した。また，１月に鳥取大学が主催した留学生大山スキー研修に本学留学生３０

名が参加した。 
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【９１】 
新設を計画している「疾病予知研

究センター」（仮称）において，「健

やかな長寿社会の形成に関する研

究」，特に高齢者の疾病・生活習慣

病・小児の障害の予知・予防に関す

る研究を推進し，地域社会・国際社

会との連携を強化する。 

【９１】 
「疾病予知研究センター」設置に

むけて，大学内，地域内，環日本海

を中心に国際的に行われている研究

を調査し，共同研究のテーマ，研究

のあり方について検討を進める。 

 
「疾病予知研究センターのあり方」及び「疾病の予知予防の研究」についての

調査・研究あるいは検討の一環として，次の事項を実施した。 
１） 本センターのあり方についての検討会及び学内・地域の研究についての調

査・研究を引き続き進めた。 
２） 島根大学重点研究プロジェクトに採用された研究を，疾病予知研究センタ

ーのモデル研究の一つとしてとりあげた。 
３） 実施事業として，７月に雲南市掛合町で自治体の協力を得て，「中山間地

における生活習慣病の予防対策」に焦点をあて，１，０００人規模の健診を

行った。 
４） 実施事業として，１０月に臨床研究をテーマに市内で約１００名，１１月

に基礎及び臨床研究をテーマに学内で約３０名の参加者を得て，疾病予防・

予知について一般向け講演会を地元自治体と共催した。 
 

【９２】 
 新設を計画している医学部附属の

「生涯学習研究支援センター」（仮

称）において，「医食同源」の視点か

らの地域住民・公的機関・企業等へ

の医療相談・薬相談・技術相談等の

実施，講演会・シンポジウム等の開

催を通して，地域社会との連携を強

化する。 

【９２】 
医学部附属の「生涯学習研究支援

センター」（仮称）に医療相談窓口を

設け，開催運営を行う。 
また，「高齢者の生活習慣病に関す

る講演会」を開催する。 

 
生涯学習社会に対応した地域住民の生涯学習教育を支援するために，「医学部市

民生涯学習支援室」を５月に医学部総務課内に設置した。支援室には，副学部長

（学部評価及び研究企画担当）を室長とし，医学科及び看護学科の教員，事務職

員を配置し，地域住民向け講座の開催情報の集約及び広報活動，島根大学生涯学

習教育研究センター及び医学部附属病院地域医療連携センターとの連携，協力関

連施設及び地方公共団体との連携・協力に関する業務を行う体制を整えた。 
また，支援室の活動内容を一般市民に周知するため「生涯学習支援活動のご紹

介」として医学部ホームページに掲載し，講演会等の開催についての紹介を開始

した。 
平成１８年度は，出雲市内を中心に県内の各地域で医療・福祉の相談会を交え

た公開講座等を１８回実施した。当該公開講座等では医療の最前線の紹介，地域

住民への健康に対する啓蒙と健康増進のための講演も包含している。 
【９３】 
 「国際交流センター」において，

国際貢献・国際交流に関する役割等

を，学部や研究センター等の教育研

究領域ごとに明確にするとともに，

平成１９年度末までに，本学の国際

貢献に関して規範とすべき基準を策

定する。 

【９３】 
国際交流センターを平成１８年度

に設置し，同センターにおいて，大

学憲章や国際交流センターの理念・

目的等をふまえ，本学の国際貢献の

規範等を検討する。 

 
１７年度に明示した国際交流センターの理念・目標に基づき，留学生への生活

支援の具体的実践，日本人学生への留学機会の提供，学術・研究交流の促進に努

めるとともに，国際交流センターが収集した各学部等の国際交流・国際貢献に対

する現状と将来計画情報を基盤にして，島根大学憲章に定めた「アジアを始めと

する国際社会の平和と発展に貢献」を実現するための規範等の策定について検討

を開始した。 
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【９４】  
「国際交流センター」において，

外国人留学生の受入体制及び奨学金

制度等の支援体制を整備する。 

【９４】 
 国際交流センターの学生交流部門

において，外国人留学生に対する相

談機能を強化するとともに，外国人

留学生に対する資金貸付制度の導入

を準備する。 
 

 
・１６年度に整備したチューター制度は順調に機能し，海外留学の経験を持つ学

生が積極的にチューターに就任し，その経験を生かした指導をするなど，学生

間でも留学生支援の機運が高まっている。また，留学生からの多岐にわたる相

談に対応するため国際経験が豊かで，かつ語学に堪能な研究員を採用し相談業

務に当たらせた。 
・留学生後援会の支援により，敷金貸与事業，医療費貸与事業等の制度を設け留

学生１名に敷金を貸与した。 
 

【９５】 
平成１７年度末までに，日本語教

育，日本文化理解のための支援体制

を充実させる。 

【９５】 
 日本語教育の新たな展開に向けて

学内関係部門で調整するとともに，

学外団体との連携を図り外国人留学

生への日本語教育環境を整備する。

 
・日本語ボランティア団体「いろはの会」を始めとする学外の留学生支援団体に

協力を依頼し，本学国際交流会館，くにびきメッセを会場にして，サバイバル

日本語習得を目指した講座を定期的に開講した。 
・学内横断的な日本語教育の実施に関しては，年度計画【６０】の『計画の進捗

状況』を，また学外の留学生支援団体との連携による日本文化体験学習に関し

ては，年度計画【９８】の『計画の進捗状況』参照 
 

【９６】 
 「国際交流センター」において，

帰国外国人留学生に対し,それぞれの

研究条件に応じた教育・研究活動の

支援,学術情報提供等のシステム（デ

ータベースの整備等）を構築し，活

用する。 

【９６】 
 国際交流センターで，帰国外国人

留学生に対して支援を行うためのデ

ータベース構築に向けて，情報収

集・情報提供が相互に行えるための

ニーズ調査を行い，帰国外国人留学

生の海外でのネットワーク形成を支

援する。 

 
国際交流センターで１８年度に創設した『帰国外国人留学生に対するフォロー

アップのための派遣プログラム』により，韓国亀尾市へ教育学部教員３名を，中

国大連市へ総合理工学部教員１名を派遣し，帰国後の活動状況を把握するととも

に，支援のためのデータベース構築に向けて帰国外国人留学生と協議した。また，

インドネシアに帰国した留学生間での本学同窓会設立計画に対して国際交流セン

ター教員が現地へ出向いて助言するなどネットワーク形成支援を行った。 

【９７】 
ホームページ外国語版の充実，英

文概要の内容の検討等，国際的な研

究交流を促進するために，海外に向

けた本学の広報活動の充実に取り組

む。 

【９７】 
 外国人留学生の積極的な受入れを

支援するために，国際交流センター

における活動内容を盛り込んだ広報

誌，ホームページを日，英，中，韓，

インドネシア語化するなど，多言語

化を一層推進する。 

 
外国人留学生の積極的な受入れのために，日，英，中の３ヶ国語でホームペー

ジを立ち上げているが，そのバージョンアップを行った他，海外に向けた本学の

広報活動として次の事業を実施した。①インドネシア語，韓国語についても，留

学生の協力を得ながらホームページ掲載原稿を作成しつつある。②『帰国外国人

留学生に対するフォローアップのための派遣プログラム』で海外に派遣した教員

を通じて，本学のパンフレット等による広報活動を行った。③インドネシアで開

催された日本留学フェア（ＪＡＳＳＯ主催）に参加し，インドネシア語による本

学の概要を配布して広報活動を行った。 
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【９８】 
県や市町村の国際交流機関との連

携を強化し，留学生を地域の伝統工

芸等の体験学習へ参加させる等，地

域住民との交流の場を通して国際理

解を深めるプログラムづくりを促進

する。 

【９８】 
○ 留学生の日本文化体験，地域に

おける体験学習の機会を設けるた

め，島根県下の諸機関と，ホーム

ステイ，体験型学習について調整

するとともに，試行的に実施する。

○ 小中高等学校への留学生派遣に

関して，要望団体や島根県留学生

等交流推進協議会への情報提供・

協力体制を整備するとともに，外

国人留学生に対して積極的に制度

を啓発する。 
 

 
○ １７年度に実施した自治体との協議において，双方が協力して実施すること

とした異文化理解能力向上支援プログラムを１８年度に実施し，奥出雲町の協

力で生活体験学習としてのホームステイ（１泊２日）に留学生１２人が参加し，

また，伝統文化の体験学習として浜田市教育委員会の協力で石見神楽体験（１

泊２日）に１０名が，世界遺産登録申請中の石見銀山と古代出雲の国の象徴で

ある出雲大社見学に２０名（内日本人サポート学生５人）が参加した。 
日本学生支援機構主催の『地域交流プログラム in 鳥取』に留学生７名及び日

本人学生２名を参加させ，環境意識の向上を図った。（９月） 
○ 小学校を始めとする初等中等教育機関へ留学生１０名を派遣し総合学習等へ

の支援を展開した他，地域との各種交流事業に１０４名が参加した。 

【９９】 
交流協定校との間の実績を評価

し，協定内容をより実効的なものに

するとともに，交流協定校を３０校

に拡大する。 

【９９】 
○ 平成１７年度に整備した海外の

大学等との交流協定締結及び更新

にかかる審査制度を基に，国際交

流センターにおいて，①新規の交

流協定締結時には，部局等が提出

する交流計画書の内容について審

査し，②協定書の更新時には，交

流実績評価を実施した上で，更新

を検討する。 
○ 国際交流センターにおいて，大

学組織としての政策と絡めた中長

期的な交流協定の在り方について

検討を開始する。 

 
○ 平成１８年度に有効期限が到来した協定校４校（トリブバン大学，リヨン第

３大学，中国農業大学，北京師範大学）との締結更新の可否について，１７年

度に整備した本学の締結・更新審査方針である『外国の大学等との交流協定締

結及び更新にかかる審査について』に基づき，関係部局から提出のあった交流

実績報告と将来計画を国際交流センター会議で審査し，いずれも締結を更新し，

計３７機関との交流協定を締結している。 
 
 
 
○ 大学としての国際戦略に基づいた中長期的な交流協定の在り方についての検

討については，年度計画【９３】の『計画の進捗状況』参照 

【１００】 
教職員を対象に，国際交流プロジ

ェクト実施に関する各種の調査手

法，企画提案書作成，外国語による

プレゼンテーション及び契約書作成

等の研修を実施する。 

【１００】 
 国際交流センターに設置する学術

交流部門を中心に，教職員対象の国

際交流プロジェクトにかかる研修事

業案を策定する。 

 
国際交流センター学術交流部門で検討を重ねた国際プロジェクト研修事業実施

計画に基づいて，国際化推進に積極的に取り組んでいる教員の海外派遣を実施し

た他，アーカンソー大学での春期海外研修には，事務系職員も海外の大学の大学

運営や国際交流に対する取組みの実状調査等が必要との指針により，ＳＤ研修を

兼ねた引率用務とした。 
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【１０１】 
「国際交流センター」は，教職員

を対象に,国際交流プロジェクト実施

に関する支援体制を整える。 

【１０１】 
 国際交流センターに設置する学術

交流部門を中心に，教職員に対し，

文部科学省国際開発協力サポートセ

ンターや国際協力機構（JICA）等の

情報提供を強化するとともに，それ

らの国際協力関係団体の実施する研

修会などへの参加の推進を行う。 
 

 
教職員に対し，文部科学省国際開発協力サポートセンターや国際協力機構

（JICA）等の情報提供と国際協力関係団体が実施する研修会などへの参加を推進

するためにメールとホームページによる周知をしている。 

【１０２】 
平成１８年度末までに，外国人研

究者の招聘資金，任用形態，宿舎等，

国際共同研究を推進するための外国

人研究者の受入体制を整備する。 

【１０２】 
○ 「政策的配分経費」に，新しく

「社会・国際連携推進費」を設け，

外国人の研究者の受入れを推進す

る。 
○ 外国人研究者の宿泊施設確保の

ため，国際交流会館等の拡充を図

る。 
 

 
○ 「政策的配分経費」の「社会・国際連携推進費」と国際交流事業基金での事

業で教員を海外へ派遣し，島根大学の研究シーズの紹介とともに本学での研究

環境や滞在中の生活支援などを紹介し，外国人研究者の受入れを推進するよう

努めた。 
○ 出雲キャンパスの職員宿舎１０戸を用途変更し，「国際交流会館出雲天神分

室」として外国人研究者等のための宿舎を確保した。 

【１０３】 
外国人客員研究員の招聘を推進す

るとともに，期限付きポストを設け

て，多様な分野での教育研究及び交

流を推進する。 

【１０３】 
中国の協定校・寧夏大学との間に

発足させた国際共同研究所に研究員

ポストを設け，国際共同研究の体制

をつくる。 
 

 
中国の協定校・寧夏大学との間に発足させた国際共同研究所に，６月から島根

大学側所長と研究員を派遣・駐在させ，国際共同研究の研究体制を整備・強化し

た。また寧夏大学及び寧夏医学院から寧夏特別研究員として合計１３名の研究者

を受入れ，多様な分野で研究交流を行った。 

【１０４】 
 海外先進教育研究実践支援プログ

ラム等の制度をより積極的に活用す

るとともに，大学独自の資金による

海外派遣体制を整備する。 

【１０４】 
 国際交流センターの学術交流部門

を中心に，教職員の海外派遣のため

のプログラムに積極的に応募するよ

う全学的推進を行うとともに，「政策

的配分経費」に，新しく「社会・国

際連携推進費」を設け，教職員の海

外派遣事業を推進する。 
 
 

 
・文部科学省が公募する大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支

援，及び海外先進研究実践支援）に２件応募し，海外先進研究実践支援が初め

て採択された。 
・「政策的配分経費」の「社会・国際連携推進費」等による教職員の海外派遣及び

「帰国外国人留学生に対するフォローアップのための派遣プログラム」（年度計

画【７５】及び【９６】の『計画の進捗状況』参照）など新設した制度に基づ

いた教員の海外派遣事業を推進した。 
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【１０５】 
 平成１８年度末までに，外国の教

育機関からの派遣依頼，海外教育支

援活動への参加，外国への技術指導

者派遣等の依頼に対応できる体制を

整備する。 

【１０５】 
 国際交流センターを平成１８年度

中に新設し，同センターにおいて，

外国の教育機関からの派遣依頼や各

種海外教育支援活動への協力依頼等

にかかる検討，必要事項の調査及び

学内関係者との調整等を行う機能を

担うようにする。 

 
国際交流センターを設置したことにより，協定校からの招聘事業や教育支援要

請には学術交流部門の兼任教員があたることとし，学内シーズ等を活用しながら

適任者の選定や各部局への情報伝達機能を確立した。 
その結果，寧夏大学からの派遣要請に教育学部教員１名を派遣した他，山東大

学へ法文学部教員３名，広州日本人学校へ医学部教員１名及び出雲市消防本部職

員２名，上海師範大学へ生物資源科学部教員１名を派遣し，現地での講義・講習

を実施した他，本学を訪問した浙江大学学生へ教育学部教員３名及び法文学部教

員１名が講義等を行った。 
 

【１０６】 
 国際協力事業団（ＪＩＣＡ）を含

む国際援助機関の国際開発協力プロ

ジェクトに積極的に貢献するため，

データベース（組織，教員）を構築

していく。 

【１０６】 
国際交流センターの学術交流部門

において，国際開発協力サポートセ

ンターの「国際開発協力のための大

学等データベース」に積極的にデー

タ登録を行うよう推進する体制を整

備し，十分な情報提供を行う。 

 

国際交流センターから，メールにより全教員に国際開発協力サポートセンター

の「国際開発協力のための大学等データベース」の積極的利用を周知するととも

に，独立行政法人科学技術振興機構が開設している「研究開発ディレクトリＲea

Ｄ」等，社会・国際協力に関するデータベースに国際協力の観点から積極的にデ

ータ登録を行うよう要請した。なお，「研究開発ディレクトリＲeaＤ」には本学教

員５８８名（延べ数）が登録している。 

 

【１０７】 
 平成１８年度末までに，学生の海

外研修引率教員を支える体制を整備

する。 

【１０７】 
国際交流センターで，学生の海外

研修引率教員を支える体制として次

の事項を実施する。 
① 派遣前オリエンテーションを充

実することにより，参加学生への

安全管理意識を高めるとともに，

語学能力，異文化体験能力を事前

に強化する。 
② 海外安全情報の提供や渡航中の

安全管理体制を整備する。 
③ 海外渡航中の連絡体制を整える

ための海外携帯電話や情報収集の

ための軽量ノートパソコンを整備

する。 
 
 

 
春期海外研修（アーカンソー大学）に，事務職員をＳＤ研修を兼ねた引率者と

して派遣し，引率教員の負担軽減を図った。なお，この研修には本学学生１９名

（昨年度比６名増）及び鳥取大学の学生２名の計２１名が参加し，本学学生には

単位を認定した。この他引率者の負担軽減のため次の改善策を講じた。 
・オリエンテーションを徹底し，海外安全管理意識を向上させるとともに，研

修ガイドブックに危機管理や緊急連絡についても詳述し，参加学生がスムー

スに移動・研修が行えるようにした。 
・海外での携帯電話利用可能エリア，利用制限などの情報を収集し，緊急連絡

網の整備に役立てた。 
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【１０８】 
講義等に国際情報を積極的に活用

するようにし，外国人留学生との交

流の促進等，学生の国際的関心を高

めるための方策を検討する。 

【１０８】 
 国際交流センターが教育開発セン

ター及び外国語教育センター等と連

携を図り，学生の国際的関心を高め

るために次の事項を実施する。 
① 海外情報の積極的提供 
② 受入れ外国人留学生との共同プ

ログラム実施など積極的な交流 
③ 研修受入外国学生との積極的な

交流 

 
国際交流センター，外国語教育センター及び教育開発センターの共催により，

海外留学を希望する学生のために次の支援を行った。 
・英語学習者を対象としたアンケート調査を実施し，その結果を留学希望学生

募集や事前語学学習に活用することにより，春期海外研修の参加者が増加（昨

年比６名増）し，研修終了後の満足度調査の結果も好評であった。 
・４月に『国際交流研修座談会  イギリスを学ぼう』，７月に『アメリカ留学

の誘い アーカンソー大学編』，１月に『韓国留学の勧め』を開催し，日本人

学生に海外の大学への留学，及び渡航情報の提供を行い，参加学生のうち１

名がイギリスへ，２名がアメリカへ語学研修などの目的で私費留学した。 
・受入留学生と派遣留学を希望する日本人学生との共同により，入学時オリエ

ンテーションで用いる環境意識向上プログラムのための教材（英文）作成を

行った。 
夏期研修等で島根大学を訪れた海外からの学生に対して，日本人学生がホスト

として意見交換会や日本文化研修を実施するなど，積極的な交流活動を行った。 
・寧夏大学学生訪問時；パワーランチ，学内施設見学に日本人学生６名参加 
・浙江大学学生訪問時；歓迎食事会，松江市内史跡見学に日本人学生１８名参

加 
 

【１０９】 
 留学を希望する学生を対象とした

期間限定の語学学習等の支援体制を

整える。 

【１０９】 
国際交流センターが外国語教育セ

ンターと連携し，入学後早期からの

留学のための語学学習等学生支援と

して次の事項を実施する。 
① アンケート調査に基づく効果的

な語学学習サポートや海外研修実

施支援を行う。 
② 派遣留学のためのオリエンテー

ション実施回数を増やすととも

に，留学体験者を活用する。 
③ 交流協定校からの受入れ留学生

との母言語による懇談会を実施す

る。 
 

 
・留学希望者への語学学習支援は，年度計画【１０８】の『計画の進捗状況』参

照 
・協定校からの受入留学生を活用した『派遣留学希望日本人学生のためのプログ

ラム』を策定した。 
・派遣留学説明会に留学体験者を参加させ，留学希望者への情報提供及び留学体

験の提供を行った。 
・交流協定校からの受入留学生を派遣留学説明会に参加させ，国別グループによ

る情報交換会は留学生の母言語で行った。 
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【１１０】 
 海外の大学との交流協定等を活用

し，短期交換留学生増加を図るため

の支援体制を強化する。 

【１１０】 
○ 平成１９年度海外派遣学生数を

増やすための方策として，国際交

流センターが海外の大学との交流

協定を活用し，協定校の留学担当

者等からの学生への助言等を行え

るよう，アメリカ，韓国等の担当

者を招聘する。 
○ 学生への派遣留学説明会を年４

回開催し，積極的な情報提供に努

めるとともに，協定校からの受入

れ留学生を情報提供に活用する。

 

 
○ 交流協定締結校からの招聘事業は，年度計画【１０８】の『計画の進捗状況』

参照 
○ ４回開催した派遣留学情報説明会は，年度計画【１０９】の『計画の進捗状

況』参照 

【１１１】 
 私費による外国の大学等への留学

を支援する体制を検討する。 

【１１１】 
 国際交流センターで，私費による

外国の大学等への留学を支援するた

めの体制を検討するとともに，留学

生後援会の貸付金制度の活用や，日

本学生支援機構の貸付奨学金制度の

活用を啓発する。 

 
・学生交流部門で私費留学への支援のあり方について検討し，学内横断的支援体

制とするため，国際交流センター，外国語教育センター及び教育開発センター

が共同であたることとし，具体的支援は，年度計画【１０８】及び【１０９】

の『計画の進捗状況』参照 
・私費留学生への経済的な援助については日本学生支援機構の貸し付け奨学金制

度及び留学生後援会による留学資金貸付制度などの情報をホームページや説明

会・個別相談などで積極的に提供している。 
 

【１１２】 
 附属図書館は, 他機関との相互協

力, 地域社会への学術情報提供等に

より, 生涯学習の支援, 地域・市民へ

の公開サービスを充実・強化する。 

【１１２】 
○ 貴重資料，遺跡資料，小泉八雲

関係資料等を中心に関連機関と連

携協力しながら，展示会，資料電

子化及び公開等の学術・文化支援

事業により，学校教育及び生涯学

習活動を支援するとともに地域連

携を推進する。また，小泉八雲デ

ータベースの再構築，島根大学か

らの公開について準備を進める。

大森文庫（古医書，国書等）の史

料目録を図書館ホームページを通

じて公開する。 

 
貴重資料のうち本学所蔵の絵図類は，本学教員，地域研究者及び出版社との連

携・共同事業により，「絵図の世界」と題した図書を平成１８年８月に発刊した。

また，小泉八雲関係については，「教育者ラフカディオ・ハーンの世界」を標題と

する図書を平成１８年１１月に発刊した。これに関連して，これまで収集した小

泉八雲関連資料を収容・展示できる「八雲文庫室」を図書館内に開設した。大森

文庫（古医書，国書等）については，史料目録を作成し，図書館ホームページで

公開した。 
 http://www.lib.shimane-u.ac.jp/0/collection/waso/omori.asp 



島根大学 

106 

○ 島根地域図書館連絡会について

は，研修会や講演会などを開催す

る。OPAC 横断検索についても，

県内の高等教育機関，公共図書館

等と連携・協議しながら実現に向

けて準備を進める。 
  島根大学附属図書館と島根県立

図書館との機関間連携・協力につ

いて，検討を進める。 

島根地域図書館連絡会については，幹事館である島根県立図書館と協力して平

成１８年度総会・実務者会議を平成１９年２月に開催した。また，島根地域図書

館連絡会（加盟館７館，準加盟館４館）の蔵書一括検索を実現する OPAC 横断検

索を平成１９年２月に公開した。機関間連携・協力については，島根県立図書館

及び松江市立図書館との相互協力協定を平成１９年２月２３日に締結した。 
 http://www.lib.shimane-u.ac.jp/blog/blog.asp 

○ 島根県医療関係機関等図書館

（室）懇談会及び同会主催の研修

会を定期的に開催する。また，メ

ンバー館（室）所蔵の学術情報を

ホームページ等で共有すること

で，文献複写サービス体制を整備

する。島根県医療関係機関等図書

館（室）懇談会の組織・活動を紹

介するパンフレットを作成し，未

加盟病院図書室に参加を呼びかけ

る活動を行う。 
 

島根県医療関係機関等図書館（室）懇談会総会を平成１８年１１月２０日，セ

ミナーを平成１９年３月１４日に開催した。また未加盟機関にも案内し参加者が

あった。 
  http://www.lib.shimane-u.ac.jp/blog/blog.asp 

【１１３】 
○ 国際 ILL(Interlibrary loan：図

書館間貸出，相互貸借）のシステ

ムを積極的に利用し，外国との相

互利用の促進を図る。 

 
国際 ILL（Interlibrary loan：図書館間相互貸借）を活用し，米国の大学図書館

との間で本学が７件の依頼をし，１件の依頼を受けた。 

【１１３】 
国際化に対応した附属図書館をめ

ざし , 国際的な学術情報の流通や , 
教育・研究の支援体制を充実・強化

する。 
○ 図書館ホームページ，各種情報

提供システム，各種利用マニュア

ルを統合的に整備するとともに，

多言語化（英語，中国語等）を実

施する。 

附属図書館概要２００６／２００７を作成し，各種利用案内の内容更新を図る

とともに，日本語／英語を併記することで利用範囲の拡大を図った。（平成１８年

１０月刊行） 
 また，本館利用案内パンフレットの日本語版及び英語版を平成１９年３月に発

行した。 
  http://www.lib.shimane-u.ac.jp/menu.asp?mode=l&id=254 
  http://www.lib.shimane-u.ac.jp/menu.asp?mode=l&id=1201 
  http://www.lib.shimane-u.ac.jp/menu.asp?mode=l&id=1202 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

② 附属病院に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 専門医療体制を整備し推進する。 
② 地域社会に還元できる先端的医療を導入する。 
③ 人間性豊かな思いやりのある医療人を育成する。 
④ 患者中心の全人的医療を実践し，安全の確保を図る。 
⑤ 管理運営体制を強化し，経営を改善する。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１１４】 
「癌診療拠点病院」の認証申請を

行い，癌の集学的治療体制を確立す

る。 

【１１４】 
○ がん拠点病院として，島根県が

進める「がん診療ネットワーク事

業」を推進する。 
○ 外来化学療法部ならびに腫瘍科

を中心に，院内における科学的な

根拠に基づいた診療をさらに推進

する。 
○ 腫瘍センター（仮称）の設置に

向けて検討を開始するとともに，

専門性の高いコメディカルの養成

を行う。 
○ 医療相談室の機能強化を図るた

め，相談支援センター（仮称）の

設置について検討する。 

 
 ７月に院内がん登録に関する諸規則（登録実施規則，登録資料利用要項）を制

定し，平成１７年における院内がん登録データの検証を行った。また，県内の各

拠点病院の登録データを整理分析するため「地域がん登録標準化システム」の導

入に向けて検討を開始した。 
 がん診療連携拠点病院として，（社）日本病院薬剤師会にがん専門薬剤師研修事

業における研修施設申請を行い，１２月に認定され，１月から研修薬剤師１名を

受け入れた。 
 入院患者に投与する抗癌剤の安全性を図るため，薬剤部に安全キャビネットを

備えたミキシング室を設置すると共に，薬剤師１名の増員を図った。 
 平成１６年４月に設置した「腫瘍科」の機能拡大を図るため，「腫瘍センター」

を平成１９年４月に設置することとし，支援関係機関との調整を進める一方，学

内での検討を開始した。また，がん医療の現状と化学療法について理解を深める

ため，県内２市において市民講座を開設した。 
 医療相談室の機能強化を図るため，新たに「がん相談部門」を備えた「医療相

談支援室」を平成１９年４月に設置することとした。 
 がん患者同士及びその家族が自由に交流ができ，「悩み」を気軽に話し合える場

として，７月に外来中央診療棟１階に「ほっとサロン」を開設した。 
 

【１１５】 
肥満，動脈硬化，高脂血症，糖尿

病，高血圧等のメタボリック・シン

【１１５】 
○ 地域の行政や医療機関と連携

し，メタボリック・シンドローム

 
本年度も奥出雲町及び出雲市との共同研究として，地域住民のメタボリック・

シンドローム対策の推進とデータ解析を行うと共に，糖尿病予防システムの開発
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ドローム対策を総合的に推進する。 対策を推進する。 
○ 平成１７年度に設置した「栄養

サポートチーム」の有用性を高め

るため，活動についての評価，検

証を行う。 

を推進した。 
１８年度の「重点研究部門」研究プロジェクトで採択された雲南市との共同研

究により，２５年前掛合町住民を対象に実施した検診結果を参考に，メタボリッ

ク・シンドロームの発症進展に関与する諸因子の評価を行うためのデータ解析に

着手した。 
７月から医療従事者が共同して，入院患者の栄養状態，摂取機能及び食形態を

考慮した栄養管理計画書の作成を開始した。 
栄養サポートチームは，経口で栄養を摂取できない患者らの栄養状況を把握す

るため，非常に早期かつ正確に栄養療法の効果判断が可能な指数を導く計算式を

新たに考案し，２月に日本静脈経腸栄養学会賞を受賞した。 
８月に（財）日本栄養療法推進協議会から，本院が提供する栄養療法の質が保

証され，さらに適正な栄養療法の普及・推進が図られていることが認められ，「栄

養サポートチーム稼働施設」として認可された。 
 

【１１６】 
 専門性を考慮し医療従事者を流動

的に配置する。 

【１１６】 
効率的かつ質の高い医療チームを

組織するため，診療体制の評価と再

編に向けた検討を行う。 

 
 専門分野別診療体制の整備を図るため外来診療科のうち，内科系５診療科を８

診療科に，外科系２診療科を６診療科に再編した。 
 外来診療科医師２名が，「笑い療法士」の資格を取得し，緩和ケアセンターなど

で「笑い」をとおして，患者さんに対する医療支援を開始した。 
 新人看護師を含む看護師に対して教育訓練を実施し，看護業務のスキルアップ

を目指すため，４月から専任の教育担当看護師長１名を看護部に配置した。 
 コメディカル職員の専門分野において熟練した技術と知識を用いて高水準の医

療を実践するため，認定看護師要員１名，栄養サポートチーム専門療法士要員３

名及び糖尿病療養指導士要員１名の資格認定に向けて養成を図った。 
 「女性医師・全ての医療従事者が安心して働くことのできる病院」との観点か

ら，第三者評価機関による医療従事者の労働環境等について評価を受け，３月に

全国の大学病院では初めて「働きやすい病院」の機能評価の認証を受けた。 
 女性医師・看護師等医療従事者の就業環境の改善と便宜を図るため，４月病院

敷地内に院内保育所（うさぎ保育所）を設置し運営を開始した。 
 看護師，医療事務関係者のコミュニケーション・スキルの向上を図り，医療従

事者の専門・効率性を高めるため，外部の専門家による講演会を，本年度２回（２

月，３月）開催した。 
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【１１７】 
 最近増加している糖尿病等の複合

合併症を有する腎機能障害の治療に

必要な専門的設備・技術を具備した

「血液浄化治療部」（仮称）を設置す

る。 

【１１７】 
 「血液浄化治療部」を高度な合併

症を有する腎不全患者の治療などが

実施でき，地域医療の担い手となり

得る機能を維持するため，設備更新

などを行い整備する。 

 
透析患者の高齢化や長期透析に伴う合併症のため，易感染性を示す症例が多く

なったことから，エンドトキシンフィルター装置及びＲＯ装置関連装置を更新し，

透析液の清浄化を図り，安全な血液浄化療法を提供した。 
血液浄化治療を推進するため，最新設備を具備した血液浄化装置３台を更新整

備した。 
 

【１１８】 
 治験協力者に対する診療，検査等

を集中的に担当する治験専門外来を

設置する。 

【１１８】 
治験専門外来の設置に向けて，具

体的な検討を開始する。 

 
 治験専門外来の設置に向けて，治験管理センター専門部会において，組織・体

制の構築等に関して検討を開始し，３月には，治験制度及び受入体制の整備等に

ついて，外部有識者による講演会を開催した。  
 治験業務の活性化及び受託契約件数の増加を目指して，９月から治験契約に係

る受託経費納入金額の算出において，一部治験実施件数を基とした出来高払制を

導入した。また，各診療科の治験実施可能な疾患領域を調査し，その結果をホー

ムページ等で治験依頼者への情報提供を開始した。 
 

【１１９】 
難治疾患の原因解明・診断・治療

技術の開発等，継続的な高度先進医

療を実現する。 

【１１９】 
○ 地域医療機関の指導的役割を有

する病院として，継続的に高度先

進医療の実践を目指して努力す

る。 
○ 各診療科単位に当該年度に重点

的に推進すべき先端医療技術の研

究課題を設定する。 

 
眼科において，先進医療の実現を目指し，県内では初めてとなる「加齢黄斑変

性症に対する光線力学療法」を実施し，治療体制の充実を図った。 
皮膚科において，「悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の遺伝子診断」を，

また，外科において「自動吻合器を用いた直腸粘膜脱又は内痔核手術治療」を，

平成１９年度中に高度先進医療の承認申請を行うため，本年度諸準備を進めた。 
整形外科において，自家骨から骨ネジを作成する技術を産学共同で開発し，８

月に医の倫理委員会の承認を得，本格的臨床応用に着手した。 
放射線部において，生体情報収集能力の増強と疾病の早期発見を目指し，今年

度高解像度化・高画質化が図れる新世代全身対応高磁場ＭＲＩ（３Ｔ）を導入し，

最先端検査の実施を可能とした。 
昨年度導入した最新型「リニアック」を用いて，６月から「がん疾病」に対し

て脳定位照射等も含めた高精度放射線治療を開始した。 
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【１２０】 
 自己細胞による再生医療と肝臓・

腎臓等の移植医療を確立する。 

【１２０】 
○ 「再生医療・移植センター」(仮

称)の設置に向けて病院再開発計画

の中に取り込むべく準備を進め

る。 
○ 分化誘導再生療法，培養軟骨細

胞移植等の自己細胞を用いた再生

医療に積極的に取り組む。 
○ 肝臓・腎臓・骨髄などの移植医

療が病院をあげて実施できる環境

づくりを進める。 
 

 
「再生医療・移植センター」（仮称）の設置に向けて病院再開発計画と併せ検討

を進めている。 
自家軟骨細胞培養移植法の臨床応用（実用化）を開始し，本法の改良，普及に

ついて検討を開始した。 
血液型不適合腎移植を初め生体腎移植に着手し，死体腎移植に向けて体制を整

備した。また，膵腎同時移植の実施について検討を開始した。 

【１２１】 
医療人の生涯教育，研修等に必要

な「病院医学教育センター」（仮称）

を設置する。 

【１２１】 
○ 「病院医学教育研究センター」

（仮称）の設置に向けて準備を進

める。 
○ 「地域医療等社会的ニーズに対

応した医療人教育支援プログラ

ム」－日本版 WWAMI プログラム

－を実践することにより地域医療

人育成事業を推進する。 

 
 「地域医療教育センター」（仮称）の設置について，特別教育研究経費（連携融

合事業）「地域医療を目指す入学志願者の入学から卒後研修までの一貫教育システ

ムによる医療人の育成」で経費要求を行っている「地域医療教育学講座」の設置

と併せ，組織・体制等について検討を開始した。 
 「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人支援プログラム」に申請し採択さ

れた「夢と使命感を持った地域医療人育成」－日本版ＷＷＡＭＩプログラム－実

施のため，６月に教員，研修医等２１名をワシントン大学へ，１０月に教員，研

修医等４名をコロラド大学へ，１１月と３月に教員，学生等合わせ２６名をセン

トルイス大学へ派遣し，教育と育成の現状視察等を行った。 
 

【１２２】 
 「卒後臨床研修センター」を拡充

整備し，学外の関連教育病院との連

携を強化する。 

【１２２】 
○ 学外の臨床研修協力病院との連

携を強化する。 
○ 「卒後臨床研修センター」の整

備拡充と要員の整備を図る。 
○ 高精細遠隔診療システムを用い

た遠隔診療教育を開始する。 

 
 平成１７年度導入した「高精細遠隔診療教育システム」を使用し，県内の総合

病院２ヵ所と本院診療科の間で遠隔診療補助事業及び共同カンファレンス事業を

実施した。また，１０月には新たに設備を導入し，１ヵ所の総合病院と症例検討

事業を開始し遠隔診療教育の推進を図った。 
 ５月に，学外の臨床研修協力病院等と共に本院医学科の学生を対象に「卒後（初

期）臨床研修プログラム説明会」を，９月に，「地域保健・医療研修説明会」をそ

れぞれ開催し，臨床研修協力病院等との連携を強化した。 
 ４月から，研修カリキュラムの履修指導・支援，臨床研修協力病院との連絡調

整等を行うため，専任の講師１名を「卒後臨床研修センター」に配置し，定期的

に関連病院等を訪問し，打合わせ及び研修中の研修医との面談等を行っている。 
 ５月から，本院において研修医を対象に，各診療科等による「卒後臨床研修セ



島根大学 

111 

ンター早朝セミナー」を開始した。また，「高精細遠隔診療教育システム」を用い

臨床研修協力病院１ヵ所にセミナーを定期的に中継し，地域医療の向上を図った。 
 

【１２３】 
病院情報の公開を推進する。 

【１２３】 
○ プライバシーマーク（P マーク）

の取得を目指す。 
○ 本院のホームページや患者図書

室で医療業績等を含めた医療情報

を公開する等，診療情報を積極的

に発信する。 
○ 本院のホームページを紙媒体に

代わる情報伝達システムとしてリ

ニューアルし，この目的に活用す

る。 

 
患者さんの個人情報をＪＩＳＱ１５００１に準拠し適切に取扱うため，規定等

を整備すると共に個人情報保護体制を構築し，２月に（財）日本情報処理開発協

会が付与するプライバシーマークを取得した。全国の大学病院では２番目の取得

となる。 
各診療科の診療案内，疾病統計等を掲載した「診療案内２００６」を４月に作

成し，ホームページにその内容を掲載すると共に県内医療機関（１，２０８施設）

にも配付し，本院の診療情報を紹介した。また，前年度から実施している病院医

学教育研究の１７年度研究結果を評価し，その結果を本院のホームページに掲載

し，診療等の研究情報を公表した。 
地域における健康に対する啓蒙活動の一環として，本院と地元ケーブルビジョ

ン制作会社と共同で，いきいき健康講座「まめなかくらぶ」と題した健康番組を

制作し，本年度は，診療・治療案内など全１２テーマについて，県内６市のケー

ブルビジョンへ配信し放映した。 
本院ホームページを見やすく親しんでいただけるよう，掲載見出しを追加し画

面構成の見直しを行うなどホームページのリューアルをした。 
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【１２４】 
安全管理を担当する医療人を配置

し，安全管理部門の機能強化を図る。 

【１２４】 
○ 安全管理体制の確立に向けて検

討を加えるとともに，インシデン

トレポートの評価と対応，ポケッ

トサイズの安全マニュアル等の効

率的な利用を促進し，きめ細かい

医療事故防止対策を実行する。 
○ 医療機器等の安全管理システム

の構築を目指し，ME 機器管理室

の拡充整備を行い，要員の確保，

管理機器の拡大，研修会等による

安全と効率についての啓発活動を

積極的に進める。 
○ 医療事故を未然に防ぐために，

病院職員の専門職化と業務内容に

応じた適性配置，適性人数につい

て積極的に検討を加える。 
○ 院内感染防止対策を推進する。

○ インシデントレポートの電子化

を実施し，有効な集計や統計解析

をすることにより安全対策への提

言を作成する。 
 

 
医療事故防止対策マニュアルを６月に一部改正し，「医療安全管理・危機管理対

応ポケットマニュアル」をより実践的な内容にし全病院関係職員に配布した。ま

た，７月より全面的にインシデントレポートを電子化し分析等のスピード化によ

り安全対策の向上を図った。 
容態急変患者に対応するため，外来中央診療棟に自動体外式除細動器装置（Ａ

ＥＤ）を配備した。同時にその取り扱いについて病院職員を対象に研修会を６回

実施した。 
ＭＥ機器管理室において，医療機器の品質と有効性を確保するため，６月から

新たに集中管理機器２機種を追加した。また，機器管理ソフトウェアを開発し，

より効率的で適正な管理を行う体制を構築した。 
１０月から，診療情報管理の充実を図るため専門的病院職員として，診療情報

管理士２名を増員した。 
本院の院内感染対策に関して，第三者である他大学の病院関係者による調査（サ

イトビジット）を１１月に実施し，外部意見を踏まえた本院の安全管理体制の構

築を図った。 

【１２５】 
 地域医療連携センターの役割を強

化し，患者サービスと地域医療人と

の提携に最大限に活用する。 

【１２５】 
○ 初診紹介患者予約システムを整

備・拡充する。（インターネット上

での予約） 
○ 地域医療機関等との相互理解・

協力組織を強化する。 
○ 島根大学医学部附属病院関連病

院長会議を継続的に開催し，地域

医療の現状を踏まえながら，地域

医療人育成に向けて密接な協力関

係を維持する。 

 
初診紹介患者予約サービスの効率的運用のため，インターネットでの診療予約

について地域関係病院と調整し検討を進めた。また，脳卒中の地域医療クリニカ

ルパスを２月に作成し病院間連携の強化を図った。 
エイズ拠点病院として広く知識の普及を図ることを目的に，１１月に，県内医

療機関等の職員を対象に外部有識者による研修会を開催した。 
地域医療機関との病病連携，病診連携強化を図るため，３月本院を中心として

近隣の８医療機関が参加し，第１回「島根大学医学部附属病院医療連携会議」を

開催した。 
第３回島根大学医学部附属病院関連病院長会議を９月に開催し，地域医療等に

ついて協議を行った。また，地域医療人育成に関する大学の取組等について意見

交換を行い，今後一層の連携を図ることとした。 
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【１２６】 
 外部有識者を加えた戦略企画室を

中心とした効率のよい運営体制を確

立する。  

【１２６】 
○ 外部有識者を加えた戦略企画室

を中心とした効率のよい運営体制

管理システムを構築する。 
○ 病院再開発に向けた基本案を作

成する。 

 
附属病院経営企画戦略会議において，経営改善の面から，クリニカルパス（治

療計画書）の導入効果等について外部有識者による講演会を開催し，導入に向け

て検討を開始した。 
附属病院の専門部会等に係る諸問題を検討するに当たり，第三者の意見等を必

要とする場合には，学外有識者を加えることについて検討を開始した。 
病院再開発に向け「病院整備推進室」を中心に検討し作成した基本コンセプト

について，中・長期的な観点から外部専門業者に分析・評価を依頼し，その結果

を基に最終基本構想を取りまとめ，早期病院整備着工に向けて検討を進めた。 
 

【１２７】 
患者サービスの向上につながる各

種業務の外部委託の導入を図る。 

【１２７】 
○ 電子カルテにあわせ各種診断

書，証明書の電子化について検討

する。 
○ 患者図書室の整備・充実を図る。

 
 診療情報の効率化・共有化とペーパーレス化等を目指しシステムの構築を進め

ていたが，９月に電子カルテ化システムの完成により，入院・外来を含む病院全

体で稼働を開始した。併せ，電子カルテの情報を活用した診断書・証明書発行シ

ステムを導入し，１１月から稼働を開始した。 
 出雲中央図書館との貸借システムを継続し，また，職員等からの寄付により蔵

書の充実を図った。 
 

【１２８】 
 医療材料等の購入と使用の両面に

おいて効率的な管理体制を確立す

る。 

【１２８】 
○ 医薬品・医療材料等の医療提供

体制の効率化を図るため，収益性，

経済合理性について追跡調査をす

すめる。 
○ 医薬品・医療材料等の請求，購

入，入庫管理，出庫管理及び在庫

管理を効率的に行うために，院内

物流中央管理システム（SPD)を導

入し，患者別，診療科別，疾患別，

病棟別などの診療原価管理に向け

て具体的な検討を行う。 
○ 各種経費の削減を行うため，医

薬品・医療材料等の購入計画，購

入方法を再検討し，購入契約前の

市場調査や価格交渉を強化し，費

用対効果を十分に考慮するととも

 
レセプトデータ（ＤＰＣ）を基に経営分析を行う，病院経営サポートシステム

を導入し，分析データを基に抗生剤等の削減に向けて検討を開始した。 
医薬品・医療材料等の院内物流，収益性等について，病院医療情報システムに

含めたシステムの構築及び院内ＳＰＤの導入について検討を進めた。 
後発医薬品及び検査用試薬の採用品を検討し，今年度約２９，９００千円の医

薬品購入費削減を図った。 
医療材料等の購入に当り，市場価格調査・分析を外部専門業者に依頼し，その

データを基に問屋，メーカーに値引き交渉を行い，今年度約４０，０００千円の

医療材料費の削減を図った。 
老朽化した医療機器について，必要性，緊急性，費用対効果等を考慮して計画

的な更新を図ることとし，今年度はＭＲＩ（３．０テスラ）及び腹腔鏡下手術シ

ステム外の更新（購入）を行った。 
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に，購入内容の再点検，代替品や

類似品の導入，一元的管理，新製

品の評価等を積極的に実施する。

○ 老朽化した医療機器の計画的な

更新を実施する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

③ 附属学校に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 幼児・児童・生徒に確かな基礎学力と「自ら学び，自ら考える力」を育む附属学校を創る。 
② 教育学部とともに歩み，教員養成学部を支える新たな教育観・教職観に満ちた附属学校を創る。 
③ 地域に開かれ，地域を育み地域に育まれる附属学校を創る。 
④ ２１世紀の教育を実践するに相応しい附属学校の組織及び施設設備を創る。 

 
中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１２９】 
少人数教育（教科，教科外活動に

おける少人数学級編成，複数教員に

よる指導，大学院生によるチームテ

ィーチング（ＴＴ）教育等）に関す

る実践的研究活動を推進する。 
 

【１２９】 
平成１９年度設置を目途に「幼小

中一貫教育校」実施計画を策定し，

地域の教育改革実践モデル校にふさ

わしい新たな教育活動を展開する。

 
附属学校改革ＷＧを設置して，７月～９月に集中的に検討した結果，「幼・小・

中一貫教育校」の本格的導入を平成２０年度と定め，新たな学校運営体制等につ

いて詳細を決定した。カリキュラム改革，学級編成方針等具体的な検討を行い，

平成１９年度からの試行に入るための準備を進めた。 

【１３０】 
新教育課程，新カリキュラムに対

応した，総合的学習等の実践的教育

研究活動を推進する。 

【１３０】 
幼･小･中合同教育研究会を開催

し，地域の教育改革実践モデル校の

取り組みを公開する。 

 
１２月に，「第一回 幼・小・中一貫教育を語る会」を開催し，３校園合同の研

修会を実施するとともに，これを一般開放して，教育改革に関する教員研修の充

実を図った。 
 

【１３１】 
 「幼－小－中」一貫教育に関する

実践的教育研究活動を推進する。 

【１３１】 
「４・３・４制による幼小中一貫

教育校」のカリキュラムについて，

立案するとともに一部実践活動を行

う。 

 
カリキュラム改革，学級編成方針等具体的な検討を行い，一部試行実験を実施

し，平成１９年度から本格的試行に入ることとした。 
 

【１３２】 
 「特別支援教育推進室」の機能を

充実させ，多様な教育相談に対応で

きる環境を整備する。 

【１３２】 
特別支援教育プログラムを実施

し，年度評価を行う。 

 
「特別支援教育推進室」において学部教員（臨床心理士）による相談活動を実

施した。また，学生対象の特別支援教育プログラム（体験活動及び講義）を実施

した。 
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【１３３】 
平成１８年度末までに，入学者選

抜の在り方について検討し，結論を

得る。 

【１３３】 
引き続き入学者選抜方法を検討

し，平成１９年度に実施できるよう

体制を整える。 

 
附属学校改革ＷＧを設置して，平成２０年度入学者を対象とした入試方法につ

いて，内容を検討した。 
 

【１３４】 
 学生の「教育実習」担当教育機関

として，年間を通して教育実習生の

受入を行うとともに，「学部教育支援

センター群」と協働して教育実習プ

ログラム開発に関する実践的研究を

推進する。 

【１３４】 
「幼小」「小中」の接続期における

「人間関係力」育成に向けた教育プ

ログラムの開発・試行実施を行う。

 
附属学校改革ＷＧにおいて，「接続期」における教育プログラムの検討を行い，

「人間関係力」育成のための教育プログラム（学級指導，生徒指導，教科指導）

を開発し，教育実習の中で試行した。 
 

【１３５】 
 「特別支援教育体験」（１年次必修）

の実施等，学生の教育体験，子ども

体験活動に資する多様なプログラム

を開発し，教育学部学生の資質形成

に有効なフィールドを提供する。 
 

【１３５】 
多様な児童生徒に対応する実践的

指導力育成に向けた「教職教育」の

ための環境づくりを行う。 

 
多様な児童・生徒に対応する実践的指導力を育成するため，学生の教育実習（特

に３年次後期実習Ⅳ）において「個に応じた指導」に視点を置いた指導の充実を

図った。 
 

【１３６】 
 大学院生の教育実践研究に積極的

に対応し，学校経営，教科指導，教

科外指導等あらゆる教育領域にわた

る研究活動を支援する。 
 

【１３６】 
平成１７年度に実施した「教育臨

床研究」の成果を点検評価し，大学

院生によるチームティーチングの導

入が附属学校教育に資するプログラ

ムに精査して継続実施する。 
 

 
平成１７年度に実施した「教育臨床研究」が，大学院生および附属学校教員に

好評であったので，引き続き，大学院生によるチームティーチングの導入を中心

に附属学校教育に資するプログラムを継続実施した。 

【１３７】 
 積極的に「調査研究指定校(文部科

学省)」等に取り組み，学校教育改革

に資する実践的研究を推進するとと

もに，地域の公立学校等に対し研究

成果の公表，指導・助言を行う。 

【１３７】 
「幼小」「小中」の接続期の改善に

向けて，平成１９年度に一貫教育体

制を導入するための基礎活動を展開

する。 

 
 附属学校改革ＷＧにおいて，カリキュラム改革，学級編成方針等具体的な検討

を行った。 また，１１月に三校園合同で「一貫教育を語る会」（教員研修会）を

開催し，県下の学校関係者に公開して，全国の先進事例等を学ぶ機会を持った。 
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【１３８】 
 教育学部，県教育委員会，県立教

育センター等と連携し，現職教育プ

ログラムの開発に協力するととも

に，研修の場を提供する。 
 
【１３９】 
 教育学部に学部教員及び附属学校

教員によって組織する「附属学校部」

を設置し，「附属学校部長」を置いて，

「学部－附属」及び附属学校・園間

の連携を一層強化する。 
 

【１３８，１３９】 
 特別支援教育に関する研修，研究

活動を学部，島根県教育委員会，障

害児学校とともに取り組む。 

 
特別支援教育に関する研修，研究活動を学部，島根県教育委員会，障害児学校

とともに取り組んだ。 

【１４０】 
 有能で多様な人材を確保するため

に，教員人事交流に関する協定を締

結している島根県及び鳥取県の各教

育委員会と教員の人事交流の円滑化

を図る。 

【１４０】 
島根県教育委員会との人事交流の

円滑な実施にあたり，所要の改善を

行う。 

 
島根県教育委員会との人事交流の円滑な実施にあたり，長期（１５年以上）にわ

たる附属への派遣者について，県への帰還と公立学校への円滑な配置の実現につ

いて，人事担当課と具体的な協議を行った。 

【１４１】 
 学部教員組織との人事交流を促進

するため，派遣人事制度を創設する。 

【１４１】 
附属学校に学部・附属連携担当を

新設し，２名の附属学校教員をあて

学部と附属学校のより円滑な交流に

努める。 

 
附属学校に学部・附属連携担当を新設し，２名の附属学校教員を「附属学校主

事」（兼任）に任命した。すでに任命されている学部教員２名とともに，学部と附

属学校のより円滑な交流に努める他，附属学校改革構想立案（附属学校改革ＷＧ

の一員）に従事した。 
 

【１４２】 
平成１７年度末までに，ユニバー

サルデザイン，環境保全等の社会的

要請と安全対策に十分に配慮した附

属学校の施設設備の長期構想を策定

する。 

【１４２】 
附属学校の施設整備は，平成１７

年度末で附小の改修工事が完了した

ことに伴い一応の区切りがついたの

で，今後は限られた施設･設備の有効

利用，教育効果を上げるための教育

環境づくりの策定に着手する。 
 

 
平成２０年度を目途に計画している「幼，小，中一貫教育校」の実現に向けて

三校園の連携を強化するための施設利用計画を策定した。全学的なＩＳＯ１４０

０１認証取得に伴い，従来参加していなかった附属学校キャンパスについて，教

育学部のサテライトとして認定を取得した。 

 



島根大学 

118 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項  

１．教育に関する特記事項 

○ 教育の成果に関する事項 

 【教育の成果・効果の検証等】 
① 教育開発センターを中心に，教育の成果・効果を検証し，今後のカリキュラム

改革に資するため，在学生への満足度調査，卒業生への教育評価アンケートや卒業

生の就職先へのアンケートを実施した。経営協議会の学外委員からは，本学が養成

する人材像等への意見を徴した。これらの意見において，語学力の強化，現場体験

型学習の活用等の課題もあり，現在分析中のものも含め，教育改善に活かすことと

した。 

② 平成19年度より，総合教養領域の展開科目に「国際理解」の科目群を設け，そ

の中で英語及び初修外国語文化圏ごとに「国際文化情報」の開講を決定した。 

③ 身近にある豊かな自然環境（汽水域等）と社会的・文化的環境（中山間地域社

会，神話のふるさと出雲・石見銀山等）を活用したフィールド学習教育として，「島

根の人と自然に学ぶフィールド学習教育プログラム」（3ヵ年計画）を構築し，取

組を開始した。 

④ 地域医療のより高い臨床実践機能を育成するため，現場学習体験を取り入れた

教育プログラムへの取り組みとして，医学科の臨床実習に地域医療病院実習（3週

間）を組み入れたカリキュラムを構築・実施した。 

 

【大学院教育の実質化】 

① 大学院教育振興施策要綱と大学院設置基準の改正を踏まえ，各研究科長が参加

する部局連絡協議会で検討し，全研究科において，理念・目的の明示，エッセンシ

ャルミニマムの策定，カリキュラムの改革，成績評価基準の明示，研究指導計画の

策定・明示，ＦＤの実施等について，関係諸規則を改正するとともに，平成19年

度から実施することとした。 

 

○ 教育内容等に関する事項 

【入試広報活動の強化と入試方法の改善】 

① 入試センターを中心に，オープンキャンパス(はじめて900名を超え，943名参

加)，携帯サイトによるはじめての入試情報提供，ＦＭ山陰によるはじめてのラジ

オ放送による学内情報の提供，高等学校での説明会(延41校)，中国地区や関西地

区での説明会等に取組み，入学志願者は6，379名と昨年比561名の増となった。 

② 医学部医学科では，後期日程を廃止し，地域枠推薦募集を5名から10名以内に

拡大し，また，3年次編入(学士入学)にも3名以内の地域枠を新設した結果，学部

志願者(地域枠推薦)が昨年比8名増の18名となった。 

③ 総合理工学部地球資源環境学科のＡＯ入試について18年度入試を検証し，選抜

方法を「小論文」から「授業レポート」に変更した結果，志願者は昨年比12名増

の15名となった。 

④ 大学院医学系研究科博士課程では，従来の研究者育成コースに加えて，高度臨

床医育成コース及び全国に先駆けて腫瘍専門医育成コースを設置し，19 年度学生

募集をした結果，医学系研究科の定員充足率は，95％(昨年83％)となった。 

 

【留学生特別プログラム】 

① 「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」に，総

合理工学研究科の〔英語による「地球」教育研究特別プログラム〕が採択され，

国費外国人留学生５名が配置されることが決定した。また，本学の生物資源科学

研究科が参加校となる鳥取大学連合農学研究科から申請した「生物資源・環境科

学留学生特別プログラム」に6名（本学3名）が配置されることが決定した。 
 

【教員養成の管理・運営体制の強化】 

① 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(平成18年7月11日中央教育

審議会答申)を受け，本学の教員養成の充実のための体制のあり方を部局連絡協議

会で検討し，全学の教職課程を一元的に管理・運営するための組織として教育学部

に附属教師教育研究センターを平成19年4月に設置することとした。 

 

【インターンシップの充実】 

① 教育開発センターとキャリアセンターが中心となって，インターンシップのカ

リキュラム化について検討し，平成18年度においては，低学年向けのガイダンス

として「就職について意識しよう」と「自分の進路について考えよう」を，また，

インターンシップの事前プログラムとして「社会人のマナーとエチケット」を開講

し，事後には学生中心の「体験報告会」を開催した。 

② 医学部看護学科では，看護師免許を持ち臨床経験のある 3 年次編入学生(3 名)

が，附属病院の技能補佐員として看護業務に従事し，看護スタッフ，患者，学生 

  とも，高い評価を得た。 

 

【成績評価の厳格化への取組み】 

① 「成績の評価に関する取扱要項」を改正し，学部及び大学院成績評価に関する

情報提供・不服申立制度を設けた。 

② ＧＰＡ制度については，法務研究科では平成19年度から実施するための諸規則

を改正した。教育学部と総合理工学部では，ＧＰＡ制度に準じた試行(卒業要件と
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はしない)を開始した。成績評価区分を4段階から5段階とする改正案を作成し，

他の学部・研究科でも導入に向けて検討することとした。 

 

○ 教育の実施体制等に関する事項 

【ＦＤ活動の多様な取組み】 

① 教育開発センターが中心となり，教養教育を中心とした授業公開(前・後期2回)，

全学対象のＦＤ研修会(8回：参加者計247名)・シンポジウム・講演会を実施した。 

② 教育方法及び教育技術の向上を図るため，優れた教育実践を行った教員を表彰

するため「教員の教育表彰に関する取扱要項」を定め，平成19年度から実施する

こととした。 

③ 各学部においても，授業公開，学生参加によるＦＤ，学生・教員の相互評価な

ど多様なＦＤを実施した。 

 

【図書館における利用者サービス向上のための取組み】 

① 本館と医学分館システムの一元化とデータベースの統合により，従前できなか

った管理・運用も一元化させた。また，1つの画面から多種多様な情報資源にアク

セスできるハイブリッド検索機能，横断検索機能，リポジトリ構築機能，さらに，

My Library機能(利用者自身の貸出・予約状況，研究室貸出状況の照会，文献複写・

相互貸借申込・照会等の機能）を図書館ホームページ上に公開し，図書館情報シス

テム機能を整備充実させた。 

 

【ＧＰプログラムの取組み】 

① 教員養成ＧＰプログラム(3/3年度) 

 ・高度専門職養成の先導的改革を実現するため「プロファイルシート」(学生個々

の教師力伸張を可視化する評価表)と「目標参照シート」(専門教育科目の個々の

科目が教師力の何の伸長に関わるかを明示した授業目標一覧表)を開発し，教員

養成教育の実践に適用した。また「面接道場」を開催し，外部有識者による教育

の検証，面接による指導プログラムを実施した。 

② 医療人ＧＰプログラム(2/3年度) 

 ・使命感を持った地域医療人の育成―日本版ＷＷＡＭＩプログラムにおいては，4

回の医学教育現場視察(ワシントン大学，コロラド大学，セントルイス大学2回)

を行うとともに，帰国後は，ワークショップやセントルイス大学の講師による講

演会，地域医療教育ＦＤ(約380名が参加)を実施し，地域医療に対する意識・理

解を高めることができた。 

③ 現代ＧＰプログラム 

 ・平成18年度に採択された「地域医療教育遠隔支援ｅ－ラーニングの開発」では，

地域医療病院・保健福祉施設実習における医学・看護学統合型ｅ－ラーニングシ

ステムの構築に向けて開発に着手した。 

 

  【JABEE教育プログラムの充実】 
 ① 総合理工学部では，技術者を養成する専門教育の再編充実を図るため，全学科に

ＪＡＢＥＥの教育プログラムの導入を進め，5月には電子制御システム工学科が新

たにＪＡＢＥＥコースの認定を取得し，地球資源環境学科が中間審査の結果 3 年

間の延長認定を受け，数理・情報システム学科（情報分野）は平成18年度に中間

審査を受けた。また，物質科学科はＪＡＢＥＥ取得に向けたカリキュラムの点検・

整備を行い平成19年度に受審申請することを決めた。 

② 生物資源科学部地域開発科学科（生物環境情報工学講座及び地域環境工学講座）

は，ＪＡＢＥＥ教育プログラムを整備し，実地審査を受けた。 

  

○ 学生への支援に関する事項 

【学生指導体制の充実】 

① 学生指導体制を強化・充実させるため，学務情報システムに，学生の履修情報，

就職情報を一元的に参照できる「電子カルテ」を開発し，指導教員，学生指導担

当者及び保健管理センター医師等が連携して支援できる体制を格段に強化した。 

② 平成18年度の事務組織再編によるグループ制により，相談員を3名(昨年は1

名)とし，常時の対応が可能な体制とした。 

 

【修学支援体制の充実】 

① 学習意欲の向上を図ることを目的とした「成績優秀者に対する授業料免除」を

平成18年度から導入し，平成17年度の学業成績優秀者66名について，後期分授

業料を免除した。 

② 平成17年度から実施した「島根大学授業料奨学融資制度」（地元金融機関と連

携した国立大学として初めての利子補給型融資制度）の定着化がみられた。 

  ・18年度前期利用者 29名（17年度前期利用者 23名） 

  ・18年度後期利用者 22名（17年度後期利用者 12名） 

 

【就職支援体制の強化・充実】 

① キャリアセンターでは，学生が自宅からでも就職システムが検索できるシステ

ム構築やホームページに企業・学生・既卒者向けに就職情報を提供した。 

  各学部就職委員や「ジョブカフェしまね」と連携し，個別相談や指導体制の強

化も図った。また，法文学部及び総合理工学部では，同窓生による就職セミナーや

討論会等，教育学部では，島根・鳥取の教育委員会による教員採用試験説明会を実
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施するなど，就職支援活動を強化した結果，就職率が大幅に向上した。(58参照) 

② 学生の修学及び学内・学外活動等における取り組みを評価し，教育効果の高 

揚及び就職支援に資するため，学生に付与する学内資格認定制度（資格名称：環

境マネジメントシステムリーダー，地域医療推進リーダー，情報セキュリティー

管理士）を導入した。 

   

 

２．研究に関する特記事項 

○ 研究水準及び研究の成果等に関する事項 

 【重点研究プロジェクト】 

  平成１７年度に政策的配分経費で創設した重点研究プロジェクト (3 年計画の 2

年次)では，以下の成果が現れている。 

 ①「健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクト」 

  ・自家骨を用いた骨スクリューによる新しい骨折治療法により，本格的な臨床応

用に着手し，臨床手術を2度行い成功した。 

  ・ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）とＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）による神経

幹細胞のニューロンへの神経新生効果を明らかにし，「神経再生促進剤」の開発，

国際特許公開に至った。 

  ・島根県の新産業創出プロジェクト推進事業（健康食品産業創出プロジェクト）

との共同研究により，島根県特産の西条柿を使った「柿の実エキス」（お酒の悪

酔防止や高血圧防止に効果）を開発した。 

 ②「Ｓ-ナノテクプロジェクト」 

  ・次世代照明装置の開発につながるＺｎＯナノ粒子を使った青色発光素子及び白

色面発光デバイスの開発に成功した。その成果はTVでも放送された。また，癌

細胞検出等で注目されている半導体量子ドットに対し，毒性面で大きな優位性

をもつ酸化亜鉛ナノ粒子蛍光標識剤の研究を開始した。 

  ・鉛フリーな次世代圧電体として注目される新規チタン酸バリウムに関して，特

許出願に至った。 

   これらの研究に関して，国際ナノテクノロジー総合展「nano tech 2007」に出

展し，多くの企業から実用化につながる研究として高い評価を得た。 

  

 【産学官の共同研究】 

 ① 新産業・新事業を創出し，地域経済の活性化を図るため，実用化に向けた高度

な研究開発を実施する，「平成18年度地域新生コンソーシアム研究開発事業」に，

2件採択された。 

   

○ 研究の実施体制等の整備に関する事項 

   総合科学研究支援センターでは，全学対象の種々の利用者講習会及び実験技術

講習会（延べ19回，362人）を実施した。 

 

 

 ３．その他の特記事項 

○ 社会との連携，国際交流等に関する事項 

 【社会との連携】 

 ① 島根大学社会連携推進本部を置き，地域社会の発展や人材育成に寄与すること

を目的として，島根県，松江市，雲南市及び国土交通省中国地方整備局と包括的

連携協定を締結してきたが，さらに鳥取県日野郡日南町との間に協定を締結し，

県境を越えての交流・連携を推進した。 

② 地域の産学連携を推進し，地域中小企業及び地域社会の発展に貢献することを

目的とした「産学連携の協力推進に関する覚書」を国民生活金融公庫松江支店，

商工中金松江支店及び中小企業金融公庫松江支店との間で締結し，地域の中小企

業のニーズ情報の収集を推進した。 

③ 生涯学習教育研究センター公開講座専門部会で策定した「大学公開講座の在り

方」に基づき実施した結果，公開講座数で前年度比1.33倍の33講座，公開授業

数で前年度比3.46倍の83講座と増加し，受講生総数も1.35倍の665人となった。 

④ 「スーパーサイエンスハイスクール事業」の指定校である島根県立松江東高等

学校及び同県立益田高等学校の事業に協力し，実習等の体験学習を実施した。ま

た，全学部で県内外の高等学校の要請に基づき，高等学校での出前授業を実施し

た。（延べ17校） 

⑤ 附属図書館では，島根県内主要図書館の蔵書がインターネット上から一元的に

検索できる「島根県内図書館横断検索」を構築し，各図書館に提供を開始した。

また，これをベースに各館所蔵資料の相互利用や機関間協力による各種住民サー

ビスを推進するため，島根県立図書館及び松江市立図書館との相互協力協定を締

結し，地域の学術情報拠点としての役割を果たす体制を整備した。 

⑥ 貴重資料である本学所蔵の絵図類の展示・講演会について，地域研究者及び出

版社との連携・共同事業により，「絵図の世界」と題した図書を刊行した。 

また，本学所蔵の小泉八雲自筆書簡を中心とした展示・講演会，シンポジウム

を地域及び広域連携事業として企画し，これらの成果物を「教育者ラフカディオ・

ハーンの世界」として刊行し，併せて小泉八雲関連資料を収容・展示できる「八

雲文庫室」を附属図書館内に開設した。 

  (この情報発信活動が評価され平成19年度国立大学図書館協会賞を受賞) 

⑦ 大正１３年に旧制松江高校の外国人宿舎として建築された本学の旧奥谷宿舎が，
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平成１８年１２月の文化審議会において国の登録有形文化財に登録されることと

なり，新聞，テレビ等で大きく報道された。この建物は，旧制松江高校時代から

引き継がれ，当時の旧制高校と松江の歴史の一部を留める地域では唯一の建物で

あり，歴史的価値が高く地域の関心も高いことから，本学のミュージアム構想の

一部としてその活用方法について検討を開始した。 

 

【国際共同研究の推進】 

① 中国の寧夏大学との間に発足させた国際共同研究所に，島根大学側所長と研究

員を派遣・駐在させ，国際共同研究の研究体制を整備・強化した。また，併せて，

中国・大連で開催された国際協力銀行(JBIC)主催による「円借款人材育成事業日

中間大学交流会」(中国側約50大学，日本側約30大学出席)において，今回唯一

のグッドプラクティス報告として島根大学・寧夏大学国際共同研究所の設立が取

り上げられた。 

 ② 島根県と米国テキサス州の産業技術交流を「学」の立場からバックアップする，

「テキサスプロジェクト」（本学のプロジェクト研究推進機構の特定研究部門）の

一環として，テキサス州立大学及び北テキサス大学との間で，研究発表会及び共

同研究に向けた協議を行った。 

また，平成18年9月にテキサス州立大学ダラス校において，Shimane-dallas 
Metroplex Workshop を開催し，Ｓ-ナノテクプロジェクトの成果を中心に研究

発表し，共同研究に向けた協議を行った。 

  
 

４．附属病院に関する特記事項 

○ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育・研究機能の向上のための取組み 

① 卒後臨床研修センター（平成14年4月設置）に，平成18年4月から専任の講

師１名及び事務補佐員1名を配置した。これにより，定期的に関連病院等を訪問

し，研修中の研修医との面談等を行い教育体制の充実強化を図った。 

② 「地域医療等社会ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」事業で導入し

た「高精細遠隔診療教育システム」を使用して，平成18年4月から益田赤十字病

院との間での遠隔診療補助事業を，大田市立病院との間での共同カンファレンス

事業を行うとともに，新たに，平成 18 年 10 月からは邑智病院にシステムを設置

し遠隔診療教育の推進を図った。 

また，平成 18 年 5 月から本院の研修医を対象に各診療科等による「卒後臨床

研修センター早朝セミナー」を開始し，「高精細遠隔診療教育システム」を使用し

て，臨床協力病院でもある大田市立病院へ定期的に中継し，地域医療人育成を図

った。 

③ 整形外科において，自家骨から骨ネジを作成する技術を産学共同で開発し，関

節内の難治性骨折等の治療方法として注目を浴び，NHKで取り上げられた。 

④ 平成19年2月島根県内では初めて「加齢黄斑変性症に対する光線力学療法」を

実施した。 

 

○ 質の高い医療の提供のための取組 

① 専門分野別医療体制の確立と，医療従事者を流動的に配置し効率的な診療・治

療及び教育・研究並びにチームリーダーの動機付けを図るため，平成18年度に内

科系5診療科を8診療科に，外科系2診療科を6診療科に再編し，全21診療科か

ら28診療科とした。また，従来教授が自動的に併任していた科長を各々の専門医

を持つ講師以上に分担させる病院長任命制に規則改正した。 

② 平成18年9月から電子カルテシステムを病院全体で本稼働した。この電子カル

テ化により，診療情報が共有化され医療サービスの向上が図れた。併せて，電子カ

ルテの情報を活用した診断書・証明書発行システムも導入し，各種証明書の迅速な

発行により患者サービスが格段に向上した。 

③ 平成18年7月から，インシデントレポートを電子化して，解析等をスピード化

する一方，インシデントの要因解析をより多角的に行い，再発防止のための対処方

法の周知及び指導に積極的に役立てる体制にした。また，「医療安全管理・危機管

理対応ポケットマニュアル」をより実践的な内容に改定して，全病院関係職員に配

布するなど医療安全対策の向上ときめ細かい医療事故防止対策を実行した。 

④ 平成18年6月に，薬剤部助教授が島根県初のがん専門薬剤師の認定を受け，日

本病院薬剤師会「がん専門薬剤師研修施設」として認定された。 

⑤ 栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の臨床検査技師を中心に，経口的に栄養を摂取

できない患者の栄養状況を把握する指標を導く計算式を新たに考案し，平成19年

2月に日本静脈経腸栄養学会賞を受賞した。 

 ⑥ 平成19年4月に「腫瘍センター」を設置することとした。 

 

 ○ 継続的・安定的な病院運営のための取組 

① 地域医療機関との連携強化を図るため，平成19年3月本院が中心となり近隣の

8医療機関が参加して，「島根大学医学部附属病院医療連携会議」を設置した。 

 ② 「高精細遠隔診療教育システム」を使用して，本院診療科と県西部の総合病院

「益田赤十字病院」で遠隔診療補助事業（9月以降19回実施）を，「大田市立病

院」で共同カンファレンス事業（年間70回実施）をそれぞれ実施した。また，平

成19年2月に新たに県西部の「邑智病院」にも設置し，本院と症例検討会（2月

以降2回実施）を行った。 

 ③ 診療経費に関して，今年度も高額，大量購入医薬品について後発医薬品の採用
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及び検査試薬の見直しを行うと共に，医療材料の市場価格調査・分析等の業務を

外部専門業者に依頼し，そのデータを基に本院担当者を交え問屋，メーカーに対

し積極的に値引き交渉を行い，年間約7000万円の削減を図った。 

 

○ 「プライバシーマーク」及び「働きやすい病院評価」の認証・取得 

① 平成19年2月に全国の大学病院では2番目となるプライバシーマーク（ＪＩＳ

Ｑ１５００１）の認証を取得した。 

② 「働きやすい病院評価」の認証を得ることで，医師，看護師，復職希望の女性

医師等医療従事者への認知度の高まりを期待し，そのことによって優秀な人材の

確保を行うとともに，患者さんの信頼感・安心感の醸成，ひいては患者さんに選

ばれる病院となることを目的として「女性にやさしい病院ＷＧ」を立ち上げ取組

を行った結果，平成19年3月に全国の病院で6番目，大学病院では初めてとなる

「働きやすい病院」の認証を取得した。 

 

○ 患者交流室の実施 

① 本院は，平成17年1月国立大学病院で初めて地域がん拠点病院に指定されてい

ることも踏まえ，平成18年7月にがん患者及びその家族が自由に使用できる「ほ

っとサロン」を開設し好評である。 

本院が「ほっとサロン」を開設したことにより，県内の他病院にも普及し，が

んサロンネットワーク島根方式が全国に広がりつつある。 

 

５．附属学校に関する特記事項 

 ① 附属学校に，学部・附属担当を新設し，2名の附属学校教員を「附属学校主事」

に任命(兼任)し，学部と附属学校のより円滑な運営ができる体制とした。 

 ② 附属学校改革ＷＧを設置し，「幼・小・中一貫教育校」を平成 20 年度に導入す

ることとし，「接続期」における教育プログラムの検討を行い，「人間関係力」育

成のための教育プログラム(学級指導，生徒指導，教科指導)を開発した。 
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画 

  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照 
 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

１ 短期借入金の限度額 

  ２８億円 
 
２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることも想定される。 

 

１ 短期借入金の限度額 

  ２８億円 
 
２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることも想定される。 

該当なし 

 

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

重要な財産を譲渡する計画 

１ 職員宿舎（鳥飼宿舎）の土地の一部（島

根県松江市西川津町字鳥飼６８８番４，

６６．０９㎡）を譲渡する。 

２ 職員宿舎（西川津宿舎）の土地の一部

（島根県松江市西川津町字津嘉田６９４

番１，６４．９０㎡）を譲渡する。 

 

担保に供する計画 

 附属病院の基幹・環境整備に必要となる

経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地

及び建物について，担保に供する。また，

病院医療機械設備の整備に必要となる経費

の長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び

建物について，担保に供する。 

 

重要な財産を譲渡する計画 

１ 職員宿舎（鳥飼宿舎）の土地の一部（島

根県松江市西川津町字鳥飼６８８番４，

６６．０９㎡）を譲渡する。 

２ 職員宿舎（西川津宿舎）の土地の一部

（島根県松江市西川津町字津嘉田６９４

番１，６４．９０㎡）を譲渡する。 

 

担保に供する計画 

附属病院の基幹・環境整備に必要となる

経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地

及び建物について，担保に供する。 

重要な財産を譲渡する計画 

１ 職員宿舎（鳥飼宿舎）の土地の一部（島根県松江市西川津町字鳥

飼６８８番４，６６．０９㎡）を譲渡した。 

２ 職員宿舎（西川津宿舎）の土地の一部（島根県松江市西川津町字

津嘉田６９４番１，６４．９０㎡）を譲渡した。 

 
担保に供する計画 

附属病院の基幹・環境整備に必要となる経費として，独立行政法人

国立大学財務・経営センターから３４９百万円を借り入れ，本学病院

の敷地を担保とした。 
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Ⅵ 剰余金の使途 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

決算において剰余金が発生した場合は，

教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 

 

決算において剰余金が発生した場合は，

教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 

 

平成１７年度決算における剰余金として５７０百万円が発生し，平

成１８年１２月２８日付けで繰り越しに係る承認を受けた。 

平成１９年２月に剰余金の一部を全学的な施設等整備費に充てるこ

とについて検討を開始し，３月に附属病院分を除いた剰余金の３割を

充てることとした。計画に従い平成１９年４月から使用する。 
 

 

Ⅶ その他  １ 施設・設備に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

 
 
施設・設備の内容 予定額 

(百万円) 
財 源 

・医病団地基幹・

環境整備 

・循環器Ｘ線画像

診断治療システム

・小規模改修 

・災害復旧工事 

総額 
 ９４１ 

施設整備費補助金

    （３７９）

長期借入金 

    （５６２）

(注 1) 金額については見込みであり，中期目標を達

成するために必要な業務の実施状況等を勘案し

た施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施

設・設備の改修等が追加されることもある。 
(注 2) 小規模改修について１７年度以降は１６年度

同額として試算している。なお，各事業年度の

施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国立大

学財務・経営センター施設費交付金，長期借入

金については，事業の進展等により所要額の変

動が予想されるため，具体的な額については，

各事業年度の予算編成過程等において決定され

る。 

 

 
 
施設・設備の内容 予定額 

(百万円) 
財 源 

・アスベスト対策

・（川津）校舎改修

（教育） 

・（医病）基幹･環

境整備 

・小規模改修 

総額 
１，７５４

施設整備補助金

  （９００)

長期借入金 

  （４５５)

国立大学財務・

経営センタ－施

設費交付金 

  （ ５６)

注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状

況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合い

等を勘案した施設・設備の改修等が追加されるこ

ともあり得る。 

  

施設・設備の内容 決定額 

(百万円) 

財 源 

・アスベスト対策

・（川津）校舎改

修（教育） 

･（医病）基幹･環

境整備 

・小規模改修 

総額 

 １，３２３

施設整備補助金 

（９１８) 

長期借入金 

   （３４９） 

国立大学財務・

経営センタ－施

設費交付金 

   （ ５６) 
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 ○ 計画の実施状況等 

 ・施設整備補助金，長期借入金                                                                                             (単位：百万円) 

事   項   名 借入金 補助金 事   項   名 交付金 

(川津)アスベスト撤去工事 ・小規模修繕  

(塩冶)アスベスト撤去工事 

(塩冶)基礎研究棟他耐震改修その他工事 202

(医病)外来･中央診療棟手術部手術室(2)空調設備改修工事  

24 

(川津)教育学部校舎改修工事 (川津)教育学部３期棟改修工事 10 

(川津)  〃 に伴う埋蔵文化財調査工事 657 (川津)教育学部３期棟改修電気設備工事            1 

(医病)基幹･環境整備(配管設備)その他工事 (川津)教育学部３期棟改修機械設備工事 10 

(医病) 〃 (中央機械室変電設備)工事 349 40 (川津)プール棟市水切替工事          3 

(本庄)災害復旧工事 19 (川津)生物資源科学部ガラス室改修工事    3 

計 349 918 (川津)環境整備その他工事     5 

計 56 
 

Ⅶ その他  ２ 人事に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

・ 教員及び事務系職員の人事管理を学長の下に一

本化し，中期目標・中期計画に沿って柔軟かつ弾

力的に運用する。 

・ 教員については，全学での運用枠を設け，中期

目標・中期計画の実現のための人事配置方針に基

づき，重点的，戦略的な配置・活用を行う。 

・ 事務系職員については，事務・事業の見直しを

進めるとともに，就職支援や産学共同事業等高い

専門性を要する部門において，そのための専門研

修の強化及び適任者の雇用を図る。 

・ 女性教員及び外国人教員の比率の増大を図る。

 

・ 大学全体の人件費から確保した戦略的に運用で

きる人件費を使って，より有効な人的資源の流動

化に努める。 

・ 全学的な人件費を活用し，教育研究を一層活性

化できるよう，任期制の導入を促進する。 

 

・ 教職員の能力・業績評価の結果を，処遇に適切

に反映させるためのシステムや新給与体系につ

いて検討する。 

「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況（１）業務運営

の改善及び効率化に関する目標を達成するための

措置」ｐ２０，No.１６２参照 
「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況（１）業務運営

の改善及び効率化に関する目標を達成するための

措置」ｐ２０，No.１６２参照 
「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況（１）業務運営

の改善及び効率化に関する目標を達成するための

措置」ｐ２３，No.１７０参照 
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等） 

 
学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

 

≪学士課程≫ 

(a) 

（人）

(b) 

（人）

(b)／(a)×100

(%)

法文学部    

 法経学科 ２７０ ２７８ １０３ 

 社会文化学科 ２１０ ２２８ １０９ 

 言語文化学科 ２６５ ３１３ １１８ 

 法学科 １４５ １９１ １３２ 

 社会システム学科  ９５ １２２ １２８ 

 編入学  ２０   

教育学部    

 学校教育課程 ５１０ ５３９ １０６ 

 学校教育教員養成課程 １００ １１８ １１８ 

 生涯学習課程  ６５  ７７ １１８ 

 生活環境福祉課程  ３５  ４７ １３４ 

医学部    

 医学科 ５５０ ５６７ １０３ 

 看護学科 ２６０ ２６１ １００ 

総合理工学部    

 物質科学科 ５２０ ５９９ １１５ 

 地球資源環境学科 ２００ ２０６ １０３ 

 数理・情報システム学科 ４００ ４５６ １１４ 

 電子制御システム工学科 ３２０ ３６７ １１５ 

 材料プロセス工学科 １６０ １７５ １０９ 

 編入学 

 

 ４０   

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

生物資源科学部    

 生物科学科 １２０ １３３ １１１ 

 生態環境科学科 １８０ ２２２ １２３ 

 生命工学科 １６０ １９７ １２３ 

 農業生産学科 １２０ １４８ １２３ 

 地域開発科学科 ２２０ ２６３ １２０ 

編入学  ４０   

学士課程 計 ５００５ ５５０７ １１０ 

≪修士課程≫    

人文社会科学研究科    

 法経専攻  １２ １１  ９２ 

 言語・社会文化専攻  １２ １６ １３３ 

社会システム専攻   [注 1] ― ２ ― 

言語文化専攻     [注 1] ― １ ― 

教育学研究科    

 学校教育専攻  １０ ２６ ２６０ 

 教科教育専攻  ６０ ３３  ５５ 

医学系研究科    

 医科学専攻  ３０ １４  ４７ 

 看護学専攻  ２４ １７  ７１ 

総合理工学研究科    

 物質科学専攻  ７２ ７８ １０８ 

 地球資源環境学専攻  ２８ ３８ １３６ 

 数理・情報システム学専攻  ５６ ４７  ８４ 

 電子制御システム工学専攻  ４４ ５７ １３０ 

 材料プロセス工学専攻  ２４ ３０ １２５ 
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学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

生物資源科学研究科    

 生物科学専攻  ２４ ２０  ８３ 

 生態環境科学専攻  ３６ ３６ １００ 

 生命工学専攻  ２４ ２４ １００ 

 農業生産学専攻  ２４ １９  ７９ 

 地域開発科学専攻  ４４ １９  ４３ 

修士課程 計 ５２４ ４８８  ９３ 

≪博士課程≫    

医学系研究科    

 形態系専攻  ３２ ４５ １４１ 

 機能系専攻  ６０ ４１  ６８ 

 生態系専攻  ２８ １３  ４６ 

総合理工学研究科    

 マテリアル創成工学専攻  １８ ２５ １３９ 

 電子機能システム工学専攻  １８ １６  ８９ 

博士課程 計 １５６ １４０  ９０ 

≪専門職学位課程≫    

法務研究科    

 法曹養成専攻  ９０ ９０ １００ 

専門職学位課程 計  ９０ ９０ １００ 

    

附属小学校 ５５２ ５１０ ９２ 

附属中学校 ５０４ ４８５ ９６ 

附属幼稚園 １６０ １１９ ７４ 

 
[注１] 人文社会科学研究科は平成１５年度に改組しており，平成１８年度の

収容数は，過年度生である。 
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